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第 １ 章  総  則 

（ 目的 ）  

第 １ 条  この法律は 、 障害者基本法 （ 昭和45年法律第84号 ） の基本的理念にのっ と り 、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283

号 ）、 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ）、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ）、 児

童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ） その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相ま っ て 、 障害者及び障害児がその有する

能力及び適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 必要な障害福祉サービスに係る給付その他の

支援を行い 、 も っ て障害者及び障害児の福祉の増進を図る と と もに 、 障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重

し安心し て暮らすこ とのでき る地域社会の実現に寄与する こ と を目的とする 。  

（ 市町村等の責務 ）  

第 ２ 条  市町村 （ 特別区を含む 。 以下同じ 。） は 、 この法律の実施に関し 、 次に掲げる責務を有する 。  

一  障害者が自ら選択し た場所に居住し 、 又は障害者若し く は障害児 （ 以下 「 障害者等 」 と い う 。） がその有する能力及び適

性に応じ 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ る よ う 、 当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把

握し た上で 、 公共職業安定所その他の職業リハビ リ テーシ ョ ン （ 障害者の雇用の促進等に関する法律 （ 昭和35年法律第 123

号 ） 第 ２ 条第 ７ 号に規定する職業リハビ リ テーシ ョ ンをい う 。 第42条第 １ 項において同じ 。） の措置を実施する機関 、 教育

機関その他の関係機関との緊密な連携を図り つつ 、 必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行 う こ

と 。  

二  障害者等の福祉に関し 、 必要な情報の提供を行い 、 並びに相談に応じ 、 必要な調査及び指導を行い 、 並びにこれらに付随

する業務を行 う こ と 。  

三  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用する こ とができ るよ う 必要な便宜を供与する こ

と 、 障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行 う こ と その他障害者等の権利の擁護の

ために必要な援助を行 う こ と 。  

２  都道府県は 、 この法律の実施に関し 、 次に掲げる責務を有する 。  

一  市町村が行 う 自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよ う 、 市町村に対する必要な助言 、 情報の提

供その他の援助を行 う こ と 。  

二  市町村と連携を図り つつ 、 必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行 う こ と 。  

三  障害者等に関する相談及び指導の う ち 、 専門的な知識及び技術を必要とする ものを行 う こ と 。  

四  市町村と協力し て障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行 う と と もに 、 市町村が行 う 障害者等の権利の擁護のため

に必要な援助が適正かつ円滑に行われるよ う 、 市町村に対する必要な助言 、 情報の提供その他の援助を行 う こ と 。  

３  国は 、 市町村及び都道府県が行 う 自立支援給付 、 地域生活支援事業その他この法律に基づ く 業務が適正かつ円滑に行われる

よ う 、 市町村及び都道府県に対する必要な助言 、 情報の提供その他の援助を行わなければな ら ない 。  

（ 国民の責務 ）  

第 ３ 条  すべての国民は 、 その障害の有無にかかわらず 、 障害者等がその有する能力及び適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社

会生活を営める よ う な地域社会の実現に協力するよ う 努めなければな ら ない 。  

（ 定義 ）  

第 ４ 条  この法律において 「 障害者 」 とは 、 身体障害者福祉法第 ４ 条に規定する身体障害者 、 知的障害者福祉法にい う 知的障害

者の う ち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 ５ 条に規定する精神障害者 （ 知的障害者福祉法に

い う 知的障害者を除 く 。 以下 「 精神障害者 」 と い う 。） の う ち18歳以上である者をい う 。  

２  この法律において 「 障害児 」 とは 、 児童福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する障害児及び精神障害者の う ち18歳未満である者をい

う 。  

３  この法律において 「 保護者 」 とは 、 児童福祉法第 ６ 条に規定する保護者をい う 。  

４  この法律において 「 障害程度区分 」 とは 、 障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の

心身の状態を総合的に示すものと し て厚生労働省令で定める区分をい う 。  

第 ５ 条  この法律において 「 障害福祉サービス 」 とは 、 居宅介護 、 重度訪問介護 、 行動援護 、 療養介護 、 生活介護 、 児童デイ 

サービス 、 短期入所 、 重度障害者等包括支援 、 共同生活介護 、 施設入所支援 、 自立訓練 、 就労移行支援 、 就労継続支援及び共

同生活援助をいい 、 「 障害福祉サービス事業 」 とは 、 障害福祉サービス （ 障害者支援施設 、 独立行政法人国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園法 （ 平成14年法律第 167 号 ） 第11条第 １ 号の規定によ り独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ

の園が設置する施設 （ 以下 「 のぞみの園 」 と い う 。） その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービ

ス （ 施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをい う 。 以下同じ 。） を除 く 。） を行 う 事業をい う 。  

２  この法律において 「 居宅介護 」 とは 、 障害者等につき 、 居宅において入浴 、 排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で

定める便宜を供与する こ と をい う 。  
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３  この法律において 「 重度訪問介護 」 とは 、 重度の肢体不自由者であっ て常時介護を要する障害者につき 、 居宅における入浴 、

排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与する こ と をい う 。  

４  この法律において 「 行動援護 」 とは 、 知的障害又は精神障害によ り行動上著し い困難を有する障害者等であっ て常時介護を

要する ものにつき 、 当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護 、 外出時における移動中の介護そ

の他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ と をい う 。  

５  この法律において 「 療養介護 」 とは 、 医療を要する障害者であっ て常時介護を要する ものと し て厚生労働省令で定める もの

につき 、 主と し て昼間において 、 病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練 、 療養上の管理 、 看護 、

医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい 、 「 療養介護医療 」 とは 、 療養介護の う ち医療に係る ものを

い う 。  

６  この法律において 「 生活介護 」 とは 、 常時介護を要する障害者と し て厚生労働省令で定める者につき 、 主と し て昼間におい

て 、 障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴 、 排せつ又は食事の介護 、 創作的活動又は生産

活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ と をい う 。  

７  この法律において 「 児童デイサービス 」 とは 、 障害児につき 、 児童福祉法第43条の ３ に規定する肢体不自由児施設その他の

厚生労働省令で定める施設に通わせ 、 日常生活における基本的な動作の指導 、 集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で

定める便宜を供与する こ と をい う 。  

８  この法律において 「 短期入所 」 とは 、 居宅においてその介護を行 う 者の疾病その他の理由によ り 、 障害者支援施設その他の

厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき 、 当該施設に短期間の入所を させ 、 入浴 、 排せつ又

は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ と をい う 。  

９  この法律において 「 重度障害者等包括支援 」 とは 、 常時介護を要する障害者等であっ て 、 その介護の必要の程度が著し く 高

いものと し て厚生労働省令で定める ものにつき 、 居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供す

る こ と をい う 。  

10  この法律において 「 共同生活介護 」 とは 、 障害者につき 、 主と し て夜間において 、 共同生活を営むべき住居において入浴 、

排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ と をい う 。  

11  この法律において 「 施設入所支援 」 とは 、 その施設に入所する障害者につき 、 主と し て夜間において 、 入浴 、 排せつ又は食

事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ と をい う 。  

12  この法律において 「 障害者支援施設 」 とは 、 障害者につき 、 施設入所支援を行 う と と もに 、 施設入所支援以外の施設障害福

祉サービスを行 う 施設 （ のぞみの園及び第 １ 項の厚生労働省令で定める施設を除 く 。） をい う 。  

13  この法律において 「 自立訓練 」 とは 、 障害者につき 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ る よ う 、 厚生労働省

令で定める期間にわた り 、 身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する こ

と をい う 。  

14  この法律において 「 就労移行支援 」 とは 、 就労を希望する障害者につき 、 厚生労働省令で定める期間にわた り 、 生産活動そ

の他の活動の機会の提供を通じ て 、 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜

を供与する こ と をい う 。  

15  この法律において 「 就労継続支援 」 とは 、 通常の事業所に雇用される こ とが困難な障害者につき 、 就労の機会を提供する と

と もに 、 生産活動その他の活動の機会の提供を通じ て 、 その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で

定める便宜を供与する こ と をい う 。  

16  この法律において 「 共同生活援助 」 とは 、 地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき 、 主と し て夜間におい

て 、 共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行 う こ と をい う 。  

17  この法律において 「 相談支援 」 とは 、 次に掲げる便宜の供与のすべてを行 う こ と をいい 、 「 相談支援事業 」 とは 、 相談支援

を行 う 事業をい う 。  

一  地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき 、 障害者等 、 障害児の保護者又は障害者等の介護を行 う 者からの相談に

応じ 、 必要な情報の提供及び助言を行い 、 併せて これらの者と市町村及び第29条第 ２ 項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与する こ と 。  

二  第19条第 １ 項の規定によ り同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者 （ 以下 「 支給決定障害者等 」 と い

う 。） が障害福祉サービスを適切に利用する こ とができ るよ う 、 当該支給決定障害者等の依頼を受けて 、 当該支給決定に係

る障害者等の心身の状況 、 その置かれている環境 、 障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し 、 利用する

障害福祉サービスの種類及び内容 、 これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画 （ 以下この号におい

て 「 サービス利用計画 」 と い う 。） を作成する と と もに 、 当該サービス利用計画に基づ く 障害福祉サービスの提供が確保さ

れるよ う 、 第29条第 ２ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与する こ と 。  

18  この法律において 「 自立支援医療 」 とは 、 障害者等につき 、 その心身の障害の状態の軽減を図り 、 自立し た日常生活又は社

会生活を営むために必要な医療であっ て政令で定める ものをい う 。  

19  この法律において 「 補装具 」 とは 、 障害者等の身体機能を補完し 、 又は代替し 、 かつ 、 長期間にわた り継続し て使用される

ものその他の厚生労働省令で定める基準に該当する ものと し て 、 義肢 、 装具 、 車いすその他の厚生労働大臣が定める ものをい

う 。  

20  この法律において 「 移動支援事業 」 とは 、 障害者等が円滑に外出する こ とができ るよ う 、 障害者等の移動を支援する事業を

い う 。  

21  この法律において 「 地域活動支援セン ター 」 とは 、 障害者等を通わせ 、 創作的活動又は生産活動の機会の提供 、 社会との交

流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をい う 。  

22  この法律において 「 福祉ホーム 」 とは 、 現に住居を求めている障害者につき 、 低額な料金で 、 居室その他の設備を利用させ

る と と もに 、 日常生活に必要な便宜を供与する施設をい う 。  
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第 ２ 章  自立支援給付 

第 １ 節  通  則 

（ 自立支援給付 ）  

第 ６ 条  自立支援給付は 、 介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費 、 特例訓練等給付費 、 サービス利用計画作成費 、 高額障

害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費 、 特例特定障害者特別給付費 、 自立支援医療費 、 療養介護医療費 、 基準該当療養介

護医療費及び補装具費の支給とする 。  

（ 他の法令によ る給付との調整 ）  

第 ７ 条  自立支援給付は 、 当該障害の状態につき 、 介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） の規定による介護給付 、 健康保険法

（ 大正11年法律第70号 ） の規定による療養の給付その他の法令に基づ く 給付であっ て政令で定める ものの う ち自立支援給付に

相当する ものを受ける こ とができ る と きは政令で定める限度において 、 当該政令で定める給付以外の給付であっ て国又は地方

公共団体の負担において自立支援給付に相当する ものが行われた と きはその限度において 、 行わない 。  

（ 不正利得の徴収 ）  

第 ８ 条  市町村 （ 政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関し ては 、 都道府県とする 。 以下 「 市町村等 」 と い う 。） は 、

偽り その他不正の手段によ り自立支援給付を受けた者がある と きは 、 その者から 、 その自立支援給付の額に相当する金額の全

部又は一部を徴収する こ とができ る 。  

２  市町村等は 、 第29条第 ２ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者等 、 第32条第 １ 項に規定する指定相談支援事業者又は第

54条第 ２ 項に規定する指定自立支援医療機関 （ 以下この項において 「 事業者等 」 と い う 。） が 、 偽り その他不正の行為によ り

介護給付費 、 訓練等給付費 、 サービス利用計画作成費 、 特定障害者特別給付費 、 自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を

受けた と きは 、 当該事業者等に対し 、 その支払った額につき返還させるほか 、 その返還させる額に 100 分の40を乗じ て得た額

を支払わせる こ とができ る 。  

３  前 ２ 項の規定による徴収金は 、 地方自治法 （ 昭和22年法律第67号 ） 第 231 条の ３ 第 ３ 項に規定する法律で定める歳入とする 。  

（ 報告等 ）  

第 ９ 条  市町村等は 、 自立支援給付に関し て必要がある と認める と きは 、 障害者等 、 障害児の保護者 、 障害者等の配偶者若し く

は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し 、 報告若し く は文書その他の物

件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に質問させる こ とができ る 。  

２  前項の規定による質問を行 う 場合においては 、 当該職員は 、 その身分を示す証明書を携帯し 、 かつ 、 関係人の請求がある と

きは 、 これを提示し なければな ら ない 。  

３  第 １ 項の規定による権限は 、 犯罪捜査のために認められた ものと解釈し てはな ら ない 。   

第10条  市町村等は 、 自立支援給付に関し て必要がある と認める と きは 、 当該自立支援給付に係る障害福祉サービス 、 相談支援 、

自立支援医療 、 療養介護医療若し く は補装具の販売若し く は修理 （ 以下 「 自立支援給付対象サービス等 」 と い う 。） を行 う 者

若し く はこれら を使用する者若し く はこれらの者であった者に対し 、 報告若し く は文書その他の物件の提出若し く は提示を命

じ 、 又は当該職員に関係者に対し て質問させ 、 若し く は当該自立支援給付対象サービス等の事業を行 う 事業所若し く は施設に

立ち入り 、 その設備若し く は帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ る 。  

２  前条第 ２ 項の規定は前項の規定による質問又は検査について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用する 。  

（ 厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等 ）  

第11条  厚生労働大臣又は都道府県知事は 、 自立支援給付に関し て必要がある と認める と きは 、 自立支援給付に係る障害者等若

し く は障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し 、 当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し 、

報告若し く は文書その他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に質問させる こ とができ る 。  

２  厚生労働大臣又は都道府県知事は 、 自立支援給付に関し て必要がある と認める と きは 、 自立支援給付対象サービス等を行っ

た者若し く はこれら を使用し た者に対し 、 その行った自立支援給付対象サービス等に関し 、 報告若し く は当該自立支援給付対

象サービス等の提供の記録 、 帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に関係者に対し て質問させる こ

とができ る 。  

３  第 ９ 条第 ２ 項の規定は前 ２ 項の規定による質問について 、 同条第 ３ 項の規定は前 ２ 項の規定による権限について準用する 。  

（ 資料の提供等 ）  

第12条  市町村等は 、 自立支援給付に関し て必要がある と認める と きは 、 障害者等 、 障害児の保護者 、 障害者等の配偶者又は障

害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき 、 官公署に対し必要な文書の閲覧若し く

は資料の提供を求め 、 又は銀行 、 信託会社その他の機関若し く は障害者の雇用主その他の関係人に報告を求める こ とができ る 。  

（ 受給権の保護 ）  

第13条  自立支援給付を受ける権利は 、 譲り渡し 、 担保に供し 、 又は差し押さ える こ とができない 。  

（ 租税その他の公課の禁止 ）  

第14条  租税その他の公課は 、 自立支援給付と し て支給を受けた金品を標準と し て 、 課する こ とができない 。  

 

第 ２ 節  介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費 、 特例訓練等給付費 、 サービス利用計画作成費 、 高額障害福祉 

サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 

第 １ 款  市町村審査会 

（ 市町村審査会 ）  

第15条  第26条第 ２ 項に規定する審査判定業務を行わせるため 、 市町村に第19条第 １ 項に規定する介護給付費等の支給に関する 

審査会 （ 以下 「 市町村審査会 」 と い う 。） を置 く 。  

( 委員 )  

第16条  市町村審査会の委員の定数は 、 政令で定める基準に従い条例で定める数とする 。  
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２  委員は 、 障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者の う ちから 、 市町村長 （ 特別区の区長を含む 。 以下同じ 。）

が任命する 。  

（ 共同設置の支援 ）  

第17条  都道府県は 、 市町村審査会について地方自治法第 252 条の ７ 第 １ 項の規定による共同設置を し よ う とする市町村の求め

に応じ 、 市町村相互間における必要な調整を行 う こ とができ る 。  

２  都道府県は 、 市町村審査会を共同設置し た市町村に対し 、 その円滑な運営が確保されるよ う に必要な技術的な助言その他の

援助をする こ とができ る 。  

（ 政令への委任 ）  

第18条  この法律に定める もののほか 、 市町村審査会に関し必要な事項は 、 政令で定める 。  

 

第 ２ 款  支給決定等  

( 介護給付費等の支給決定 )  

第19条  介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費又は特例訓練等給付費 （ 以下 「 介護給付費等 」 と い う 。） の支給を受けよ

う とする障害者又は障害児の保護者は 、 市町村の介護給付費等を支給する旨の決定 （ 以下 「 支給決定 」 と い う 。） を受けなけ

ればな ら ない 。  

２  支給決定は 、 障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行 う ものとする 。 ただ し 、 障害者又は障害児の保護者が居住地

を有し ない と き 、 又は明らかでない と きは 、 その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行 う ものとする 。  

３  前項の規定にかかわらず 、 第29条第 １ 項若し く は第30条第 １ 項の規定によ り介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福

祉法第18条第 ２ 項若し く は知的障害者福祉法第16条第 １ 項の規定によ り入所措置が採られて障害者支援施設 、 のぞみの園又は

第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設に入所し ている障害者及び生活保護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第

30条第 １ 項ただ し書の規定によ り入所し ている障害者 （ 以下この項において 「 特定施設入所障害者 」 と総称する 。） について

は 、 その者が障害者支援施設 、 のぞみの園 、 第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設又は同法第30条第 １ 項

ただ し書に規定する施設 （ 以下 「 特定施設 」 と い う 。） への入所前に有し た居住地 （ 継続し て二以上の特定施設に入所し てい

る特定施設入所障害者 （ 以下この項において 「 継続入所障害者 」 と い う 。） については 、 最初に入所し た特定施設への入所前

に有し た居住地 ） の市町村が 、 支給決定を行 う ものとする 。 ただ し 、 特定施設への入所前に居住地を有し ないか 、 又は明らか

でなかった特定施設入所障害者については 、 入所前におけるその者の所在地 （ 継続入所障害者については 、 最初に入所し た特

定施設の入所前に有し た所在地 ） の市町村が 、 支給決定を行 う ものとする 。  

４  前項の規定の適用を受ける障害者が入所し ている特定施設は 、 当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決

定を行 う 市町村に 、 必要な協力を し なければな ら ない 。  

（ 申請 ）  

第20条  支給決定を受けよ う とする障害者又は障害児の保護者は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村に申請を し なけ

ればな ら ない 。  

２  市町村は 、 前項の申請があった と きは 、 次条第 １ 項及び第22条第 １ 項の規定によ り障害程度区分の認定及び同項に規定する

支給要否決定を行 う ため 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該職員を し て 、 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護

者に面接を させ 、 その心身の状況 、 その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査を させる ものとする 。

この場合において 、 市町村は 、 当該調査を第32条第 １ 項に規定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者 （ 以

下この条において 「 指定相談支援事業者等 」 と い う 。） に委託する こ とができ る 。   

３  前項後段の規定によ り委託を受けた指定相談支援事業者等は 、 障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有す

る ものと し て厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせる ものとする 。  

４  第 ２ 項後段の規定によ り委託を受けた指定相談支援事業者等の役員 （ 業務を執行する社員 、 取締役 、 執行役又はこれらに準

ずる者をいい 、 相談役 、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず 、 法人に対し業務を執行する社員 、 取締役 、 執

行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する ものと認められる者を含む 。 以下同じ 。） 若し く は前項の厚生労働省

令で定める者又はこれらの職にあった者は 、 正当な理由な し に 、 当該委託業務に関し て知り得た個人の秘密を漏ら し てはな ら

ない 。  

５  第 ２ 項後段の規定によ り委託を受けた指定相談支援事業者等の役員又は第 ３ 項の厚生労働省令で定める者で 、 当該委託業務

に従事する ものは 、 刑法 （ 明治40年法律第45号 ） その他の罰則の適用については 、 法令によ り公務に従事する職員とみなす 。  

６  第 ２ 項の場合において 、 市町村は 、 当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有する と きは 、 当該

調査を他の市町村に嘱託する こ とができ る 。  

（ 障害程度区分の認定 ）  

第21条  市町村は 、 前条第 １ 項の申請があった と きは 、 政令で定める と こ ろによ り 、 市町村審査会が行 う 当該申請に係る障害者

等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき 、 障害程度区分の認定を行 う ものとする 。  

２  市町村審査会は 、 前項の審査及び判定を行 う に当た っ て必要がある と認める と きは 、 当該審査及び判定に係る障害者等 、 そ

の家族 、 医師その他の関係者の意見を聴 く こ とができ る 。  

（ 支給要否決定等 ）  

第22条  市町村は 、 第20条第 １ 項の申請に係る障害者等の障害程度区分 、 当該障害者等の介護を行 う 者の状況 、 当該申請に係る

障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し て介護給付

費等の支給の要否の決定 （ 以下この条及び第27条において 「 支給要否決定 」 と い う 。） を行 う ものとする 。  

２  市町村は 、 支給要否決定を行 う に当た っ て必要がある と認める と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村審査会

又は身体障害者福祉法第 ９ 条第 ６ 項に規定する身体障害者更生相談所 （ 第74条及び第76条第 ３ 項において 「 身体障害者更生相

談所 」 と い う 。）、知的障害者福祉法第 ９ 条第 ５ 項に規定する知的障害者更生相談所 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法
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律第 ６ 条第 １ 項に規定する精神保健福祉セン ター若し く は児童相談所 （ 以下 「 身体障害者更生相談所等 」 と総称する 。） その

他厚生労働省令で定める機関の意見を聴 く こ とができ る 。  

３  市町村審査会 、 身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は 、 同項の意見を述べるに当た っ て必要があ

る と認める と きは 、 当該支給要否決定に係る障害者等 、 その家族 、 医師その他の関係者の意見を聴 く こ とができ る 。  

４  市町村は 、 支給決定を行 う 場合には 、 障害福祉サービスの種類ご と に月を単位と し て厚生労働省令で定める期間において介

護給付費等を支給する障害福祉サービスの量 （ 以下 「 支給量 」 と い う 。） を定めなければな ら ない 。  

５  市町村は 、 支給決定を行った と きは 、 当該支給決定障害者等に対し 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 支給量その他の

厚生労働省令で定める事項を記載し た障害福祉サービス受給者証 （ 以下 「 受給者証 」 と い う 。） を交付し なければな ら ない 。  

（ 支給決定の有効期間 ）  

第23条  支給決定は 、 厚生労働省令で定める期間 （ 以下 「 支給決定の有効期間 」 と い う 。） 内に限り 、 その効力を有する 。  

（ 支給決定の変更 ）  

第24条  支給決定障害者等は 、 現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類 、 支給量その他の厚生労働省令で定める

事項を変更する必要がある と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村に対し 、 当該支給決定の変更の申請をする こ

とができ る 。  

２  市町村は 、 前項の申請又は職権によ り 、 第22条第 １ 項の厚生労働省令で定める事項を勘案し 、 支給決定障害者等につき 、 必

要がある と認める と きは 、 支給決定の変更の決定を行 う こ とができ る 。 この場合において 、 市町村は 、 当該決定に係る支給決

定障害者等に対し受給者証の提出を求める ものとする 。  

３  第19条 （ 第 １ 項を除 く 。）、第20条 （ 第 １ 項を除 く 。） 及び第22条 （ 第 １ 項を除 く 。） の規定は 、 前項の支給決定の変更の決

定について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

４  市町村は 、 第 ２ 項の支給決定の変更の決定を行 う に当た り 、 必要がある と認める と きは 、 障害程度区分の変更の認定を行 う

こ とができ る 。  

５  第21条の規定は 、 前項の障害程度区分の変更の認定について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で

定める 。  

６  市町村は 、 第 ２ 項の支給決定の変更の決定を行った場合には 、 受給者証に当該決定に係る事項を記載し 、 これを返還する も

のとする 。  

（ 支給決定の取消し ）  

第25条  支給決定を行った市町村は 、 次に掲げる場合には 、 当該支給決定を取り消すこ とができ る 。  

一  支給決定に係る障害者等が 、 第29条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第 １ 項第 ２ 号に規定する基準該

当障害福祉サービスを受ける必要がな く な った と認める と き 。  

二  支給決定障害者等が 、 支給決定の有効期間内に 、 当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至った と認める と

き （ 支給決定に係る障害者が特定施設に入所する こ と によ り当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至った と

認める と き を除 く 。）。 

三  支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が 、 正当な理由な し に第20条第 ２ 項 （ 前条第 ３ 項において準用する場合を含

む 。） の規定による調査に応じ ない と き 。  

四  その他政令で定める と き 。  

２  前項の規定によ り支給決定の取消し を行った市町村は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該取消し に係る支給決定障

害者等に対し受給者証の返還を求める ものとする 。  

（ 都道府県によ る援助等 ）  

第26条  都道府県は 、 市町村の求めに応じ 、 市町村が行 う 第19条から第22条まで 、 第24条及び前条の規定によ る業務に関し 、 そ

の設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行 う ものとする 。  

２  地方自治法第 252 条の14第 １ 項の規定によ り市町村の委託を受けて審査判定業務 （ 第21条 （ 第24条第 ５ 項において準用する

場合を含む 。 第 ４ 項において同じ 。） 並びに第22条第 ２ 項及び第 ３ 項 （ これらの規定を第24条第 ３ 項において準用する場合を

含む 。 第 ４ 項において同じ 。） の規定によ り市町村審査会が行 う 業務をい う 。 以下この条及び第95条第 ２ 項第 １ 号において同

じ 。） を行 う 都道府県に 、 当該審査判定業務を行わせるため 、 介護給付費等の支給に関する審査会 （ 以下 「 都道府県審査会 」

と い う 。） を置 く 。  

３  第16条及び第18条の規定は 、 前項の都道府県審査会について準用する 。 この場合において 、 第16条第 ２ 項中 「 市町村長 （ 特

別区の区長を含む 。 以下同じ 。）」 と あるのは 、 「 都道府県知事 」 と読み替える ものとする 。  

４  審査判定業務を都道府県に委託し た市町村について第21条並びに第22条第 ２ 項及び第 ３ 項の規定を適用する場合においては 、

これらの規定中 「 市町村審査会 」 と あるのは 、 「 都道府県審査会 」 とする 。  

（ 政令への委任 ）  

第27条  この款に定める もののほか 、 障害程度区分に関する審査及び判定 、 支給決定 、 支給要否決定 、 受給者証 、 支給決定の変

更の決定並びに支給決定の取消し に関し必要な事項は 、 政令で定める 。  

 

第 ３ 款  介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 

（ 介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 ）  

第28条  介護給付費及び特例介護給付費の支給は 、 次に掲げる障害福祉サービスに関し て次条及び第30条の規定によ り支給する

給付とする 。  

一  居宅介護 

二  重度訪問介護 

三  行動援護 
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四  療養介護 （ 医療に係る ものを除 く 。）  

五  生活介護 

六  児童デイサービス 

七  短期入所 

八  重度障害者等包括支援 

九  共同生活介護 

十  施設入所支援 

２  訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は 、 次に掲げる障害福祉サービスに関し て次条及び第30条の規定によ り支給する

給付とする 。  

一  自立訓練 

二  就労移行支援 

三  就労継続支援 

四  共同生活援助 

（ 介護給付費又は訓練等給付費 ）  

第29条  市町村は 、 支給決定障害者等が 、 支給決定の有効期間内において 、 都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行

う 者 （ 以下 「 指定障害福祉サービス事業者 」 と い う 。） 若し く は障害者支援施設 （ 以下 「 指定障害者支援施設 」 と い う 。） か

ら当該指定に係る障害福祉サービス （ 以下 「 指定障害福祉サービス 」 と い う 。） を受けた と き 、 又はのぞみの園から施設障害

福祉サービスを受けた と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該支給決定障害者等に対し 、 当該指定障害福祉サービ

ス又は施設障害福祉サービス （ 支給量の範囲内のものに限る 。 以下 「 指定障害福祉サービス等 」 と い う 。） に要し た費用 （ 食

事の提供に要する費用 、 居住若し く は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若し く は生産活動に要

する費用の う ち厚生労働省令で定める費用 （ 以下 「 特定費用 」 と い う 。） を除 く 。） について 、 介護給付費又は訓練等給付費

を支給する 。  

２  指定障害福祉サービス等を受けよ う とする支給決定障害者等は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 指定障害福祉サービ

ス事業者 、 指定障害者支援施設又はのぞみの園 （ 以下 「 指定障害福祉サービス事業者等 」 と い う 。） に受給者証を提示し て当

該指定障害福祉サービス等を受ける ものとする 。 ただ し 、 緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については 、 この限

り でない 。  

３  介護給付費又は訓練等給付費の額は 、 障害福祉サービスの種類ご と に指定障害福祉サービス等に通常要する費用 （ 特定費用

を除 く 。） につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要し た

費用 （ 特定費用を除 く 。） の額を超える と きは 、 当該現に指定障害福祉サービス等に要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当す

る額とする 。  

４  支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額の合計額から 、 前項

の規定によ り算定された当該同一の月における介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除し て得た額が 、 当該支給決定障害

者等の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と きは 、 同項の規定にかかわらず 、 当該同一の月

における介護給付費又は訓練等給付費の額は 、 同項の規定によ り算定し た費用の額の 100 分の90に相当する額を超え 100 分の

100 に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とする 。  

５  支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた と きは 、 市町村は 、 当該支給決定

障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払 う べき当該指定障害福祉サービス等に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。）

について 、 介護給付費又は訓練等給付費と し て当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において 、 当該支給決定障害者等

に代わり 、 当該指定障害福祉サービス事業者等に支払 う こ とができ る 。  

６  前項の規定による支払があった と きは 、 支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があった ものとみなす 。  

７  市町村は 、 指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があっ た と きは 、 第 ３ 項の厚生労働大臣

が定める基準及び第43条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 （ 指定障害

福祉サービスの取扱いに関する部分に限る 。） 又は第44条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運

営に関する基準 （ 施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る 。） に照ら し て審査の上 、 支払 う ものと する 。  

８  市町村は 、 前項の規定によ る支払に関する事務を国民健康保険法 （ 昭和33年法律第 192 号 ） 第45条第 ５ 項に規定する国民健

康保険団体連合会 （ 以下 「 連合会 」 と い う 。） に委託する こ とができ る 。  

９  前各項に定める もののほか 、 介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓

練等給付費の請求に関し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 特例介護給付費又は特例訓練等給付費 ）  

第30条  市町村は 、 次に掲げる場合において 、 必要がある と認める と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該指定障害

福祉サービス等又は第 ２ 号に規定する基準該当障害福祉サービス （ 支給量の範囲内のものに限る 。） に要し た費用 （ 特定費用

を除 く 。） について 、 特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する こ とができ る 。  

一  支給決定障害者等が 、 第20条第 １ 項の申請を し た日から当該支給決定の効力が生じ た日の前日までの間に 、 緊急その他や

むを得ない理由によ り指定障害福祉サービス等を受けた と き 。  

二  支給決定障害者等が 、 指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス （ 次に掲げる事業所又は施設によ り行われる もの

に限る 。 以下 「 基準該当障害福祉サービス 」 と い う 。） を受けた と き 。  

イ  第43条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備

及び運営に関する基準に定める事項の う ち厚生労働省令で定める ものを満たすと認められる事業を行 う 事業所 （ 以下 「 基

準該当事業所 」 と い う 。）  
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ロ  第44条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運

営に関する基準に定める事項の う ち厚生労働省令で定める ものを満たすと認められる施設 （ 以下 「 基準該当施設 」 と い

う 。）  

三  その他政令で定める と き 。  

２  特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は 、 当該指定障害福祉サービス等については前条第 ３ 項の厚生労働大臣が定める

基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額を超える と

きは 、 当該現に指定障害福祉サービス等に要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当する額を 、 当該基準該当障害福祉サービスに

ついては障害福祉サービスの種類ご と に基準該当障害福祉サービスに通常要する費用 （ 特定費用を除 く 。） につき厚生労働大

臣が定める基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の

額を超える と きは 、 当該現に基準該当障害福祉サービスに要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当する額をそれぞれ基準と し て 、

市町村が定める 。  

３  前 ２ 項に定める もののほか 、 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 介護給付費等の額の特例 ）  

第31条  市町村が 、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある こ と によ り 、 障害福祉サービスに要する費用を負担す

る こ とが困難である と認めた支給決定障害者等が受ける次の各号に掲げる介護給付費等の支給について当該各号に定める規定

を適用する場合においては 、 これらの規定中 「 100 分の90 」 と あるのは 、 「 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内にお

いて市町村が定めた割合 」 とする 。  

一  介護給付費又は訓練等給付費の支給  第29条第 ３ 項 

二  特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給  前条第 ２ 項 

 

第 ４ 款  サービス利用計画作成費 、 高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の

支給 

（ サービス利用計画作成費の支給 ）  

第32条  市町村は 、 支給決定障害者等であっ て 、 厚生労働省令で定める数以上の種類の障害福祉サービス （ 施設入所支援を除

く 。） を利用する ものその他厚生労働省令で定める ものの う ち市町村が必要と認めた もの （ 以下この条において 「 計画作成対

象障害者等 」 と い う 。） が 、 都道府県知事が指定する相談支援事業を行 う 者 （ 以下 「 指定相談支援事業者 」 と い う 。） から当

該指定に係る相談支援 （ 第 ５ 条第17項第 ２ 号に掲げる便宜の供与に限る 。 以下 「 指定相談支援 」 と い う 。） を受けた と きは 、

当該計画作成対象障害者等に対し 、 当該指定相談支援に要し た費用について 、 サービス利用計画作成費を支給する 。  

２  サービス利用計画作成費の額は 、 指定相談支援に通常要する費用につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た費用の

額 （ その額が現に当該指定相談支援に要し た費用の額を超える と きは 、 当該現に指定相談支援に要し た費用の額 ） とする 。  

３  計画作成対象障害者等が指定相談支援事業者から指定相談支援を受けた と きは 、 市町村は 、 当該計画作成対象障害者等が当

該指定相談支援事業者に支払 う べき当該指定相談支援に要し た費用について 、 サービス利用計画作成費と し て当該計画作成対

象障害者等に対し支給すべき額の限度において 、 当該計画作成対象障害者等に代わり 、 当該指定相談支援事業者に支払 う こ と

ができ る 。  

４  前項の規定による支払があった と きは 、 計画作成対象障害者等に対しサービス利用計画作成費の支給があった ものとみなす 。  

５  市町村は 、 指定相談支援事業者からサービス利用計画作成費の請求があっ た と きは 、 第 ２ 項の厚生労働大臣が定める基準及

び第45条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準 （ 指定相談支援の取扱いに関する部分に限

る 。） に照ら し て審査の上 、 支払 う ものとする 。   

６  市町村は 、 前項の規定によ る支払に関する事務を連合会に委託する こ とができ る 。  

７  前各項に定める もののほか 、 サービス利用計画作成費の支給及び指定相談支援事業者のサービス利用計画作成費の請求に関

し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 高額障害福祉サービス費の支給 ）  

第33条  市町村は 、 支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第24条第 ２ 項に規定する介護給付等対象サービ

スの う ち政令で定める ものに要し た費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護

給付等の う ち政令で定める ものの合計額を控除し て得た額が 、 著し く 高額である と きは 、 当該支給決定障害者等に対し 、 高額

障害福祉サービス費を支給する 。  

２  前項に定める もののほか 、 高額障害福祉サービス費の支給要件 、 支給額その他高額障害福祉サービス費の支給に関し必要な

事項は 、 障害福祉サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮し て 、 政令で定める 。  

（ 特定障害者特別給付費の支給 ）  

第34条  市町村は 、 施設入所支援その他の政令で定める障害福祉サービス （ 以下この項において 「 特定入所サービス 」 と い

う 。） に係る支給決定を受けた障害者の う ち所得の状況その他の事情を しん酌し て厚生労働省令で定める もの （ 以下この項及

び次条第 １ 項において 「 特定障害者 」 と い う 。） が 、 支給決定の有効期間内において 、 指定障害者支援施設又はのぞみの園

（ 以下 「 指定障害者支援施設等 」 と い う 。） に入所し 、 当該指定障害者支援施設等から特定入所サービスを受けた と きは 、 当

該特定障害者に対し 、 当該指定障害者支援施設等における食事の提供に要し た費用及び居住に要し た費用 （ 次条第 １ 項におい

て 「 特定入所費用 」 と い う 。） について 、 政令で定める と こ ろによ り 、 特定障害者特別給付費を支給する 。  

２  第29条第 ２ 項及び第 ５ 項から第 ８ 項までの規定は 、 特定障害者特別給付費の支給について準用する 。 この場合において 、 必

要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

３  前 ２ 項に定める もののほか 、 特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等の特定障害者特別給付費の請求に関し

必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

 



8                                      

（ 特例特定障害者特別給付費の支給 ）  

第35条  市町村は 、 次に掲げる場合において 、 必要がある と認める と きは 、 特定障害者に対し 、 当該指定障害者支援施設等又は

基準該当施設における特定入所費用について 、 政令で定める と こ ろによ り 、 特例特定障害者特別給付費を支給する こ とができ

る 。  

一  特定障害者が 、 第20条第 １ 項の申請を し た日から当該支給決定の効力が生じ た日の前日までの間に 、 緊急その他やむを得

ない理由によ り指定障害福祉サービス等を受けた と き 。  

二  特定障害者が 、 基準該当障害福祉サービスを受けた と き 。  

２  前項に定める もののほか 、 特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

 

第 ５ 款  指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者 

（ 指定障害福祉サービス事業者の指定 ）  

第36条  第29条第 １ 項の指定障害福祉サービス事業者の指定は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 障害福祉サービス事業を

行 う 者の申請によ り 、 障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行 う 事業所 （ 以下この款において 「 サービス事業

所 」 と い う 。） ご と に行 う 。  

２  就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス （ 以下この条及び次条第 １ 項において 「 特定障害福祉サービ

ス 」 と い う 。） に係る前項の申請は 、 当該特定障害福祉サービスの量を定めてする ものとする 。  

３  都道府県知事は 、 第 １ 項の申請があった場合において 、 第 １ 号から第 ３ 号まで 、 第 ５ 号から第 ７ 号まで 、 第 ９ 号又は第10号

（ 療養介護に係る指定の申請にあっ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ） のいずれかに該当する と きは 、 指定障害福祉サービス事業

者の指定を し てはな ら ない 。  

一  申請者が法人でない と き 。  

二  当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が 、 第43条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を満た

し ていない と き 。  

三  申請者が 、 第43条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従っ て適正

な障害福祉サービス事業の運営をする こ とができない と認められる と き 。  

四  申請者が 、 禁錮以上の刑に処せられ 、 その執行を終わり 、 又は執行を受ける こ とがな く なるまでの者である と き 。  

五  申請者が 、 この法律その他国民の保健医療若し く は福祉に関する法律で政令で定める ものの規定によ り罰金の刑に処せら

れ 、 その執行を終わり 、 又は執行を受ける こ とがな く なるまでの者である と き 。  

六  申請者が 、 第50条第 １ 項 （ 同条第 ３ 項及び第 ４ 項において準用する場合を含む 。 以下この項において同じ 。） の規定によ

り指定を取り消され 、 その取消しの日から起算し て ５ 年を経過し ない者 （ 当該指定を取り消された者が法人である場合にお

いては 、 当該取消しの処分に係る行政手続法 （ 平成 ５ 年法律第88号 ） 第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該

法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人 （ 以下 「 役員等 」 と い う 。） であった者で当

該取消しの日から起算し て ５ 年を経過し ないものを含み 、 当該指定を取り消された者が法人でない場合においては 、 当該通

知があった日前60日以内に当該者の管理者であっ た者で当該取消しの日から起算し て ５ 年を経過し ないものを含む 。） であ

る と き 。  

七  申請者が 、 第50条第 １ 項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該

処分をする日又は処分を し ないこ と を決定する日までの間に第46条第 １ 項の規定による事業の廃止の届出を し た者 （ 当該事

業の廃止について相当の理由がある者を除 く 。） で 、 当該届出の日から起算し て ５ 年を経過し ないものである と き 。  

八  前号に規定する期間内に第46条第 １ 項の規定による事業の廃止の届出があっ た場合において 、 申請者が 、 同号の通知の日

前60日以内に当該届出に係る法人 （ 当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除 く 。） の役員等又は当該届出に係る

法人でない者 （ 当該事業の廃止について相当の理由がある者を除 く 。） の管理者であった者で 、 当該届出の日から起算し て

５ 年を経過し ないものである と き 。  

九  申請者が 、 指定の申請前 ５ 年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著し く 不当な行為を し た者である と き 。  

十  申請者が 、 法人で 、 その役員等の う ちに第 ４ 号から前号までのいずれかに該当する者のある ものである と き 。  

十一  申請者が 、 法人でない者で 、 その管理者が第 ４ 号から第 ９ 号までのいずれかに該当する者である と き 。  

４  都道府県知事は 、 特定障害福祉サービスにつき第 １ 項の申請があった場合において 、 当該都道府県又は当該申請に係るサー

ビス事業所の所在地を含む区域 （ 第89条第 ２ 項第 １ 号の規定によ り都道府県が定める区域とする 。） における当該申請に係る

指定障害福祉サービスの量が 、 同条第 １ 項の規定によ り当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道

府県若し く は当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達し ているか 、 又は当該申請に係る事業者の指定によ っ

て これを超える こ と になる と認める と き 、 その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがある と認める と

きは 、 第29条第 １ 項の指定を し ないこ とができ る 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者の指定の変更 ）  

第37条  指定障害福祉サービス事業者 （ 特定障害福祉サービスに係る ものに限る 。） は 、 第29条第 １ 項の指定に係る障害福祉 

サービスの量を増加し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該指定障害福祉サービス事業

者に係る同項の指定の変更を申請する こ とができ る 。  

２  前条第 ３ 項及び第 ４ 項の規定は 、 前項の指定の変更の申請があった場合について準用する 。 この場合において 、 必要な技術

的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 指定障害者支援施設の指定 ）  

第38条  第29条第 １ 項の指定障害者支援施設の指定は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 障害者支援施設の設置者の申請に

よ り 、 施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて 、 行 う 。  
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２  都道府県知事は 、 前項の申請があった場合において 、 当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員

の総数が 、 第89条第 １ 項の規定によ り当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障

害者支援施設の必要入所定員総数に既に達し ているか 、 又は当該申請に係る施設の指定によ っ て これを超える こ と になる と認

める と き 、 その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがある と認める と きは 、 第29条第 １ 項の指定を し

ないこ とができ る 。  

３  第36条第 ３ 項 （ 第 ４ 号 、 第 ８ 号及び第11号を除 く 。） の規定は 、 第29条第 １ 項の指定障害者支援施設の指定について準用す

る 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 指定障害者支援施設の指定の変更 ）  

第39条  指定障害者支援施設の設置者は 、 第29条第 １ 項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更し よ う とする と き 、 又

は当該指定に係る入所定員を増加し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該指定障害者支

援施設に係る同項の指定の変更を申請する こ とができ る 。  

２  前条第 ２ 項及び第 ３ 項の規定は 、 前項の指定の変更の申請があった場合について準用する 。 この場合において 、 必要な技術

的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 指定相談支援事業者の指定 ）  

第40条  第36条 （ 第 ３ 項第 ４ 号 、 第 ８ 号及び第11号を除 く 。） の規定は 、 第32条第 １ 項の指定相談支援事業者の指定について準

用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 指定の更新 ）  

第41条  第29条第 １ 項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定並びに第32条第 １ 項の指定相談支援事業者

の指定は 、 ６ 年ご と にそれらの更新を受けなければ 、 その期間の経過によ っ て 、 それらの効力を失 う 。  

２  前項の更新の申請があった場合において 、 同項の期間 （ 以下この条において 「 指定の有効期間 」 と い う 。） の満了の日まで

にその申請に対する処分がされない と きは 、 従前の指定は 、 指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は 、 なおそ

の効力を有する 。  

３  前項の場合において 、 指定の更新がされた と きは 、 その指定の有効期間は 、 従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起

算する ものとする 。  

４  第36条 、 第38条及び前条の規定は 、 第 １ 項の指定の更新について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政

令で定める 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者の責務 ）  

第42条  指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者 （ 以下 「 指定事業者等 」 と い

う 。） は 、 障害者等がその有する能力及び適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 市町村 、 公

共職業安定所その他の職業リハビ リ テーシ ョ ンの措置を実施する機関 、 教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り つつ 、

障害福祉サービス又は相談支援を当該障害者等の意向 、 適性 、 障害の特性その他の事情に応じ 、 効果的に行 う よ う に努めなけ

ればな ら ない 。  

２  指定事業者等は 、 その提供する障害福祉サービス又は相談支援の質の評価を行 う こ と その他の措置を講ずる こ と によ り 、 障

害福祉サービス又は相談支援の質の向上に努めなければな ら ない 。  

３  指定事業者等は 、 障害者等の人格を尊重する と と もに 、 この法律又はこの法律に基づ く 命令を遵守し 、 障害者等のため忠実

にその職務を遂行し なければな ら ない 。  

（ 指定障害福祉サービスの事業の基準 ）  

第43条  指定障害福祉サービス事業者は 、 当該指定に係るサービス事業所ご と に 、 厚生労働省令で定める基準に従い 、 当該指定

障害福祉サービスに従事する従業者を有し なければな ら ない 。  

２  指定障害福祉サービス事業者は 、 厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い 、

指定障害福祉サービスを提供し なければな ら ない 。  

（ 指定障害者支援施設等の基準 ）  

第44条  指定障害者支援施設等の設置者は 、 厚生労働省令で定める基準に従い 、 施設障害福祉サービスに従事する従業者を有し

なければな ら ない 。  

２  指定障害者支援施設等の設置者は 、 厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い 、 施設

障害福祉サービスを提供し なければな ら ない 。  

（ 指定相談支援の事業の基準 ）  

第45条  指定相談支援事業者は 、 当該指定に係る相談支援事業を行 う 事業所 （ 以下この款において 「 相談支援事業所 」 と い

う 。） ご と に 、 厚生労働省令で定める基準に従い 、 当該指定相談支援に従事する従業者を有し なければな ら ない 。  

２  指定相談支援事業者は 、 厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従い 、 指定相談支援を提供し なけ

ればな ら ない 。  

（ 変更の届出等 ）  

第46条  指定障害福祉サービス事業者又は指定相談支援事業者は 、 当該指定に係るサービス事業所又は相談支援事業所の名称及

び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった と き 、 又は当該指定障害福祉サービス若し く は指定相談支援の事業

を廃止し 、 休止し 、 若し く は再開し た と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 10日以内に 、 その旨を都道府県知事に届

け出なければな ら ない 。  

２  指定障害者支援施設の設置者は 、 設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があった と きは 、 厚生労働省令で

定める と こ ろによ り 、 10日以内に 、 その旨を都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

（ 指定の辞退 ）  

第47条  指定障害者支援施設は 、 ３ 月以上の予告期間を設けて 、 その指定を辞退する こ とができ る 。  
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（ 報告等 ）  

第48条  都道府県知事又は市町村長は 、 必要がある と認める と きは 、 指定障害福祉サービス事業者若し く は指定障害福祉サービ

ス事業者であっ た者若し く は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者 （ 以下この項において 「 指定障害福祉サービ

ス事業者であっ た者等 」 と い う 。） に対し 、 報告若し く は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 指定障害福祉 

サービス事業者若し く は当該指定に係るサービス事業所の従業者若し く は指定障害福祉サービス事業者であっ た者等に対し出

頭を求め 、 又は当該職員に関係者に対し て質問させ 、 若し く は当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事

業所に立ち入り 、 その設備若し く は帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ る 。  

２  第 ９ 条第 ２ 項の規定は前項の規定による質問又は検査について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用す

る 。  

３  前 ２ 項の規定は 、 指定障害者支援施設等について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

４  第 １ 項及び第 ２ 項の規定は 、 指定相談支援事業者について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定

める 。  

（ 勧告 、 命令等 ）  

第49条  都道府県知事は 、 指定障害福祉サービス事業者が 、 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若し く は技能若し く

は人員について第43条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準に適合し ておらず 、 又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障

害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従っ て適正な指定障害福祉サービスの事業の運営を し ていない と認める

と きは 、 当該指定障害福祉サービス事業者に対し 、 期限を定めて 、 同条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を遵守し 、 又は同

条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき こ と を勧告する こ と

ができ る 。  

２  都道府県知事は 、 指定障害者支援施設等の設置者が 、 当該指定に係る施設及びのぞみの園の従業者の知識若し く は技能若し

く は人員について第44条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準に適合し ておらず 、 又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定

障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従っ て適正な施設障害福祉サービスの事業の運営を し ていない と認める と き

は 、 当該指定障害者支援施設等の設置者に対し 、 期限を定めて 、 同条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を遵守し 、 又は同条

第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準を遵守すべき こ と を勧告する こ とができ る 。  

３  都道府県知事は 、 指定相談支援事業者が 、 当該指定に係る相談支援事業所の従業者の知識若し く は技能若し く は人員につい

て第45条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準に適合し ておらず 、 又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業

の運営に関する基準に従っ て適正な指定相談支援の事業の運営を し ていない と認める と きは 、 当該指定相談支援事業者に対し 、

期限を定めて 、 同条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を遵守し 、 又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事

業の運営に関する基準を遵守すべき こ と を勧告する こ とができ る 。  

４  都道府県知事は 、 前 ３ 項の規定による勧告を し た場合において 、 その勧告を受けた指定事業者等が 、 前 ３ 項の期限内にこれ

に従わなかった と きは 、 その旨を公表する こ とができ る 。  

５  都道府県知事は 、 第 １ 項から第 ３ 項までの規定による勧告を受けた指定事業者等が 、 正当な理由がな く てその勧告に係る措

置を と ら なかった と きは 、 当該指定事業者等に対し 、 期限を定めて 、 その勧告に係る措置を と るべき こ と を命ずる こ とができ

る 。  

６  都道府県知事は 、 前項の規定による命令を し た と きは 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

７  市町村は 、 介護給付費 、 訓練等給付費 、 サービス利用計画作成費若し く は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉

サービス等又は指定相談支援を行った指定事業者等について 、 第43条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの

事業の設備及び運営に関する基準 、 第44条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準

又は第45条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従っ て適正な指定障害福祉サービスの事

業 、 施設障害福祉サービスの事業又は指定相談支援の事業の運営を し ていない と認める と きは 、 その旨を当該指定に係るサー

ビス事業所若し く は相談支援事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知し なければな ら ない 。  

（ 指定の取消し等 ）  

第50条  都道府県知事は 、 次の各号のいずれかに該当する場合においては 、 当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第 １

項の指定を取り消し 、 又は期間を定めてその指定の全部若し く は一部の効力を停止する こ とができ る 。  

一  指定障害福祉サービス事業者が 、 第36条第 ３ 項第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第10号又は第11号のいずれかに該当するに至った と き 。  

二  指定障害福祉サービス事業者が 、 第42条第 ３ 項の規定に違反し た と認められる と き 。  

三  指定障害福祉サービス事業者が 、 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若し く は技能又は人員について 、 第43条

第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を満たすこ とができな く な った と き 。  

四  指定障害福祉サービス事業者が 、 第43条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関

する基準に従っ て適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をする こ とができな く な った と き 。  

五  介護給付費若し く は訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があった と き 。  

六  指定障害福祉サービス事業者が 、 第48条第 １ 項の規定によ り報告又は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を命ぜら

れて これに従わず 、 又は虚偽の報告を し た と き 。  

七  指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が 、 第48条第 １ 項の規定によ り出頭を求められ

て これに応ぜず 、 同項の規定による質問に対し て答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し 、 又は同項の規定による検査を拒み 、

妨げ 、 若し く は忌避し た と き 。 ただ し 、 当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為を し た場合において 、 その行為

を防止するため 、 当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽 く し た と き を除 く 。  

八  指定障害福祉サービス事業者が 、 不正の手段によ り第29条第 １ 項の指定を受けた と き 。  

九  前各号に掲げる場合のほか 、 指定障害福祉サービス事業者が 、 この法律その他国民の保健医療若し く は福祉に関する法律

で政令で定める もの又はこれらの法律に基づ く 命令若し く は処分に違反し た と き 。  



11                                      

十  前各号に掲げる場合のほか 、 指定障害福祉サービス事業者が 、 障害福祉サービスに関し不正又は著し く 不当な行為を し た

と き 。  

十一  指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において 、 その役員等の う ちに指定の取消し又は指定の全部若し く は一

部の効力の停止を し よ う とする と き前 ５ 年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著し く 不当な行為を し た者がある と き 。  

十二  指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において 、 その管理者が指定の取消し又は指定の全部若し く は一部の効

力の停止を し よ う とする と き前 ５ 年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著し く 不当な行為を し た者である と き 。  

２  市町村は 、 自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について 、 前項各号のいずれか

に該当する と認める と きは 、 その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知し なければな ら ない 。  

３  前 ２ 項 （ 第 １ 項第12号を除 く 。） の規定は 、 指定障害者支援施設について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替

えは 、 政令で定める 。  

４  第 １ 項 （ 第12号を除 く 。） 及び第 ２ 項の規定は 、 指定相談支援事業者について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的

読替えは 、 政令で定める 。  

（ 公示 ）  

第51条  都道府県知事は 、 次に掲げる場合には 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

一  第29条第 １ 項の指定障害福祉サービス事業者若し く は指定障害者支援施設の指定又は第32条第 １ 項の指定相談支援事業者

の指定を し た と き 。  

二  第46条第 １ 項の規定による届出 （ 同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する事業の休止及び再開に係

る ものを除 く 。） があった と き 。  

三  第47条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があった と き 。  

四  前条第 １ 項 （ 同条第 ３ 項及び第 ４ 項において準用する場合を含む 。） の規定によ り指定障害福祉サービス事業者 、 指定障

害者支援施設又は指定相談支援事業者の指定を取り消し た と き 。  

 

第 ３ 節  自立支援医療費 、 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給 

（ 自立支援医療費の支給認定 ）  

第52条  自立支援医療費の支給を受けよ う とする障害者又は障害児の保護者は 、 市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定

（ 以下 「 支給認定 」 と い う 。） を受けなければな ら ない 。  

２  第19条第 ２ 項の規定は市町村等が行 う 支給認定について 、 同条第 ３ 項及び第 ４ 項の規定は市町村が行 う 支給認定について準

用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 申請 ）  

第53条  支給認定を受けよ う とする障害者又は障害児の保護者は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村等に申請を し な

ければな ら ない 。  

２  前項の申請は 、 都道府県が支給認定を行 う 場合には 、 政令で定める と こ ろによ り 、 当該障害者又は障害児の保護者の居住地

の市町村 （ 障害者又は障害児の保護者が居住地を有し ないか 、 又はその居住地が明らかでない と きは 、 その障害者又は障害児

の保護者の現在地の市町村 ） を経由し て行 う こ とができ る 。  

（ 支給認定等 ）  

第54条  市町村等は 、 前条第 １ 項の申請に係る障害者等が 、 その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があ り 、

かつ 、 当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況 、 治療状況その他の事情を勘案し て政令で定める基準に該

当する場合には 、 厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ご と に支給認定を行 う ものとする 。 ただ し 、 当該障害者等が 、 自

立支援医療の う ち厚生労働省令で定める種類の医療を 、 戦傷病者特別援護法 （ 昭和38年法律第 168 号 ） 又は心神喪失等の状態

で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 （ 平成15年法律第 110 号 ） の規定によ り受ける こ とができ る と き

は 、 この限り でない 。  

２  市町村等は 、 支給認定を し た と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 都道府県知事が指定する医療機関 （ 以下 「 指定

自立支援医療機関 」 と い う 。） の中から 、 当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受ける ものを定める ものとする 。  

３  市町村等は 、 支給認定を し た と きは 、 支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者 （ 以下 「 支給認定障害者等 」 と い う 。）

に対し 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 次条に規定する支給認定の有効期間 、 前項の規定によ り定められた指定自立支

援医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載し た自立支援医療受給者証 （ 以下 「 医療受給者証 」 と い う 。） を

交付し なければな ら ない 。  

（ 支給認定の有効期間 ）  

第55条  支給認定は 、 厚生労働省令で定める期間 （ 以下 「 支給認定の有効期間 」 と い う 。） 内に限り 、 その効力を有する 。  

（ 支給認定の変更 ）  

第56条  支給認定障害者等は 、 現に受けている支給認定に係る第54条第 ２ 項の規定によ り定められた指定自立支援医療機関その

他の厚生労働省令で定める事項について変更の必要がある と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村等に対し 、 支

給認定の変更の申請をする こ とができ る 。  

２  市町村等は 、 前項の申請又は職権によ り 、 支給認定障害者等につき 、 同項の厚生労働省令で定める事項について変更の必要

がある と認める と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 支給認定の変更の認定を行 う こ とができ る 。 この場合において 、

市町村等は 、 当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求める ものと する 。  

３  第19条第 ２ 項の規定は市町村等が行 う 前項の支給認定の変更の認定について 、 同条第 ３ 項及び第 ４ 項の規定は市町村が行 う

前項の支給認定の変更の認定について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

４  市町村等は 、 第 ２ 項の支給認定の変更の認定を行った場合には 、 医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し 、 これを返還

する ものとする 。  
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（ 支給認定の取消し ）  

第57条  支給認定を行った市町村等は 、 次に掲げる場合には 、 当該支給認定を取り消すこ とができ る 。  

一  支給認定に係る障害者等が 、 その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がな く な った と認める と き 。  

二  支給認定障害者等が 、 支給認定の有効期間内に 、 当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至った と認め

る と き （ 支給認定に係る障害者が特定施設に入所する こ と によ り当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至っ

た と認める と き を除 く 。）。 

三  支給認定に係る障害者等が 、 正当な理由な し に第 ９ 条第 １ 項の規定による命令に応じ ない と き 。  

四  その他政令で定める と き 。  

２  前項の規定によ り支給認定の取消し を行った市町村等は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該取消し に係る支給認定

障害者等に対し医療受給者証の返還を求める ものとする 。  

（ 自立支援医療費の支給 ）  

第58条  市町村等は 、 支給認定に係る障害者等が 、 支給認定の有効期間内において 、 第54条第 ２ 項の規定によ り定められた指定

自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療 （ 以下 「 指定自立支援医療 」 と い う 。） を受けた と きは 、 厚生労働省令で

定める と こ ろによ り 、 当該支給認定障害者等に対し 、 当該指定自立支援医療に要し た費用について 、 自立支援医療費を支給す

る 。  

２  指定自立支援医療を受けよ う とする支給認定障害者等は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 指定自立支援医療機関に医

療受給者証を提示し て当該指定自立支援医療を受ける ものとする 。 ただ し 、 緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に

ついては 、 この限り でない 。  

３  自立支援医療費の額は 、 第 １ 号に掲げる額 （ 当該指定自立支援医療に食事療養 （ 健康保険法第63条第 ２ 項第 １ 号に規定する

食事療養をい う 。 以下この項において同じ 。） が含まれる と きは 、 当該額及び第 ２ 号に掲げる額の合算額 、 当該指定自立支援

医療に生活療養 （ 同条第 ２ 項第 ２ 号に規定する生活療養をい う 。 以下この項において同じ 。） が含まれる と きは 、 当該額及び

第 ３ 号に掲げる額の合算額 ） とする 。  

一  当該指定自立支援医療 （ 食事療養及び生活療養を除 く 。 以下この号において同じ 。） につき健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法の例によ り算定し た額の 100 分の90に相当する額 。 ただ し 、 当該支給認定障害者等が同一の月における指定

自  立支援医療に要し た費用の額の合計額の 100 分の10に相当する額が 、 当該支給認定障害者等の家計に与える影響 、 障害

の状態その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と きは 、 当該指定自立支援医療につき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例によ り算定し た額の範囲内において政令で定める と こ ろによ り算定し た額 

二  当該指定自立支援医療 （ 食事療養に限る 。） につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額か

ら 、 健康保険法第85条第 ２ 項に規定する食事療養標準負担額 、 支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案し て厚生

労働大臣が定める額を控除し た額 

三  当該指定自立支援医療 （ 生活療養に限る 。） につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額か

ら 、 健康保険法第85条の ２ 第 ２ 項に規定する生活療養標準負担額 、 支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案し て

厚生労働大臣が定める額を控除し た額 

４  前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によ る こ とができない と き 、 及びこれによる こ と を適当と し ない と き

の自立支援医療に要する費用の額の算定方法は 、 厚生労働大臣の定める と こ ろによる 。  

５  支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けた と きは 、 市町村等は 、 当該支給認定障害者

等が当該指定自立支援医療機関に支払 う べき当該指定自立支援医療に要し た費用について 、 自立支援医療費と し て当該支給認

定障害者等に支給すべき額の限度において 、 当該支給認定障害者等に代わり 、 当該指定自立支援医療機関に支払 う こ とができ

る 。  

６  前項の規定による支払があった と きは 、 支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があった ものとみなす 。  

（ 指定自立支援医療機関の指定 ）  

第59条  第54条第 ２ 項の指定は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 病院若し く は診療所 （ これらに準ずる ものと し て政令で

定める ものを含む 。 以下同じ 。） 又は薬局の開設者の申請によ り 、 同条第 １ 項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ご

と に行 う 。  

２  都道府県知事は 、 前項の申請があった場合において 、 次の各号のいずれかに該当する と きは 、 指定自立支援医療機関の指定

を し ないこ とができ る 。  

一  当該申請に係る病院若し く は診療所又は薬局が 、 健康保険法第63条第 ３ 項第 １ 号に規定する保険医療機関若し く は保険薬

局又は厚生労働省令で定める事業所若し く は施設でない と き 。  

二  当該申請に係る病院若し く は診療所若し く は薬局又は申請者が 、 自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切

さ を欠 く おそれがある と し て重ねて第63条の規定による指導又は第67条第 １ 項の規定による勧告を受けた ものである と き 。  

三  申請者が 、 第67条第 ３ 項の規定による命令に従わないものである と き 。  

四  前 ３ 号のほか 、 当該申請に係る病院若し く は診療所又は薬局が 、 指定自立支援医療機関と し て著し く 不適当と認める もの

である と き 。  

３  第36条第 ３ 項 （ 第 １ 号から第 ３ 号までを除 く 。） の規定は 、 指定自立支援医療機関の指定について準用する 。 この場合にお

いて 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 指定の更新 ）  

第60条  第54条第 ２ 項の指定は 、 ６ 年ご と にその更新を受けなければ 、 その期間の経過によ っ て 、 その効力を失 う 。  

２  健康保険法第68条第 ２ 項の規定は 、 前項の指定の更新について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令

で定める 。  
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（ 指定自立支援医療機関の責務 ）  

第61条  指定自立支援医療機関は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 良質かつ適切な自立支援医療を行わなければな ら ない 。  

（ 診療方針 ）  

第62条  指定自立支援医療機関の診療方針は 、 健康保険の診療方針の例による 。  

２  前項に規定する診療方針による こ とができない と き 、 及びこれによる こ と を適当と し ない と きの診療方針は 、 厚生労働大臣

が定める と こ ろによる 。  

（ 都道府県知事の指導 ）  

第63条  指定自立支援医療機関は 、 自立支援医療の実施に関し 、 都道府県知事の指導を受けなければな ら ない 。  

（ 変更の届出 ）  

第64条  指定自立支援医療機関は 、 当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があっ た

と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 その旨を都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

（ 指定の辞退 ）  

第65条  指定自立支援医療機関は 、 １ 月以上の予告期間を設けて 、 その指定を辞退する こ とができ る 。  

（ 報告等 ）  

第66条  都道府県知事は 、 自立支援医療の実施に関し て必要がある と認める と きは 、 指定自立支援医療機関若し く は指定自立支

援医療機関の開設者若し く は管理者 、 医師 、 薬剤師その他の従業者であった者 （ 以下この項において 「 開設者であった者等 」

と い う 。） に対し報告若し く は診療録 、 帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 指定自立支援医療機関の開設者若

し く は管理者 、 医師 、 薬剤師その他の従業者 （ 開設者であった者等を含む 。） に対し出頭を求め 、 又は当該職員に関係者に対

し て質問させ 、 若し く は指定自立支援医療機関について設備若し く は診療録 、 帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ

る 。  

２  第 ９ 条第 ２ 項の規定は前項の規定による質問又は検査について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用す

る 。  

３  指定自立支援医療機関が 、 正当な理由がな く 、 第 １ 項の規定による報告若し く は提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の

報告を し 、 又は同項の規定によ る検査を拒み 、 妨げ 、 若し く は忌避し た と きは 、 都道府県知事は 、 当該指定自立支援医療機関

に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止める こ と を指示し 、 又は差し止める こ とができ る 。  

（ 勧告 、 命令等 ）  

第67条  都道府県知事は 、 指定自立支援医療機関が 、 第61条又は第62条の規定に従っ て良質かつ適切な自立支援医療を行っ てい

ない と認める と きは 、 当該指定自立支援医療機関の開設者に対し 、 期限を定めて 、 第61条又は第62条の規定を遵守すべき こ と

を勧告する こ とができ る 。  

２  都道府県知事は 、 前項の規定による勧告を し た場合において 、 その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が 、 同項の

期限内にこれに従わなかった と きは 、 その旨を公表する こ とができ る 。  

３  都道府県知事は 、 第 １ 項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が 、 正当な理由がな く てその勧告に係る

措置を と ら なかった と きは 、 当該指定自立支援医療機関の開設者に対し 、 期限を定めて 、 その勧告に係る措置を と るべき こ と

を命ずる こ とができ る 。  

４  都道府県知事は 、 前項の規定による命令を し た と きは 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

５  市町村は 、 指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について 、 第61条又は第62条の規定に従っ て良質かつ

適切な自立支援医療を行っ ていない と認める と きは 、 その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知し なけ

ればな ら ない 。  

（ 指定の取消し等 ）  

第68条  都道府県知事は 、 次の各号のいずれかに該当する場合においては 、 当該指定自立支援医療機関に係る第54条第 ２ 項の指

定を取り消し 、 又は期間を定めてその指定の全部若し く は一部の効力を停止する こ とができ る 。  

一  指定自立支援医療機関が 、 第59条第 ２ 項各号のいずれかに該当するに至っ た と き 。  

二  指定自立支援医療機関が 、 第59条第 ３ 項の規定によ り準用する第36条第 ３ 項第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第10号又は第11号のいずれ

かに該当するに至った と き 。  

三  指定自立支援医療機関が 、 第61条又は第62条の規定に違反し た と き 。  

四  自立支援医療費の請求に関し不正があった と き 。  

五  指定自立支援医療機関が 、 第66条第 １ 項の規定によ り報告若し く は診療録 、 帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を

命ぜられて これに従わず 、 又は虚偽の報告を し た と き 。  

六  指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が 、 第66条第 １ 項の規定によ り出頭を求められて これに応ぜず 、 同項の規定に

よる質問に対し て答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し 、 又は同項の規定による検査を拒み 、 妨げ 、 若し く は忌避し た と き 。

ただ し 、 当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為を し た場合において 、 その行為を防止するため 、 当該指定自立支援

医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽 く し た と き を除 く 。  

２  第50条第 １ 項第 ８ 号から第12号まで及び第 ２ 項の規定は 、 前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止につ

いて準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

（ 公示 ）  

第69条  都道府県知事は 、 次に掲げる場合には 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

一  第54条第 ２ 項の指定自立支援医療機関の指定を し た と き 。  

二  第64条の規定による届出 （ 同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係る ものを除 く 。） があった と き 。  

三  第65条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があった と き 。  

四  前条の規定によ り指定自立支援医療機関の指定を取り消し た と き 。  
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（ 療養介護医療費の支給 ）  

第70条  市町村は 、 介護給付費 （ 療養介護に係る ものに限る 。） に係る支給決定を受けた障害者が 、 支給決定の有効期間内にお

いて 、 指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けた と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、

当該支給決定に係る障害者に対し 、 当該療養介護医療に要し た費用について 、 療養介護医療費を支給する 。  

２  第58条第 ３ 項から第 ６ 項までの規定は 、 療養介護医療費について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政

令で定める 。  

（ 基準該当療養介護医療費の支給 ）  

第71条  市町村は 、 特例介護給付費 （ 療養介護に係る ものに限る 。） に係る支給決定を受けた障害者が 、 基準該当事業所又は基

準該当施設から当該療養介護医療 （ 以下 「 基準該当療養介護医療 」 と い う 。） を受けた と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろ

によ り 、 当該支給決定に係る障害者に対し 、 当該基準該当療養介護医療に要し た費用について 、 基準該当療養介護医療費を支

給する 。  

２  第58条第 ３ 項及び第 ４ 項の規定は 、 基準該当療養介護医療費について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、

政令で定める 。  

（ 準用 ）  

第72条  第61条及び第62条の規定は 、 療養介護医療を行 う 指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行 う 基準

該当事業所若し く は基準該当施設について準用する 。  

（ 自立支援医療費等の審査及び支払 ）  

第73条  都道府県知事は 、 指定自立支援医療機関 、 療養介護医療を行 う 指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医

療を行 う 基準該当事業所若し く は基準該当施設 （ 以下この条において 「 公費負担医療機関 」 と い う 。） の診療内容並びに自立

支援医療費 、 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費 （ 以下この条及び第75条において 「 自立支援医療費等 」 と い う 。）

の請求を随時審査し 、 かつ 、 公費負担医療機関が第58条第 ５ 項 （ 第70条第 ２ 項において準用する場合を含む 。） の規定によ っ

て請求する こ とができ る自立支援医療費等の額を決定する こ とができ る 。  

２  公費負担医療機関は 、 都道府県知事が行 う 前項の決定に従わなければな ら ない 。  

３  都道府県知事は 、 第 １ 項の規定によ り公費負担医療機関が請求する こ とができ る自立支援医療費等の額を決定するに当た っ

ては 、 社会保険診療報酬支払基金法 （ 昭和23年法律第 129 号 ） に定める審査委員会 、 国民健康保険法に定める国民健康保険診

療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければな ら ない 。  

４  市町村等は 、 公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金 、 連合会その他

厚生労働省令で定める者に委託する こ とができ る 。  

５  前各項に定める もののほか 、 自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

６  第 １ 項の規定による自立支援医療費等の額の決定については 、 行政不服審査法 （ 昭和37年法律第 160 号 ） による不服申立て

をする こ とができない 。  

（ 都道府県によ る援助等 ）  

第74条  市町村は 、 支給認定又は自立支援医療費を支給し ない旨の認定を行 う に当た っ て必要がある と認める と きは 、 厚生労働

省令で定める と こ ろによ り 、 身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴 く こ とができ る 。  

２  都道府県は 、 市町村の求めに応じ 、 市町村が行 う この節の規定による業務に関し 、 その設置する身体障害者更生相談所その

他厚生労働省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行 う ものとする 。  

（ 政令への委任 ）  

第75条  この節に定める もののほか 、 支給認定 、 医療受給者証 、 支給認定の変更の認定及び支給認定の取消し その他自立支援医

療費等に関し必要な事項は 、 政令で定める 。  
 

第 ４ 節  補装具費の支給  

第76条  市町村は 、 障害者又は障害児の保護者から申請があっ た場合において 、 当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて 、

当該障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者である と認める と きは 、 当該障害者又は障害児の保護者 （ 以下この条に

おいて 「 補装具費支給対象障害者等 」 と い う 。） に対し 、 当該補装具の購入又は修理に要し た費用について 、 補装具費を支給

する 。 ただ し 、 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の う ち政令で定める者の所得が政令で定める基準以

上である と きは 、 この限り でない 。  

２  補装具費の額は 、 補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案し て厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た費用の

額 （ その額が現に当該補装具の購入又は修理に要し た費用の額を超える と きは 、 当該現に補装具の購入又は修理に要し た費用

の額とする 。 以下この項において 「 基準額 」 と い う 。） の 100 分の90に相当する額とする 。 ただ し 、 当該基準額の 100 分の10

に相当する額が 、 当該補装具費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と き

は 、 当該基準額から当該政令で定める額を控除し て得た額とする 。  

３  市町村は 、 補装具費の支給に当た っ て必要がある と認める と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 身体障害者更生相

談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴 く こ とができ る 。  

４  第19条第 ２ 項から第 ４ 項までの規定は 、 補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する 。 この場合において 、 必要な

技術的読替えは 、 政令で定める 。  

５  厚生労働大臣は 、 第 ２ 項の規定によ り厚生労働大臣の定める基準を適正な ものとするため 、 必要な調査を行 う こ とができ る 。  

６  前各項に定める もののほか 、 補装具費の支給に関し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  
 

第 ３ 章  地域生活支援事業 

（ 市町村の地域生活支援事業 ）  
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第77条  市町村は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 地域生活支援事業と し て 、 次に掲げる事業を行 う ものとする 。  

一  障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用し つつ 、 その有する能力及び適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社

会生活を営むこ とができ るよ う 、 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき 、 障害者等 、 障害児の保護者又は障害者

等の介護を行 う 者からの相談に応じ 、 必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する と と もに 、

障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要

な援助を行 う 事業 

二  聴覚 、 言語機能 、 音声機能その他の障害のため意思疎通を図る こ と に支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支

障がある障害者等につき 、 手話通訳等 （ 手話その他厚生労働省令で定める方法によ り当該障害者等と その他の者の意思疎通

を仲介する こ と をい う 。） を行 う 者の派遣 、 日常生活上の便宜を図るための用具であっ て厚生労働大臣が定める ものの給付

又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 

三  移動支援事業 

四  障害者等につき 、 地域活動支援セン ターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ 、 創作的活動又は生産活動の機会の

提供 、 社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 

２  都道府県は 、 市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案し て 、 関係市町村の意見を聴い

て 、 当該市町村に代わっ て前項各号に掲げる事業の一部を行 う こ とができ る 。  

３  市町村は 、 第 １ 項各号に掲げる事業のほか 、 現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設にお

いて当該施設の居室その他の設備を利用させ 、 日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等がその有する能力及び

適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行 う こ とができ る 。  

（ 都道府県の地域生活支援事業 ）  

第78条  都道府県は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 地域生活支援事業と し て 、 前条第 １ 項第 １ 号に掲げる事業の う ち 、

特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業と し て厚生労働省令で定める事業を行 う ものとする 。  

２  都道府県は 、 前項に定める もののほか 、 障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若し く は相談

支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行 う 者を育成する事業その他障害者等がその有する能力及び適性に応じ 、

自立し た日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行 う こ とができ る 。  

 

第 ４ 章  事業及び施設 

（ 事業の開始等 ）  

第79条  都道府県は 、 次に掲げる事業を行 う こ とができ る 。  

一  障害福祉サービス事業 

二  相談支援事業 

三  移動支援事業 

四  地域活動支援セン ターを経営する事業 

五   福祉ホームを経営する事業 

２  国及び都道府県以外の者は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 あらかじめ 、 厚生労働省令で定める事項を都道府県知事

に届け出て 、 前項各号に掲げる事業を行 う こ とができ る 。  

３  前項の規定による届出を し た者は 、 厚生労働省令で定める事項に変更が生じ た と きは 、 変更の日から １ 月以内に 、 その旨を

都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

４  国及び都道府県以外の者は 、 第 １ 項各号に掲げる事業を廃止し 、 又は休止し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 厚生労働省令

で定める事項を都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

（ 障害福祉サービス事業 、 地域活動支援セン ター及び福祉ホームの基準 ）  

第80条  厚生労働大臣は 、 障害福祉サービス事業 （ 施設を必要とする ものに限る 。 以下この条及び第82条第 ２ 項において同

じ 。）、地域活動支援セン ター及び福祉ホームの設備及び運営について 、 基準を定めなければな ら ない 。  

２  前項の障害福祉サービス事業を行 う 者並びに地域活動支援セン ター及び福祉ホームの設置者は 、 同項の基準を遵守し なけれ

ばな ら ない 。  

（ 報告の徴収等 ）  

第81条  都道府県知事は 、 障害者等の福祉のために必要がある と認める と きは 、 障害福祉サービス事業 、 相談支援事業若し く は

移動支援事業を行 う 者若し く は地域活動支援セン ター若し く は福祉ホームの設置者に対し て 、 報告若し く は帳簿書類その他の

物件の提出若し く は提示を求め 、 又は当該職員に関係者に対し て質問させ 、 若し く はその事業所若し く は施設に立ち入り 、 そ

の設備若し く は帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ る 。  

２  第 ９ 条第 ２ 項の規定は前項の規定による質問又は検査について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用す

る 。  

（ 事業の停止等 ）  

第82条  都道府県知事は 、 障害福祉サービス事業 、 相談支援事業又は移動支援事業を行 う 者が 、 この章の規定若し く は当該規定

に基づ く 命令若し く はこれらに基づいてする処分に違反し た と き 、 その事業に関し不当に営利を図り 、 若し く はその事業に係

る者の処遇につき不当な行為を し た と き 、 又は身体障害者福祉法第18条の ２ 、 知的障害者福祉法第21条若し く は児童福祉法第

21条の ７ の規定に違反し た と きは 、 その事業を行 う 者に対し て 、 その事業の制限又は停止を命ずる こ とができ る 。  

２  都道府県知事は 、 障害福祉サービス事業を行 う 者又は地域活動支援セン ター若し く は福祉ホームの設置者が 、 この章の規定

若し く は当該規定に基づ く 命令若し く はこれらに基づいてする処分に違反し た と き 、 当該障害福祉サービス事業 、 地域活動支

援セン ター若し く は福祉ホームが第80条第 １ 項の基準に適合し な く な った と き 、 又は身体障害者福祉法第18条の ２ 、 知的障害
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者福祉法第21条若し く は児童福祉法第21条の ７ の規定に違反し た と きは 、 その事業を行 う 者又はその設置者に対し て 、 その施

設の設備若し く は運営の改善又はその事業の停止若し く は廃止を命ずる こ とができ る 。  

（ 施設の設置等 ）  

第83条  国は 、 障害者支援施設を設置し なければな ら ない 。  

２  都道府県は 、 障害者支援施設を設置する こ とができ る 。  

３  市町村は 、 あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て 、 障害者支援施設を設置する こ とができ る 。  

４  国 、 都道府県及び市町村以外の者は 、 社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） の定める と こ ろによ り 、 障害者支援施設を設置す

る こ とができ る 。  

５  前各項に定める もののほか 、 障害者支援施設の設置 、 廃止又は休止に関し必要な事項は 、 政令で定める 。  

（ 施設の基準 ）  

第84条  厚生労働大臣は 、 障害者支援施設の設備及び運営について 、 基準を定めなければな ら ない 。  

２  国 、 都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については 、 前項の基準を社会福祉法第65条第 １ 項の最低基準

とみな し て 、 同法第62条第 ４ 項 、 第65条第 ２ 項及び第71条の規定を適用する 。  

（ 報告の徴収等 ）  

第85条  都道府県知事は 、 市町村が設置し た障害者支援施設の運営を適切にさせるため 、 必要がある と認める と きは 、 当該施設

の長に対し て 、 必要と認める事項の報告若し く は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を求め 、 又は当該職員に関係者に

対し て質問させ 、 若し く はその施設に立ち入り 、 設備若し く は帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ る 。  

２  第 ９ 条第 ２ 項の規定は前項の規定による質問又は検査について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用す

る 。  

（ 事業の停止等 ）  

第86条  都道府県知事は 、 市町村が設置し た障害者支援施設について 、 その設備又は運営が第84条第 １ 項の基準に適合し な く な

った と認め 、 又は法令の規定に違反する と認める と きは 、 その事業の停止又は廃止を命ずる こ とができ る 。  

２  都道府県知事は 、 前項の規定による処分をするには 、 文書を も っ て 、 その理由を示さ なければな ら ない 。  

 

第 ５ 章  障害福祉計画 

（ 基本指針 ）  

第87条  厚生労働大臣は 、 障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し 、

自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針 （ 以下 「 基本指針 」 と い う 。） を定める もの

とする 。  

２  基本指針においては 、 次に掲げる事項を定める ものとする 。  

一  障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 

二  次条第 １ 項に規定する市町村障害福祉計画及び第89条第 １ 項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項 

三  その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 

３  厚生労働大臣は 、 基本指針を定め 、 又はこれを変更し た と きは 、 遅滞な く 、 これを公表し なければな ら ない 。  

（ 市町村障害福祉計画 ）  

第88条  市町村は 、 基本指針に即し て 、 障害福祉サービス 、 相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画 （ 以

下 「 市町村障害福祉計画 」 と い う 。） を定める ものとする 。  

２  市町村障害福祉計画においては 、 次に掲げる事項を定める ものとする 。  

一  各年度における指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ご との必要な量の見込み 

二  前号の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ご との必要な見込量の確保のための方策 

三  地域生活支援事業の種類ご との実施に関する事項 

四  その他障害福祉サービス 、 相談支援及び市町村の地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項 

３  市町村障害福祉計画は 、 当該市町村の区域における障害者等の数 、 その障害の状況その他の事情を勘案し て作成されなけれ

ばな ら ない 。  

４  市町村障害福祉計画は 、 障害者基本法第 ９ 条第 ３ 項に規定する市町村障害者計画 、 社会福祉法第 107 条に規定する市町村地

域福祉計画その他の法律の規定による計画であっ て障害者等の福祉に関する事項を定める ものと調和が保たれた ものでなけれ

ばな ら ない 。  

５  市町村は 、 市町村障害福祉計画を定め 、 又は変更し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 住民の意見を反映させるために必要な

措置を講ずる ものとする 。  

６  障害者基本法第26条第 ４ 項の地方障害者施策推進協議会を設置する市町村は 、 市町村障害福祉計画を定め 、 又は変更し よ う

とする と きは 、 あらかじめ 、 当該地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければな ら ない 。  

７  市町村は 、 市町村障害福祉計画を定め 、 又は変更し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 都道府県の意見を聴かなければな ら な

い 。  

８  市町村は 、 市町村障害福祉計画を定め 、 又は変更し た と きは 、 遅滞な く 、 これを都道府県知事に提出し なければな ら ない 。  

（ 都道府県障害福祉計画 ）  

第89条  都道府県は 、 基本指針に即し て 、 市町村障害福祉計画の達成に資するため 、 各市町村を通ずる広域的な見地から 、 障害

福祉サービス 、 相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画 （ 以下 「 都道府県障害福祉計画 」 と い う 。） を

定める ものとする 。  

２  都道府県障害福祉計画においては 、 次に掲げる事項を定める ものとする 。  
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一  当該都道府県が定める区域ご と に当該区域における各年度の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ご との必要な

量の見込み 

二  前号の区域ご との指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類ご との必要な見込量の確保のための方策 

三  第 １ 号の区域ご との指定障害福祉サービス又は指定相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関

する事項 

四  各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

五  指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項 

六  地域生活支援事業の種類ご との実施に関する事項 

七  その他障害福祉サービス 、 相談支援及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項 

３  都道府県障害福祉計画は 、 障害者基本法第 ９ 条第 ２ 項に規定する都道府県障害者計画 、 社会福祉法第 108 条に規定する都道

府県地域福祉支援計画その他の法律の規定によ る計画であっ て障害者等の福祉に関する事項を定める ものと調和が保たれた も

のでなければな ら ない 。  

４  都道府県障害福祉計画は 、 医療法 （ 昭和23年法律第 205 号 ） 第30条の ４ 第 １ 項に規定する医療計画と相ま っ て 、 精神科病院

（ 精神科病院以外の病院で精神病室が設けられている ものを含む 。） に入院し ている精神障害者の退院の促進に資する もので

なければな ら ない 。  

５  都道府県は 、 都道府県障害福祉計画を定め 、 又は変更し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 障害者基本法第26条第 １ 項の地方

障害者施策推進協議会の意見を聴かなければな ら ない 。  

６  都道府県は 、 都道府県障害福祉計画を定め 、 又は変更し た と きは 、 遅滞な く 、 これを厚生労働大臣に提出し なければな ら な

い 。  

（ 都道府県知事の助言等 ）  

第90条  都道府県知事は 、 市町村に対し 、 市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をする こ とができ る 。  

２  厚生労働大臣は 、 都道府県に対し 、 都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上重要な技術的

事項について必要な助言をする こ とができ る 。  

（ 国の援助 ）  

第91条  国は 、 市町村又は都道府県が 、 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施し よ う とする と

きは 、 当該事業が円滑に実施されるよ う に必要な助言その他の援助の実施に努める ものとする 。  

 

第 ６ 章  費  用 

（ 市町村の支弁 ）  

第92条  次に掲げる費用は 、 市町村の支弁とする 。  

一  介護給付費等 、 サービス利用計画作成費 、 高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付

費 （ 以下 「 障害福祉サービス費等 」 と い う 。） の支給に要する費用 

二  自立支援医療費 （ 第 ８ 条第 １ 項の政令で定める医療に係る ものを除 く 。）、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の

支給に要する費用 

三  補装具費の支給に要する費用 

四  市町村が行 う 地域生活支援事業に要する費用 

（ 都道府県の支弁 ）  

第93条  次に掲げる費用は 、 都道府県の支弁とする 。  

一  自立支援医療費 （ 第 ８ 条第 １ 項の政令で定める医療に係る ものに限る 。） の支給に要する費用 

二  都道府県が行 う 地域生活支援事業に要する費用 

（ 都道府県の負担及び補助 ）  

第94条  都道府県は 、 政令で定める と こ ろによ り 、 第92条の規定によ り市町村が支弁する費用について 、 次に掲げる ものを負担

する 。  

一  第92条第 １ 号に掲げる費用の う ち 、 国及び都道府県が負担すべき ものと し て当該市町村における障害福祉サービス費等の

支給に係る障害者等の障害程度区分ご との人数その他の事情を勘案し て政令で定める と こ ろによ り算定し た額 （ 以下 「 障害

福祉サービス費等負担対象額 」 と い う 。） の 100 分の25 

二  第92条第 ２ 号及び第 ３ 号に掲げる費用の う ち 、 その 100 分の25 

２  都道府県は 、 当該都道府県の予算の範囲内において 、 政令で定める と こ ろによ り 、 第92条の規定によ り市町村が支弁する費

用の う ち 、 同条第 ４ 号に掲げる費用の 100 分の25以内を補助する こ とができ る 。  

（ 国の負担及び補助 ）  

第95条  国は 、 政令で定める と こ ろによ り 、 次に掲げる ものを負担する 。  

一  第92条の規定によ り市町村が支弁する費用の う ち 、 障害福祉サービス費等負担対象額の 100 分の50 

二  第92条の規定によ り市町村が支弁する費用の う ち 、 同条第 ２ 号及び第 ３ 号に掲げる費用の 100 分の50 

三  第93条の規定によ り都道府県が支弁する費用の う ち 、 同条第 １ 号に掲げる費用の 100 分の50 

２  国は 、 予算の範囲内において 、 政令で定める と こ ろによ り 、 次に掲げる ものを補助する こ とができ る 。  

一  第19条から第22条まで 、 第24条及び第25条の規定によ り市町村が行 う 支給決定に係る事務の処理に要する費用 （ 地方自治

法第 252 条の14第 １ 項の規定によ り市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託し ている場合にあっ ては 、 当該委託に係

る費用を含む 。） の 100 分の50以内 

二  第92条及び第93条の規定によ り市町村及び都道府県が支弁する費用の う ち 、 第92条第 ４ 号及び第93条第 ２ 号に掲げる費用

の 100 分の50以内 
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（ 準用規定 ）  

第96条  社会福祉法第58条第 ２ 項から第 ４ 項までの規定は 、 国有財産特別措置法 （ 昭和27年法律第 219 号 ） 第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号

の規定又は同法第 ３ 条第 １ 項第 ４ 号及び第 ２ 項の規定によ り普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する 。  

第 ７ 章  審査請求 

（ 審査請求 ）  

第97条  市町村の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は 、 都道府県知事に対し て審査請求をする こ

とができ る 。  

２  前項の審査請求は 、 時効の中断に関し ては 、 裁判上の請求とみなす 。  

（ 不服審査会 ）  

第98条  都道府県知事は 、 条例で定める と こ ろによ り 、 前条第 １ 項の審査請求の事件を取り扱わせるため 、 障害者介護給付費等

不服審査会 （ 以下 「 不服審査会 」 と い う 。） を置 く こ とができ る 。  

２  不服審査会の委員の定数は 、 政令で定める基準に従い 、 条例で定める員数とする 。  

３  委員は 、 人格が高潔であっ て 、 介護給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をする こ とができ 、 かつ 、 障害

者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者の う ちから 、 都道府県知事が任命する 。  

（ 委員の任期 ）  

第99条  委員の任期は 、 ３ 年と する 。 ただ し 、 補欠の委員の任期は 、 前任者の残任期間とする 。  

２  委員は 、 再任される こ とができ る 。  

（ 会長 ）  

第 100 条  不服審査会に 、 委員の う ちから委員が選挙する会長 １ 人を置 く 。  

２  会長に事故がある と きは 、 前項の規定に準じ て選挙された者が 、 その職務を代行する 。  

（ 審査請求の期間及び方式 ）  

第 101 条  審査請求は 、 処分があった こ と を知った日の翌日から起算し て60日以内に 、 文書又は口頭で し なければな ら ない 。 た

だ し 、 正当な理由によ り 、 この期間内に審査請求をする こ とができなかった こ と を疎明し た と きは 、 この限り でない 。  

（ 市町村に対する通知 ）  

第 102 条  都道府県知事は 、 審査請求を受理し た と きは 、 原処分を し た市町村及びその他の利害関係人に通知し なければな ら な

い 。  

（ 審理のための処分 ）  

第 103 条  都道府県知事は 、 審理を行 う ため必要がある と認める と きは 、 審査請求人若し く は関係人に対し て報告若し く は意見

を求め 、 その出頭を命じ て審問し 、 又は医師その他都道府県知事の指定する者 （ 次項において 「 医師等 」 と い う 。） に診断そ

の他の調査を させる こ とができ る 。  

２  都道府県は 、 前項の規定によ り出頭し た関係人又は診断その他の調査を し た医師等に対し 、 政令で定める と こ ろによ り 、 旅

費 、 日当及び宿泊料又は報酬を支給し なければな ら ない 。  

（ 政令等への委任 ）  

第 104 条  この章及び行政不服審査法に定める もののほか 、 審査請求の手続に関し必要な事項は政令で 、 不服審査会に関し必要

な事項は当該不服審査会を設置し た都道府県の条例で定める 。  

（ 審査請求と訴訟との関係 ）  

第 105 条  第97条第 １ 項に規定する処分の取消しの訴えは 、 当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ 、 提

起する こ とができない 。  

 

第 ８ 章  雑  則 

（ 大都市等の特例 ）  

第 106 条  この法律中都道府県が処理する こ と と されている事務に関する規定で政令で定める ものは 、 地方自治法第 252 条の19

第 １ 項の指定都市 （ 以下 「 指定都市 」 と い う 。） 及び同法第 252 条の22第 １ 項の中核市 （ 以下 「 中核市 」 と い う 。） 並びに児

童福祉法第59条の ４ 第 １ 項に規定する児童相談所設置市 （ 以下 「 児童相談所設置市 」 と い う 。） においては 、 政令で定める と

こ ろによ り 、 指定都市若し く は中核市又は児童相談所設置市 （ 以下 「 指定都市等 」 と い う 。） が処理する ものとする 。 この場

合においては 、 この法律中都道府県に関する規定は 、 指定都市等に関する規定と し て指定都市等に適用がある ものとする 。  

（ 権限の委任 ）  

第 107 条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 地方厚生局長に委任する こ とがで

き る 。  

２  前項の規定によ り地方厚生局長に委任された権限は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 地方厚生支局長に委任する こ と

ができ る 。  

（ 実施規定 ）  

第 108 条  この法律に特別の規定がある ものを除 く ほか 、 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は 、

厚生労働省令で定める 。  

 

第 ９ 章  罰  則  

第 109 条  市町村審査会 、 都道府県審査会若し く は不服審査会の委員又はこれらの委員であっ た者が 、 正当な理由な し に 、 職務

上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏ら し た と きは 、 １ 年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金に処する 。  
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２  第20条第 ４ 項 （ 第24条第 ３ 項において準用する場合を含む 。） の規定に違反し た者は 、 １ 年以下の懲役又は 100 万円以下の

罰金に処する 。   

第 110 条  第11条第 １ 項の規定による報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の報告若し く は虚偽の物件の

提出若し く は提示を し 、 又は同項の規定による当該職員の質問に対し て 、 答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し た者は 、 30万円

以下の罰金に処する 。   

第 111 条  第48条第 １ 項 （ 同条第 ３ 項及び第 ４ 項において準用する場合を含む 。 以下この条において同じ 。） の規定による報告

若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の報告若し く は虚偽の物件の提出若し く は提示を し 、 又は第48条第 １

項の規定による当該職員の質問に対し て 、 答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し 、 若し く は同項の規定による検査を拒み 、 妨げ 、

若し く は忌避し た者は 、 30万円以下の罰金に処する 。   

第 112 条  法人の代表者又は法人若し く は人の代理人 、 使用人その他の従業者が 、 その法人又は人の業務に関し て前条の違反行

為を し た と きは 、 行為者を罰するほか 、 その法人又は人に対し て も 、 同条の刑を科する 。   

第 113 条  正当な理由な し に 、 第 103 条第 １ 項の規定による処分に違反し て 、 出頭せず 、 陳述をせず 、 報告をせず 、 若し く は虚

偽の陳述若し く は報告を し 、 又は診断その他の調査を し なかった者は 、 30万円以下の罰金に処する 。 ただ し 、 不服審査会の行

う 審査の手続における請求人又は第 102 条の規定によ り通知を受けた市町村その他の利害関係人は 、 この限り でない 。   

第 114 条  第11条第 ２ 項の規定による報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の報告若し く は虚偽の物件の

提出若し く は提示を し 、 又は同項の規定による当該職員の質問に対し て 、 答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し た者は 、 10万円

以下の過料に処する 。   

第 115 条  市町村等は 、 条例で 、 正当な理由な し に 、 第 ９ 条第 １ 項の規定によ る報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、

若し く は虚偽の報告若し く は虚偽の物件の提出若し く は提示を し 、 又は同項の規定による当該職員の質問に対し て 、 答弁せず 、

若し く は虚偽の答弁を し た者に対し10万円以下の過料を科する規定を設ける こ とができ る 。  

２  市町村等は 、 条例で 、 正当な理由な し に 、 第10条第 １ 項の規定による報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く

は虚偽の報告若し く は虚偽の物件の提出若し く は提示を し 、 又は同項の規定による当該職員の質問に対し て 、 答弁せず 、 若し

く は虚偽の答弁を し 、 若し く は同項の規定によ る検査を拒み 、 妨げ 、 若し く は忌避し た者に対し10万円以下の過料を科する規

定を設ける こ とができ る 。  

３  市町村は 、 条例で 、 第24条第 ２ 項又は第25条第 ２ 項の規定による受給者証の提出又は返還を求められて これに応じ ない者に

対し10万円以下の過料を科する規定を設ける こ とができ る 。  

 

附  則 

（ 施行期日 ）  

第 １ 条  この法律は 、 平成18年 ４ 月 １ 日から施行する 。 ただ し 、 次の各号に掲げる規定は 、 当該各号に定める日から施行する 。  

一  附則第24条 、 第44条 、 第 101 条 、 第 103 条 、 第 116 条から第 118 条まで及び第 122 条の規定  公布の日 

二  第 ５ 条第 １ 項 （ 居宅介護 、 行動援護 、 児童デイサービス 、 短期入所及び共同生活援助に係る部分を除 く 。）、第 ３ 項 、 第 ５

項 、 第 ６ 項 、 第 ９ 項から第15項まで 、 第17項及び第19項から第22項まで 、 第 ２ 章第 １ 節 （ サービス利用計画作成費 、 特定障

害者特別給付費 、 特例特定障害者特別給付費 、 療養介護医療費 、 基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に

限る 。）、第28条第 １ 項 （ 第 ２ 号 、 第 ４ 号 、 第 ５ 号及び第 ８ 号から第10号までに係る部分に限る 。） 及び第 ２ 項 （ 第 １ 号から

第 ３ 号までに係る部分に限る 。）、第32条 、 第34条 、 第35条 、 第36条第 ４ 項 （ 第37条第 ２ 項において準用する場合を含む。）、

第38条から第40条まで 、 第41条 （ 指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る 。）、第42条 （ 指定障

害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る 。）、第44条 、 第45条 、 第46条第 １ 項 （ 指定相談支援事業

者に係る部分に限る 。） 及び第 ２ 項 、 第47条 、 第48条第 ３ 項及び第 ４ 項 、 第49条第 ２ 項及び第 ３ 項並びに同条第 ４ 項から第

７ 項まで （ 指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る 。）、第50条第 ３ 項及び第 ４ 項 、 第51条

（ 指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る 。）、第70条から第72条まで 、 第73条 、 第74条第 ２ 項及び第

75条 （ 療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る 。）、第 ２ 章第 ４ 節 、 第 ３ 章 、 第 ４ 章 （ 障害福祉サービス事

業に係る部分を除 く 。）、第 ５ 章 、 第92条第 １ 号 （ サービス利用計画作成費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別

給付費の支給に係る部分に限る 。）、第 ２ 号 （ 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る 。）、第 ３

号及び第 ４ 号 、 第93条第 ２ 号 、 第94条第 １ 項第 ２ 号 （ 第92条第 ３ 号に係る部分に限る 。） 及び第 ２ 項 、 第95条第 １ 項第 ２ 号

（ 第92条第 ２ 号に係る部分を除 く 。） 及び第 ２ 項第 ２ 号 、 第96条 、 第 110 条 （ サービス利用計画作成費 、 特定障害者特別給

付費 、 特例特定障害者特別給付費 、 療養介護医療費 、 基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る 。）、第

111 条及び第 112 条 （ 第48条第 １ 項の規定を同条第 ３ 項及び第 ４ 項において準用する場合に係る部分に限る 。） 並びに第

114 条並びに第 115 条第 １ 項及び第 ２ 項 （ サービス利用計画作成費 、 特定障害者特別給付費 、 特例特定障害者特別給付費 、

療養介護医療費 、 基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る 。） 並びに附則第18条から第23条まで 、 第

26条 、 第30条から第33条まで 、 第35条 、 第39条から第43条まで 、 第46条 、 第48条から第50条まで 、 第52条 、 第56条から第60

条まで 、 第62条 、 第65条 、 第68条から第70条まで 、 第72条から第77条まで 、 第79条 、 第81条 、 第83条 、 第85条から第90条ま

で 、 第92条 、 第93条 、 第95条 、 第96条 、 第98条から第 100 条まで 、 第 105 条 、 第 108 条 、 第 110 条 、 第 112 条 、 第 113 条及

び第 115 条の規定  平成18年10月 １ 日 

三  附則第63条 、 第66条 、 第97条及び第 111 条の規定  平成24年 ３ 月31日までの日で政令で定める日 

（ 自立支援給付の特例 ）  

第 ２ 条  児童福祉法第63条の ４ 及び第63条の ５ の規定による通知に係る児童は 、 第19条から第25条まで 、 第29条から第35条まで 、

第70条 、 第71条 、 第92条 、 第94条及び第95条の規定の適用については 、 障害者とみなす 。  

（ 検討 ）  
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第 ３ 条  政府は 、 この法律の施行後 ３ 年を目途と し て 、 この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況 、 障

害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し 、 この法律の規定について 、 障害者等の範囲を含め検討を加

え 、 その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする 。  

２  政府は 、 この法律の施行後 ５ 年を経過し た場合において 、 第 ２ 章第 ２ 節第 ５ 款 、 第 ３ 節及び第 ４ 節の規定の施行の状況につ

いて検討を加え 、 その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする 。  

３  政府は 、 障害者等の福祉に関する施策の実施の状況 、 障害者等の経済的な状況等を踏まえ 、 就労の支援を含めた障害者等の

所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え 、 その結果に基づいて必要な措置を講ずる ものとする 。  

（ 特定施設入所障害者に関する経過措置 ）  

第 ４ 条  この法律の施行の日 （ 以下 「 施行日 」 と い う 。） から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第

19条第 ３ 項中 「 介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第 ２ 項若し く は知的障害者福祉法第16条第 １ 項 」 と

あるのは 「 訓練等給付費若し く は特例訓練等給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第15条の32第 １ 項の規定によ り入居

の措置が採られて共同生活援助を行 う 住居 （ 以下この項において 「 共同生活住居 」 と い う 。） に入居し ている障害者 、 身体障

害者福祉法第17条の10第 １ 項の規定によ り同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第18条第 ３ 項 」 と 、 「 障害者支援

施設 、 のぞみの園又は第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 」 と あるのは 「 同法第30条に規定する身体障

害者療護施設 （ 以下この項において 「 身体障害者療護施設 」 と い う 。）」 と 、 「 障害者支援施設 、 のぞみの園 、 第 ５ 条第 １ 項若

し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 」 と あるのは 「 共同生活住居 、 身体障害者療護施設 」 と 、 「 入所前 」 と あるのは

「 入居又は入所の前 」 と 、 「 特定施設に入所し て 」 と あるのは 「 特定施設に入居又は入所を し て 」 と 、 「 入所し た 」 と あるの

は 「 入居又は入所を し た 」 と 、 同条第 ４ 項中 「 入所し て 」 と あるのは 「 入居し 、 又は入所し て 」 とする 。  

（ 支給決定障害者等に関する経過措置 ）  

第 ５ 条  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第21条の11第 ２ 項の規定によ り居宅生活支援費の支給

の決定を受けている障害児の保護者 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の ５ 第 ２ 項の規定によ り居宅

生活支援費の支給の決定を受けている障害者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の ６ 第 ２ 項の規定

によ り居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については 、 施行日に 、 第19条第 １ 項の規定による支給決定を受けた

ものとみなす 。  

２  前項の規定によ り支給決定を受けた ものとみな された障害者又は障害児の保護者について この法律の規定を適用する場合に

おいて必要な読替えは 、 政令で定める 。  

（ 障害程度区分の認定及び支給決定に関する経過措置 ）  

第 ６ 条  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第15条中 「 置 く 」 と あるのは 「 置 く こ とがで

き る 」 と 、 第20条第 ２ 項中 「 調査を させる ものとする 」 と あるのは 「 調査を させる こ とができ る 」 と 、 第21条第 １ 項中 「 行 う

ものとする 」 と あるのは 「 行 う こ とができ る 」 と 、 第22条第 １ 項中 「 障害程度区分 」 と あるのは 「 障害程度区分又は障害の種

類及び程度 」 とする 。  

（ 身体障害者更生相談所等に関する経過措置 ）  

第 ７ 条  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第22条第 ２ 項中 「 第 ９ 条第 ６ 項 」 と あるのは

「 第 ９ 条第 ５ 項 」 と 、 「 第 ９ 条第 ５ 項 」 と あるのは 「 第 ９ 条第 ４ 項 」 とする 。  

（ 介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置 ）  

第 ８ 条  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第28条第 １ 項の規定にかかわらず 、 介護給付

費及び特例介護給付費の支給は 、 次に掲げるサービスに関し て第29条及び第30条の規定によ り支給する給付とする 。  

一  居宅介護 

二  行動援護 

三  児童デイサービス 

四  短期入所 

五  外出介護 （ 附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 、 附則第34条の規定に

よる改正前の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 、 附則第45条の規定による改正前の精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ の ２ 第 ２ 項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び附則第51条の規定によ

る改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護の う ち 、 外出時における移動中の介護をい う 。 以

下同じ 。）  

六  障害者デイサービス （ 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ３ 項に規定する身体障害者デイ 

サービス及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ３ 項に規定する知的障害者デイサービスをい う 。

以下同じ 。）  

２  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 外出介護及び障害者デイサービスを障害福祉サー

ビス と 、 外出介護又は障害者デイサービスを行 う 事業を障害福祉サービス事業と それぞれみな し て 、 この法律の規定を適用す

る 。  

（ 介護給付費等の額に関する経過措置 ）  

第 ９ 条  施行日から政令で定める日までの間は 、 第29条第 ３ 項中 「 の 100 分の90に相当する額 」 と あるのは 、 「 から当該費用の

額の 100 分の10に相当する額と し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額を控除し て得た額 」 とする 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置 ）  

第10条  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護

及び外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る同法第21条の10第 １ 項の指定を受けている者 、 附則第34条の規定による改正前

の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る同法第17条

の ４ 第 １ 項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者
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居宅介護 （ 行動援護及び外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を受けている者並びに附則第

45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ の ２ 第 ２ 項に規定する精神障害者居宅介護等

事業 （ 外出介護に該当する ものを除 く 。） を行っ ている者であっ て厚生労働省令で定める ものは 、 施行日に 、 居宅介護に係る

第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

２  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護に該

当する ものに限る 。） に係る同法第21条の10第 １ 項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福

祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 行動援護に該当する ものに限る 。） に係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を

受けている者は 、 施行日に 、 行動援護に係る第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

３  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ３ 項に規定する児童デイサービスに係る同法

第21条の10第 １ 項の指定を受けている者は 、 施行日に 、 児童デイサービスに係る第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

４  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ４ 項に規定する児童短期入所に係る同法第21

条の10第 １ 項の指定を受けている者 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ４ 項に規定する身体障

害者短期入所に係る同法第17条の ４ 第 １ 項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４

条第 ４ 項に規定する知的障害者短期入所に係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改

正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ の ２ 第 ３ 項に規定する精神障害者短期入所事業を行っ ている者で

あっ て厚生労働省令で定める ものは 、 施行日に 、 短期入所に係る第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

５  施行日において現に附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ５ 項に規定する知的障害者地域生活援助に

係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を受けている者及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第50条の ３ の ２ 第 ４ 項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っ ている者であっ て厚生労働省令で定める ものは 、 施

行日に 、 共同生活援助に係る第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

６  前各項の規定によ り第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみな された者に係る同項の指定は 、 当該者が 、 施行日から １ 年以内

であっ て厚生労働省令で定める期間内に第36条第 １ 項の申請を し ない と きは 、 第41条第 １ 項の規定にかかわらず 、 当該期間の

経過によ っ て 、 その効力を失 う 。   

第11条  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 外出介護

に該当する ものに限る 。） に係る同法第21条の10第 １ 項の指定を受けている者 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者

福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものに限る 。） に係る同法第17条の ４ 第 １ 項の

指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 外

出介護に該当する ものに限る 。） に係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ の ２ 第 ２ 項に規定する精神障害者居宅介護等事業 （ 外出介護に該当する

ものに限る 。） を行っ ている者であっ て厚生労働省令で定める ものは 、 施行日に 、 外出介護に係る第29条第 １ 項の指定を受け

た ものとみなす 。  

２  施行日において現に附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ３ 項に規定する身体障害者デイサービ

スに係る同法第17条の ４ 第 １ 項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第 ３ 項に

規定する知的障害者デイサービスに係る同法第15条の ５ 第 １ 項の指定を受けている者は 、 施行日に 、 障害者デイサービスに係

る第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。  

３  前 ２ 項の規定によ り第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみな された者に係る同項の指定は 、 第41条第 １ 項の規定にかかわら

ず 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失 う 。  

（ 介護給付費及び訓練等給付費の支払委託に関する経過措置 ）  

第12条  施行日から平成19年 ９ 月30日までの間は 、 第29条第 ８ 項中 「 国民健康保険団体連合会 （ 以下 「 連合会 」 と い う 。）」 と あ

るのは 「 国民健康保険団体連合会 （ 以下 「 連合会 」 と い う 。） その他営利を目的と し ない法人であっ て厚生労働省令で定める

もの 」 と 、 第32条第 ６ 項中 「 連合会 」 と あるのは 「 連合会その他営利を目的と し ない法人であっ て厚生労働省令で定める も

の 」 とする 。  

（ 自立支援医療に関する経過措置 ）  

第13条  施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第20条第 １ 項の規定による育成医療の給付又は育成医

療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条第 １ 項の規定

による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律第32条第 １ 項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者

については 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 施行日に 、 第52条第 １ 項の規定による支給認定を受けた ものとみなす 。   

第14条  施行日において現に附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条の ２ 第 １ 項の指定を受けている医療機関

及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第 １ 項の医療を担当する ものと し て厚

生労働省令で定める基準に該当する医療機関は 、 施行日に 、 第54条第 ２ 項の指定があった ものとみなす 。  

２  前項の規定によ り第54条第 ２ 項の指定があった ものとみな された医療機関に係る同項の指定は 、 当該医療機関が 、 施行日か

ら １ 年以内であっ て厚生労働省令で定める期間内に第59条第 １ 項の申請を し ない と きは 、 第60条第 １ 項の規定にかかわらず 、

当該期間の経過によ っ て 、 その効力を失 う 。  

（ 障害福祉サービス事業の届出に関する経過措置 ）  

第15条  施行日において現に障害福祉サービス事業を行っ ている国及び都道府県以外の者 （ 附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害

福祉サービス事業とみな された事業を行 う 者を含む 。） であっ て 、 当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第25

条の規定による改正前の児童福祉法第34条の ３ 第 １ 項 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第26条第 １ 項 、 附

則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ 第 １ 項又は附則第51条の規定による改正
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前の知的障害者福祉法第18条の規定による届出を し ている ものは 、 施行日に 、 第79条第 ２ 項の規定による届出を し た ものとみ

なす 。  

 

（ 事業の停止等に関する経過措置 ）  

第16条  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第82条中 「 身体障害者福祉法第18条の ２ 、 知

的障害者福祉法第21条若し く は児童福祉法第21条の ７ 」 と あるのは 、 「 身体障害者福祉法第28条の ２ 、 知的障害者福祉法第21

条の ４ 若し く は児童福祉法第21条の25の ２ 」 とする 。  

（ 費用負担に関する経過措置 ）  

第17条  施行日から附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第94条第 １ 項第 ２ 号中 「 費用 」 と あるのは 、

「 費用 （ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置し ない町村が支弁する ものに限る 。）」 とする 。  

（ 特定施設入所障害者に関する経過措置 ）  

第18条  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条

第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改

正前の知的障害者福祉法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮を除 く 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 第19条第 ３ 項及

び第 ４ 項の規定を適用する 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後 、 当分の間 、 第19条第 ３ 項中 「 第16条第 １ 項の規定によ り入所措置 」 と ある

のは 「 第15条の ４ 若し く は第16条第 １ 項の規定によ り入所若し く は入居の措置 」 と 、 「 又は第 ５ 条第 １ 項 」 と あるのは 「 若し

く は第 ５ 条第 １ 項 」 と 、 「 定める施設に入所し て 」 と あるのは 「 定める施設に入所し 、 又は共同生活介護若し く は共同生活援

助を行 う 住居 （ 以下この項において 「 共同生活住居 」 と い う 。） に入居し て 」 と 、 「 又は同法 」 と あるのは 「 、 共同生活住居

又は同法 」 と 、 「 入所前 」 と あるのは 「 入所又は入居の前 」 と 、 「 特定施設に入所し て 」 と あるのは 「 特定施設に入所又は入

居を し て 」 と 、 「 入所し た 」 と あるのは 「 入所又は入居を し た 」 と 、 同条第 ４ 項中 「 入所し て 」 と あるのは 「 入所し 、 又は入

居し て 」 とする 。  

（ 支給決定障害者等に関する経過措置 ）  

第19条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の11

第 ２ 項の規定によ り施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第17条の32第 ４ 項の規定によ り同条第 １ 項に

規定する国立施設に入所し ている障害者並びに附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の12第 ２ 項の規定に

よ り施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 同日に 、 第19条第

１ 項の規定によ る支給決定を受けた ものとみなす 。 ただ し 、 当該障害者が同項の規定による支給決定を受けた と きは 、 この限

り でない 。  

２  前項の規定によ り支給決定を受けた ものとみな された障害者について 、 この法律の規定を適用する場合において必要な読替

えは 、 政令で定める 。  

（ 旧法指定施設に関する経過措置 ）  

第20条  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条

第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設であっ て 、 附則第 １ 条第 ２ 号

に掲げる規定の施行の日の前日において附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の10第 １ 項の指定又は附則

第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第 １ 項の指定を受けている もの （ 以下この条及び次条第 １ 項におい

て 「 旧法指定施設 」 と い う 。） については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から同条第 ３ 号に掲げる規定の施行の

日の前日までの間は 、 当該旧法指定施設において行われる附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第 ５ 条第 ２ 項に

規定する身体障害者施設支援又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ５ 条第 ２ 項に規定する知的障害者施設

支援に相当するサービス （ 以下 「 旧法施設支援 」 と い う 。） を障害福祉サービス とみな し 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の

施行の日に 、 当該障害福祉サービスに係る第29条第 １ 項の指定があった ものとみなす 。  

（ 旧法施設支援に関する経過措置 ）  

第21条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から同条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 市町村は 、 支給

決定障害者等が支給決定の有効期間内において 、 前条の規定によ り第29条第 １ 項の指定があっ た ものとみな された旧法指定施

設 （ 第50条第 ３ 項において準用する同条第 １ 項の規定によ り当該指定を取り消された ものを除 く 。 次条において 「 特定旧法指

定施設 」 と い う 。） から 、 旧法施設支援 （ 以下この条及び次条において 「 指定旧法施設支援 」 と い う 。） を受けた と きは 、 政

令で定める と こ ろによ り 、 当該支給決定障害者等に対し 、 当該指定旧法施設支援 （ 厚生労働省令で定める量の範囲内のものに

限る 。） に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） について 、 介護給付費を支給する 。  

２  前項の規定によ り支給する介護給付費の額は 、 第29条第 ３ 項の規定にかかわらず 、 指定旧法施設支援に通常要する費用 （ 特

定費用を除 く 。） につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該指定旧法施設支援に要し た

費用 （ 特定費用を除 く 。） の額を超える と きは 、 当該現に指定旧法施設支援に要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当する額と

する 。  

３  第29条第 ４ 項の規定は 、 前項の規定によ り算定される介護給付費の額について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的

読替えは 、 政令で定める 

（ 特定旧法受給者に関する経過措置 ）  

第22条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に特定旧法指定施設に入所し ている附則第35条の規定による改正

前の身体障害者福祉法第17条の11第 ２ 項の規定による支給の決定又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15

条の12第 ２ 項の規定による支給の決定 （ 以下この条において 「 旧法施設支給決定 」 と い う 。） を受けて附則第35条の規定によ

る改正前の身体障害者福祉法第17条の10第 １ 項の施設訓練等支援費又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第

15条の11第 １ 項の施設訓練等支援費を受けていた者 （ 以下この条において 「 特定旧法受給者 」 と い う 。） は 、 附則第 １ 条第 ２
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号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所し ている間 （ 当該特定旧法指定施設に継続し て一以上の

他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若し く はのぞみの園に入所する こ と によ り当該一以上の他の特定旧法指定施設又は

障害者支援施設若し く はのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った特定旧法受給者にあっ ては 、 当

該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若し く はのぞみの園に継続し て入所し ている間を含む 。） は 、 第19条第

２ 項及び第 ３ 項の規定にかかわらず 、 当該旧法施設支給決定を行った市町村が支給決定を行 う ものとする 。  

２  前項の規定の適用を受ける障害者が入所し ている特定旧法指定施設又は障害者支援施設若し く はのぞみの園は 、 当該特定旧

法指定施設又は障害者支援施設若し く はのぞみの園の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行 う 市町村に 、 必要な

協力を し なければな ら ない 。  

３  特定旧法受給者については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から同条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日まで

の間に限り 、 同条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後引き続き特定旧法指定施設に入所し ている間 （ 当該特定旧法指定施設に

係る第50条第 ３ 項において準用する同条第 １ 項の規定による指定の取消し その他やむを得ない理由によ り 、 当該特定旧法指定

施設に継続し て一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所し た特定旧法受給者にあっ ては 、 当該一以上

の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続し て入所し ている間を含む 。） は 、 当該旧法施設支給決定を行った

市町村は 、 当該特定旧法受給者を第19条第 １ 項の規定による支給決定を受けた障害者とみな し て 、 当該特定旧法受給者が当該

特定旧法指定施設 （ 当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所し た特定旧法受給者にあっ ては 、 当

該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等 ） から指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等を受けた と

きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該特定旧法受給者に対し 、 当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等

に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） について 、 介護給付費又は訓練等給付費を支給する 。 ただ し 、 当該特定旧法受給者が同項

の規定による支給決定を受けた と きは 、 この限り でない 。  

４  前項の規定によ り特定旧法受給者に対し て支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は 、 第29条第 ３ 項の規定にかかわら

ず 、 同項の規定によ り算定される費用の額の範囲内において 、 厚生労働大臣が別に定める基準によ り算定し た費用の額 （ その

額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額を超える と きは 、 当該現

に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当する額とする 。  

５  第29条第 ４ 項の規定は 、 前項の規定によ り算定される特定旧法受給者に対し て支給される介護給付費又は訓練等給付費の額

について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

６  特定旧法受給者 （ 支給決定障害者等である ものを除 く 。） は 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から同条第 ３ 号に

掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り 、 第29条第 ２ 項 、 第 ５ 項及び第 ６ 項 、 第31条並びに第33条第 １ 項の規定の適用に

ついては支給決定障害者等と 、 第34条第 １ 項の規定の適用については支給決定を受けた障害者とみなす 。  

（ 障害者支援施設等に関する経過措置 ）  

第23条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置し ている市町村について第83条第 ３ 項の

規定を適用する場合においては 、 同項中 「 あらかじめ 」 と あるのは 、 「 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から起算し

て ６ 月以内に 」 とする 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第27条第 ３ 項又

は社会福祉法第62条第 １ 項の規定による届出を し ている附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第30条の ２ に規定

する身体障害者福祉ホーム又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の ９ に規定する知的障害者福祉ホー

ム （ 以下この項において 「 身体障害者福祉ホーム等 」 と総称する 。） の設置者は 、 同日に 、 第79条第 ２ 項の規定による届出を

し た ものとみな し 、 当該身体障害者福祉ホーム等を福祉ホームとみなす 。  

３  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に附則第26条の規定による改正前の児童福祉法第34条の ３ 第 １ 項 、 附

則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第26条第 １ 項又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第18条

の規定による届出を し て附則第26条の規定による改正前の児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 １ 項に規定する障害児相談支援事業 、 附則

第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 １ 項に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第52条の規定に

よる改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条に規定する知的障害者相談支援事業 （ 以下この項において 「 障害児相談支援事業等 」 と

総称する 。） を行っ ている者は 、 同日に 、 第79条第 ２ 項の規定による届出を し た ものとみな し 、 当該障害児相談支援事業等を

相談支援事業とみなす 。  

（ 施行前の準備 ）  

第24条  この法律 （ 附則第 １ 条各号に掲げる規定については 、 当該各規定 。 以下この条及び附則第 121 条において同じ 。） を施

行するために必要な条例の制定又は改正 、 第19条から第22条までの規定による支給決定の手続 、 第36条 （ 第40条において準用

する場合を含む 。） 及び第38条の規定による第29条第 １ 項の指定の手続 、 第59条の規定による第54条第 ２ 項の指定の手続 、 第

79条第 ２ 項の届出 、 第88条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備 、 第89条の規定による都道府県障害福祉計画の策定

の準備その他の行為は 、 この法律の施行前において も行 う こ とができ る 。  

（ 児童福祉法の一部改正 ）  

第25条  児童福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 －第 ９ 条 」 を 「 ・ 第 ９ 条 」 に改め 、 「 、 医療の給付 」 を削り 、 「 第21条の ９ の ２ 」 を 「 第21条の ９ の ６ 」 に 、 「 第

１ 款  居宅生活支援費の支給 （ 第21条の10－第21条の24 ）  第 ２ 款  居宅介護の措置等 （ 第21条の25）」を 「 第 １ 款  削除  第

２ 款  障害福祉サービスの措置等 （ 第21条の25－第21条の25の ３ ）」に 、 「 第62条の ３ 」 を 「 第62条の ２ 」 に改める 。  

第 ４ 条に次の １ 項を加える 。  

  この法律で 、 障害児とは 、 身体に障害のある児童又は知的障害のある児童をい う 。  

第 ６ 条の ２ 第10項中 「 身体に障害のある児童又は知的障害のある児童 」 を 「 障害児 」 に 、 「 児童居宅生活支援事業 」 を 「 障

害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業 （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ
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り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。 以下 「 障害福祉サービス事業 」 と い う 。）」 に改め 、 同条第 １ 項から第 ９ 項

までを削る 。  

第12条第 ２ 項中 「 ホまでに掲げる業務 」 の下に 「 並びに障害者自立支援法第22条第 ２ 項及び第 ３ 項並びに第26条第 １ 項に規

定する業務 」 を加える 。  

「 第 １ 節  療育の指導 、 医療の給付等 」 を 「 第 １ 節  療育の指導等 」 に改める 。  

第20条から第21条の ５ までを次のよ う に改める 。  

第20条から第21条の ５ まで  削除 

第21条の ８ 中 「 扶養義務者 」 の下に「（民法に定める扶養義務者をい う 。 以下同じ 。）」 を加える 。  

第21条の ９ 第 ２ 項を次のよ う に改める 。  

  療育の給付は 、 医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする 。  

第21条の ９ 第 ３ 項中 「 前項第 １ 号 」 を 「 第 ２ 項 」 に改め 、 同条第 ４ 項中 「 第 ２ 項第 １ 号 」 を 「 第 ２ 項 」 に改め 、 同条第 ７ 項

中 「 第 ５ 項 」 を 「 第 ６ 項 」 に 、 「 第 ８ 項において準用する第21条 」 を 「 次条 」 に 、 「 第 ２ 項第 １ 号 」 を 「 第 ２ 項 」 に改め 、 同

条第 ８ 項を削り 、 同条第 ２ 項の次に次の １ 項を加える 。  

  前項の医療は 、 次に掲げる給付とする 。  

一  診察 

二  薬剤又は治療材料の支給 

三  医学的処置 、 手術及びその他の治療並びに施術 

四  病院又は診療所への入院及びその療養に伴 う 世話その他の看護 

五   移送 

第 ２ 章第 １ 節中第21条の ９ の ２ を第21条の ９ の ６ と し 、 第21条の ９ の次に次の ４ 条を加える 。  

第21条の ９ の ２  指定療育機関は 、 厚生労働大臣の定める と こ ろによ り 、 前条第 ２ 項の医療を担当し なければな ら ない 。  

第21条の ９ の ３  指定療育機関の診療方針及び診療報酬は 、 健康保険の診療方針及び診療報酬の例による 。  

   前項に規定する診療方針及び診療報酬による こ とができない と き 、 及びこれによる こ と を適当と し ない と きの診療方針及

び診療報酬は 、 厚生労働大臣が定める と こ ろによる 。  

第21条の ９ の ４  都道府県知事は 、 指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し 、 かつ 、 指定療育機関が前条の

規定によつて請求する こ とができ る診療報酬の額を決定する こ とができ る 。  

  指定療育機関は 、 都道府県知事が行 う 前項の決定に従わなければな ら ない 。  

   都道府県知事は 、 第 １ 項の規定によ り指定療育機関が請求する こ とができ る診療報酬の額を決定するに当たつては 、 社会

保険診療報酬支払基金法 （ 昭和23年法律第 129 号 ） に定める審査委員会 、 国民健康保険法 （ 昭和33年法律第 192 号 ） に定め

る国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければな ら ない 。  

   都道府県は 、 指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金 、 国民健康保険団体連合会

その他厚生労働省令で定める者に委託する こ とができ る 。  

   第 １ 項の規定による診療報酬の額の決定については 、 行政不服審査法による不服申立てをする こ とができない 。  

第21条の ９ の ５  都道府県知事 （ 厚生労働大臣が指定し た指定療育機関にあつては 、 厚生労働大臣又は都道府県知事とする 。

次項において同じ 。） は 、 指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかど う かを調査するため必要がある と認める と きは 、

指定療育機関の管理者に対し て必要な報告を求め 、 又は当該職員を し て 、 指定療育機関について 、 その管理者の同意を得て 、

実地に診療録 、 帳簿書類その他の物件を検査させる こ とができ る 。  

   指定療育機関の管理者が 、 正当な理由がな く 、 前項の報告の求めに応ぜず 、 若し く は虚偽の報告を し 、 又は同項の同意を

拒んだ と きは 、 都道府県知事は 、 当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止める こ と を指示し 、 又

は差し止める こ とができ る 。  

   厚生労働大臣は 、 前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務 （ 都道府県知事が指定し た指定療育機関に係る ものに

限る 。） について 、 児童の利益を保護する緊急の必要がある と認める と きは 、 都道府県知事に対し同項の事務を行 う こ と を

指示する こ とができ る 。  

第 ２ 章第 ２ 節第 １ 款を次のよ う に改める 。  

第 １ 款  削除 

第21条の10から第21条の24まで  削除 

「 第 ２ 款  居宅介護の措置等 」 を 「 第 ２ 款  障害福祉サービスの措置等 」 に改める 。  

第21条の25第 １ 項中 「 児童居宅支援を必要 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス （ 同法附則第

８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された ものを含む 。 以下 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） を必要 」 に 、 「 第

21条の10又は第21条の12の規定によ り居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費 」 を 「 同法に規定する介護給付費又は特例介護

給付費 （ 第56条の ６ 第 １ 項において 「 介護給付費等 」 と い う 。）」 に 、 「 児童居宅支援を提供し 」 を 「 障害福祉サービスを提供

し 」 に 、 「 児童居宅支援の 」 を 「 障害福祉サービスの 」 に改める 。  

第 ２ 章第 ２ 節第 ２ 款中第21条の25の次に次の ２ 条を加える 。  

第21条の25の ２  障害福祉サービス事業を行 う 者は 、 前条第 １ 項の規定による委託を受けた と きは 、 正当な理由がない限り 、

これを拒んではな ら ない 。  

第21条の25の ３  市町村は 、 障害福祉サービスに関し必要な情報の提供を行 う と と もに 、 その利用に関し相談に応じ 、 及び助

言を行わなければな ら ない 。  

   市町村は 、 障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつた と きは 、 障害福祉サービスの利用についてあつせん又は調整

を行 う と と もに 、 必要に応じ て 、 障害福祉サービス事業を行 う 者に対し 、 当該障害児の利用についての要請を行 う ものとす

る 。  
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   障害福祉サービス事業を行 う 者は 、 前項のあつせん 、 調整及び要請に対し 、 でき る限り協力し なければな ら ない 。  

第21条の28中 「 第 ６ 条の ２ 第12項 」 を 「 第 ６ 条の ２ 第 ３ 項 」 に改める 。  

第32条第 ２ 項中 「 、 第21条の10から第21条の15までの規定によ る権限 」 を削る 。  

第34条の ３ 第 １ 項中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業 （ 以下 「 障害児相談支

援事業等 」 と い う 。）」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改める 。  

第34条の ４ 第 １ 項及び第34条の ５ 中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改める 。  

第34条の ６ 中 「 児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改め 、 「 、 第21条の25第

１ 項 」 を削る 。  

第49条中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改める 。  

第50条第 ４ 号を次のよ う に改める 。  

四  削除 

第50条第 ５ 号の ２ 中 「 第21条の ９ の ２ 」 を 「 第21条の ９ の ６ 」 に改める 。  

第51条第 １ 号の ２ を削る 。  

第53条中 「 第 １ 号の ２ 、 第 ２ 号 」 を 「 第 ２ 号 （ 第21条の25第 ２ 項の措置に係る費用に限る 。）」 に改める 。  

第53条の ２ 中 「 並びに第51条第 １ 号の ２ の費用 （ 児童デイサービスに係る費用を除 く 。） 及び同条第 ２ 号の費用 （ 児童デイ

サービス及び第21条の25第 ２ 項の措置に係る費用を除 く 。）」 を削る 。  

第55条中 「 第51条第 ３ 号 」 を 「 第51条第 ２ 号の費用 （ 第21条の25第 ２ 項の措置に係る費用を除 く 。） 並びに第51条第 ３ 号 」

に改める 。  

第55条の ２ を削る 。  

第56条第 ５ 項中 「 育成医療の給付又は第21条の ９ の ２ 」 を 「 第21条の ９ の ６ 」 に改め 、 「 指定育成医療機関又は 」 を削り 、

「 指定育成医療機関等 」 を 「 医療機関 」 に改め 、 同条第 ７ 項中 「 指定育成医療機関等 」 を 「 医療機関 」 に改める 。  

第56条の ６ 第 １ 項中 「 第21条の10若し く は第21条の12の規定による居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費 」 を 「 介護

給付費等 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改める 。  

第57条の ２ を削る 。  

第57条の ３ 第 ３ 項中 「 前項に規定する もののほか 、」 を削り 、 同条第 ２ 項を削り 、 同条を第57条の ２ とする 。  

第59条の ５ 第 １ 項中 「 第21条の ４ 第 １ 項 （ 第21条の ９ 第 ８ 項において準用する場合を含む 。）」 を 「 第21条の ９ の ５ 第 １ 項 」

に改める 。  

第62条の ３ を削る 。  

第63条の ４ 中 「 入所する こ と 」 の下に 「 又は障害福祉サービス （ 障害者自立支援法第 ４ 条第 １ 項に規定する障害者のみを対

象とする ものに限る 。 次条において同じ 。） を利用する こ と 」 を加え 、 「 同法第 ９ 条 」 を 「 身体障害者福祉法第 ９ 条又は障害

者自立支援法第19条第 ２ 項若し く は第 ３ 項 」 に改める 。  

第63条の ５ 中「（昭和35年法律第37号）」を削り 、 「 又は 」 を 「 若し く は 」 に改め 、 「 入所する こ と 」 の下に 「 又は障害福祉 

サービスを利用する こ と 」 を 、 「 第 ９ 条 」 の下に 「 又は障害者自立支援法第19条第 ２ 項若し く は第 ３ 項 」 を加える 。   

第26条  児童福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 第21条の ９ の ６ 」 を 「 第21条の ５ 」 に 、 「 第 １ 款  削除  第 ２ 款  障害福祉サービスの措置等 （ 第21条の25－第21

条の25の ３ ）  第 ３ 款  子育て支援事業 （ 第21条の26－第21条の35）」を 「 第 １ 款  障害福祉サービスの措置 （ 第21条の ６ ・ 第

21条の ７ ）  第 ２ 款  子育て支援事業 （ 第21条の ８ －第21条の17）」に 、 「 第 ４ 節  要保護児童の保護措置等 （ 第25条－第33条

の ８ ）  第 ５ 節  雑則 （ 第34条 ・ 第34条の ２ ）」を 「 第 ４ 節  障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食

費等給付費並びに障害児施設医療費の支給  第 １ 款  障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給

付費の支給 （ 第24条の ２ －第24条の ８ ）  第 ２ 款  指定知的障害児施設等 （ 第24条の ９ －第24条の19 ）  第 ３ 款  障害児施設

医療費の支給 （ 第24条の20－第24条の23 ）  第 ５ 節  要保護児童の保護措置等 （ 第25条－第33条の ８ ）  第 ６ 節  雑則 （ 第34

条 ・ 第34条の ２ ）」に 、 「 第62条の ２ 」 を 「 第62条の ３ 」 に改める 。  

第 ６ 条の ２ 第 １ 項を削る 。  

第 ７ 条に次の ６ 項を加える 。  

  この法律で 、 障害児施設支援とは 、 知的障害児施設支援 、 知的障害児通園施設支援 、 盲ろ う あ児施設支援 、 肢体不自由児施

設支援及び重症心身障害児施設支援をい う 。  

  この法律で 、 知的障害児施設支援とは 、 知的障害児施設に入所する知的障害のある児童に対し て行われる保護又は治療及び

知識技能の付与をい う 。  

  この法律で 、 知的障害児通園施設支援とは 、 知的障害児通園施設に通 う 知的障害のある児童に対し て行われる保護及び知識

技能の付与をい う 。  

  この法律で 、 盲ろ う あ児施設支援とは 、 盲ろ う あ児施設に入所する盲児 （ 強度の弱視児を含む 。） 又はろ う あ児 （ 強度の難

聴児を含む 。） に対し て行われる保護及び指導又は援助をい う 。  

  この法律で 、 肢体不自由児施設支援とは 、 肢体不自由児施設又は国立高度専門医療セン ター若し く は独立行政法人国立病院

機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定する もの （ 以下 「 指定医療機関 」 と い う 。） において 、 上肢 、 下肢又は

体幹の機能の障害 （ 以下 「 肢体不自由 」 と い う 。） のある児童に対し て行われる治療及び知識技能の付与をい う 。  

  この法律で 、 重症心身障害児施設支援とは 、 重症心身障害児施設に入所し 、 又は指定医療機関に入院する重度の知的障害及

び重度の肢体不自由が重複し ている児童に対し て行われる保護並びに治療及び日常生活の指導をい う 。  

第12条第 ２ 項中 「 障害者自立支援法 」 の下に「（平成17年法律第 123 号）」を加える 。  

第20条から第21条の ８ までを削り 、 第21条の ９ を第20条と し 、 第21条の ９ の ２ を第21条と し 、 第21条の ９ の ３ を第21条の ２

と し 、 第21条の ９ の ４ を第21条の ３ と し 、 第21条の ９ の ５ を第21条の ４ と し 、 第21条の ９ の ６ を第21条の ５ とする 。  
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第 ２ 章第 ２ 節第 １ 款を削る 。  

「 第 ２ 款  障害福祉サービスの措置等 」 を 「 第 ２ 款  障害福祉サービスの措置 」 に改める 。  

第21条の25第 １ 項中 「 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された ものを含む 。」 を削り 、 同条第 ２

項を削り 、 第 ２ 章第 ２ 節第 ２ 款中同条を第21条の ６ とする 。  

第21条の25の ２ 中 「 障害福祉サービス事業 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業 」 に 、

「 前条第 １ 項 」 を 「 前条 」 に改め 、 同条を第21条の ７ とする 。  

第21条の25の ３ を削る 。  

第 ２ 章第 ２ 節第 ２ 款を同節第 １ 款とする 。  

第 ２ 章第 ２ 節第 ３ 款中第21条の26を第21条の ８ と し 、 第21条の27を第21条の ９ とする 。  

第21条の28中 「 第 ６ 条の ２ 第 ３ 項 」 を 「 第 ６ 条の ２ 第 ２ 項 」 に改め 、 同条を第21条の10と し 、 第21条の29を第21条の11とす

る 。  

第21条の30中 「 第21条の32第 １ 項 」 を 「 第21条の14第 １ 項 」 に改め 、 同条を第21条の12とする 。  

第21条の31中 「 第21条の29第 ３ 項 」 を 「 第21条の11第 ３ 項 」 に改め 、 同条を第21条の13とする 。  

第21条の32第 １ 項中 「 第21条の29第 ３ 項 」 を 「 第21条の11第 ３ 項 」 に改め 、 同条を第21条の14と し 、 第21条の33を第21条の

15と し 、 第21条の34を第21条の16と し 、 第21条の35を第21条の17とする 。 第 ２ 章第 ２ 節第 ３ 款を同節第 ２ 款とする 。  

第 ２ 章第 ５ 節を同章第 ６ 節とする 。  

第25条の ７ 第 １ 項第 ２ 号中 「 第 ９ 条第 ４ 項 」 を 「 第 ９ 条第 ５ 項 」 に改める 。  

第25条の ８ 第 ４ 号中 「 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に改める 。  

第26条第 １ 項第 ２ 号中 「 障害児相談支援事業 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第17項に規定する相談支援事業 （ 次条第 １ 項第

２ 号及び第34条の ６ において 「 相談支援事業 」 と い う 。）」 に改め 、 同項第 ５ 号中 「 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に改める 。  

第27条第 １ 項第 ２ 号中 「 障害児相談支援事業 」 を 「 相談支援事業 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 国立高度専門医療セン ター及び

独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定する もの （ 以下 「 指定医療機関 」 と い う 。）」 を

「 指定医療機関 」 に改める 。  

第32条第 ２ 項中 「 第21条の ６ 第 １ 項の交付等の権限 、 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に 、 「 及び第23条第 １ 項ただ し書 」 を

「 、 第23条第 １ 項ただ し書 」 に改め 、 「 保護の権限 」 の下に 「 並びに第24条の ２ から第24条の ７ まで及び第24条の20の規定に

よる権限 」 を加える 。  

第33条の ４ 第 １ 号中 「 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に改める 。  

第33条の ５ 中 「 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に改め 、 「（平成 ５ 年法律第88号）」を削る 。  

第 ２ 章第 ４ 節を同章第 ５ 節と し 、 同章第 ３ 節の次に次の １ 節を加える 。  

第 ４ 節  障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児施設医療費の支給 

第 １ 款  障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給 

第24条の ２  都道府県は 、 次条第 ６ 項に規定する施設給付決定保護者 （ 以下この条において 「 施設給付決定保護者 」 と い

う 。） が 、 次条第 ４ 項の規定によ り定められた期間内において 、 都道府県知事が指定する知的障害児施設 、 知的障害児通園

施設 、 盲ろ う あ児施設 、 肢体不自由児施設若し く は重症心身障害児施設又は指定医療機関 （ 以下 「 指定知的障害児施設等 」

とい う 。） に入所又は入院 （ 以下 「 入所等 」 と い う 。） の申込みを行い 、 当該指定知的障害児施設等から障害児施設支援

（ 以下 「 指定施設支援 」 と い う 。） を受けた と きは 、 当該施設給付決定保護者に対し 、 当該指定施設支援に要し た費用 （ 食

事の提供に要する費用 、 居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用の う ち厚生労働省令で定める費用及び治

療に要する費用 （ 以下 「 特定費用 」 と い う 。） を除 く 。） について 、 障害児施設給付費を支給する 。  

  障害児施設給付費の額は 、 障害児施設支援の種類ご と に指定施設支援に通常要する費用 （ 特定費用を除 く 。） につき 、 厚

生労働大臣が定める基準によ り算定し た費用の額 （ その額が現に当該指定施設支援に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額

を超える と きは 、 当該現に指定施設支援に要し た費用の額 ） の 100 分の90に相当する額とする 。  

  施設給付決定保護者が同一の月に受けた指定施設支援に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額の合計額から 、 前項の規定

によ り算定された当該同一の月における障害児施設給付費の合計額を控除し て得た額が 、 当該施設給付決定保護者の家計に

与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と きは 、 同項の規定にかかわらず 、 当該同一の月における障

害児施設給付費の額は 、 同項の規定によ り算定し た費用の額の 100 分の90に相当する額を超え 100 分の 100 に相当する額以

下の範囲内において政令で定める額とする 。  

第24条の ３  障害児の保護者は 、 前条第 １ 項の規定によ り障害児施設給付費の支給を受けよ う とする と きは 、 障害児施設支援

の種類ご と に 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 都道府県に申請し なければな ら ない 。  

   都道府県は 、 前項の申請が行われた と きは 、 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度 、 当該障害児の介護を行 う 者の

状況 、 当該障害児の保護者の障害児施設給付費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し て 、 障害児施設給

付費の支給の要否を決定する ものとする 。  

   前項の規定による決定を行 う 場合には 、 児童相談所長の意見を聴かなければな ら ない 。  

   障害児施設給付費を支給する旨の決定 （ 以下 「 施設給付決定 」 と い う 。） を行 う 場合には 、 障害児施設給付費を支給する

期間を定めなければな ら ない 。  

   前項の期間は 、 障害児施設支援の種類ご と に厚生労働省令で定める期間を超える こ とができないものと する 。  

   都道府県は 、 施設給付決定を し た と きは 、 当該施設給付決定を受けた障害児の保護者 （ 以下 「 施設給付決定保護者 」 と い

う 。） に対し 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 第 ４ 項の規定によ り定められた期間 （ 以下 「 給付決定期間 」 と い

う 。） を記載し た受給者証 （ 以下 「 施設受給者証 」 と い う 。） を交付し なければな ら ない 。  
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   指定施設支援を受けよ う とする施設給付決定保護者は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 指定知的障害児施設等に施

設受給者証を提示し て当該指定施設支援を受ける ものとする 。 ただ し 、 緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合につ

いては 、 この限り でない 。  

   施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けた と き （ 当該施設給付決定保護者が当該指定知的障

害児施設等に施設受給者証を提示し た と きに限る 。） は 、 都道府県は 、 当該施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設

等に支払 う べき当該指定施設支援に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） について 、 障害児施設給付費と し て当該施設給付決定

保護者に支給すべき額の限度において 、 当該施設給付決定保護者に代わり 、 当該指定知的障害児施設等に支払 う こ とができ

る 。  

   前項の規定による支払があつた と きは 、 当該施設給付決定保護者に対し障害児施設給付費の支給があつた ものとみなす 。  

   都道府県は 、 指定知的障害児施設等から障害児施設給付費の請求があつた と きは 、 前条第 ２ 項の厚生労働大臣が定める基

準及び第24条の12第 ２ 項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準 （ 指定施設支援の取扱いに関する部分に限

る 。） に照ら し て審査の上 、 支払 う ものとする 。  

   都道府県は 、 前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第45条第 ５ 項に規定する国民健康保険団体連合会その

他営利を目的と し ない法人であつて厚生労働省令で定める ものに委託する こ とができ る 。  

第24条の ４  施設給付決定を行つた都道府県は 、 次に掲げる場合には 、 当該施設給付決定を取り消すこ とができ る 。  

一  施設給付決定に係る障害児が 、 指定施設支援を受ける必要がな く なつた と認める と き 。  

二  施設給付決定保護者が 、 給付決定期間内に 、 当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つた と認める

と き 。  

   前項の規定によ り施設給付決定の取消し を行つた都道府県は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該取消し に係る施

設給付決定保護者に対し施設受給者証の返還を求める ものとする 。  

   前 ２ 項に定める もののほか 、 施設給付決定の取消し に関し必要な事項は 、 政令で定める 。  

第24条の ５  都道府県が 、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある こ と によ り 、 障害児施設支援に要する費用を

負担する こ とが困難である と認めた施設給付決定保護者が受ける障害児施設給付費の支給について第24条の ２ 第 ２ 項の規定

を適用する場合においては 、 同項中 「 100 分の90 」 と あるのは 、 「 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において都

道府県が定めた割合 」 とする 。  

第24条の ６  都道府県は 、 施設給付決定保護者が受けた指定施設支援に要し た費用の合計額から当該費用につき支給された障

害児施設給付費の合計額を控除し て得た額が 、 著し く 高額である と きは 、 当該施設給付決定保護者に対し 、 政令で定める と

こ ろによ り 、 高額障害児施設給付費を支給する 。  

   前項に定める もののほか 、 高額障害児施設給付費の支給要件 、 支給額その他高額障害児施設給付費の支給に関し必要な事

項は 、 指定施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮し て 、 政令で定める 。  

第24条の ７  都道府県は 、 施設給付決定保護者の う ち所得の状況その他の事情を しん酌し て厚生労働省令で定める ものに係る

障害児 （ 知的障害児通園施設に通 う 者その他厚生労働省令で定める者を除 く 。） が 、 給付決定期間内において 、 指定知的障

害児施設等に入所し 、 当該指定知的障害児施設等から指定施設支援を受けた と きは 、 当該施設給付決定保護者に対し 、 当該

指定知的障害児施設等における食事の提供に要し た費用及び居住に要し た費用について 、 政令で定める と こ ろによ り 、 特定

入所障害児食費等給付費を支給する 。  

   第24条の ３ 第 ７ 項から第11項までの規定は 、 特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する 。 この場合において 、

必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

第24条の ８  この款に定める もののほか 、 障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給 

及び指定知的障害児施設等の障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は 、 厚生労働省令

で定める 。  

第 ２ 款  指定知的障害児施設等 

第24条の ９  第24条の ２ 第 １ 項の指定は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 知的障害児施設 、 知的障害児通園施設 、 盲ろ

う あ児施設 、 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設 （ 以下 「 知的障害児施設等 」 と い う 。） であつて 、 その設置者の申

請があつた ものについて行 う 。  

   都道府県知事は 、 前項の申請があつた場合において 、 次の各号のいずれかに該当する と きは 、 指定知的障害児施設等 （ 指

定医療機関を除 く 。 第24条の13 、 第24条の14 、 第24条の17及び第24条の18において同じ 。） の指定を し てはな ら ない 。  

一  申請者が法人でない と き 。  

二  当該申請に係る知的障害児施設等の従業者の知識及び技能並びに人員が 、 第24条の12第 １ 項の厚生労働省令で定める基

準を満た し ていない と き 。  

三  申請者が 、 第24条の12第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正

な知的障害児施設等の運営をする こ とができない と認められる と き 。  

四  申請者の役員 （ 業務を執行する社員 、 取締役 、 執行役又はこれらに準ずる者をいい 、 相談役 、 顧問その他いかなる名称

を有する者であるかを問わず 、 法人に対し業務を執行する社員 、 取締役 、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有する ものと認められる者を含む 。） 又は当該申請に係る知的障害児施設等の長 （ 以下 「 役員等 」 と い う 。） が 、 禁

錮以上の刑に処せられ 、 その執行を終わり 、 又は執行を受ける こ とがな く なるまでの者である と き 。  

五  申請者又は申請者の役員等が 、 この法律その他国民の保健医療若し く は福祉に関する法律で政令で定める ものの規定に

よ り罰金の刑に処せられ 、 その執行を終わり 、 又は執行を受ける こ とがな く なるまでの者である と き 。  

六  申請者が 、 第24条の17の規定によ り指定を取り消され 、 その取消しの日から起算し て ５ 年を経過し ない者である と き 。  
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七  申請者の役員等が 、 第24条の17の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法 （ 平成 ５ 年法律第88号 ） 第15条の規

定による通知があつた日前60日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で 、 当該取消しの日から起算し

て ５ 年を経過し ないものである と き 。  

八  申請者が 、 第24条の17の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該

処分をする日又は処分を し ないこ と を決定する日までの間に第24条の14の規定による指定の辞退を し た者 （ 当該指定の辞

退について相当の理由がある者を除 く 。） で 、 当該辞退の日から起算し て ５ 年を経過し ないものである と き 。  

九  前号に規定する期間内に第24条の14の規定による指定の辞退があつた場合において 、 申請者の役員等が 、 同号の通知の

日前60日以内に当該辞退に係る法人 （ 当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除 く 。） の役員等であつた者で 、

当該辞退の日から起算し て ５ 年を経過し ないものである と き 。  

十  申請者又は申請者の役員等が 、 指定の申請前 ５ 年以内に障害児施設支援に関し不正又は著し く 不当な行為を し た者であ

る と き 。  

第24条の10  第24条の ２ 第 １ 項の指定は 、 ６ 年ご と にその更新を受けなければ 、 その期間の経過によつて 、 その効力を失 う 。  

   前項の更新の申請があつた場合において 、 同項の期間 （ 以下この条において 「 指定の有効期間 」 と い う 。） の満了の日ま

でにその申請に対する処分がされない と きは 、 従前の指定は 、 指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は 、 な

おその効力を有する 。  

   前項の場合において 、 指定の更新がされた と きは 、 その指定の有効期間は 、 従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から

起算する ものと する 。  

   前条の規定は 、 第 １ 項の指定の更新について準用する 。 この場合において 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

第24条の11  指定知的障害児施設等の設置者は 、 障害児がその有する能力及び適性に応じ 、 自立し た日常生活又は社会生活を

営むこ とができ るよ う 、 行政機関 、 教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り つつ 、 障害児施設支援を当該障害児の

意向 、 適性 、 障害の特性その他の事情に応じ 、 効果的に行 う よ う に努めなければな ら ない 。  

   指定知的障害児施設等の設置者は 、 その提供する障害児施設支援の質の評価を行 う こ と その他の措置を講ずる こ と によ り 、

障害児施設支援の質の向上に努めなければな ら ない 。  

   指定知的障害児施設等の設置者は 、 障害児の人格を尊重する と と もに 、 この法律又はこの法律に基づ く 命令を遵守し 、 障

害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行し なければな ら ない 。  

第24条の12  指定知的障害児施設等の設置者は 、 厚生労働省令で定める基準に従い 、 指定施設支援に従事する従業者を有し な

ければな ら ない 。  

   指定知的障害児施設等の設置者は 、 厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従い 、 指

定施設支援を提供し なければな ら ない 。  

第24条の13  指定知的障害児施設等の設置者は 、 設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつた と きは 、 厚

生労働省令で定める と こ ろによ り 、 10日以内に 、 その旨を都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

第24条の14  指定知的障害児施設等は 、 ３ 月以上の予告期間を設けて 、 その指定を辞退する こ とができ る 。  

第24条の15  都道府県知事は 、 必要がある と認める と きは 、 指定知的障害児施設等の設置者若し く はその長その他の従業者

（ 以下 「 指定施設設置者等 」 と い う 。） である者若し く は指定施設設置者等であつた者に対し 、 報告若し く は帳簿書類その

他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 指定施設設置者等である者若し く は指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め 、

又は当該職員に 、 関係者に対し質問させ 、 若し く は当該指定知的障害児施設等に立ち入り 、 その設備若し く は帳簿書類その

他の物件を検査させる こ とができ る 。  

   前項の規定による質問又は検査を行 う 場合においては 、 当該職員は 、 その身分を示す証明書を携帯し 、 かつ 、 関係者の請

求がある と きは 、 これを提示し なければな ら ない 。  

   第 １ 項の規定による権限は 、 犯罪捜査のために認められた ものと解釈し てはな ら ない 。  

第24条の16  都道府県知事は 、 指定知的障害児施設等の設置者が 、 当該指定に係る施設の従業者の知識若し く は技能若し く は

人員について第24条の12第 １ 項の厚生労働省令で定める基準に適合し ておらず 、 又は同条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指

定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営を し ていない と認める と きは 、

当該指定知的障害児施設等の設置者に対し 、 期限を定めて 、 同条第 １ 項の厚生労働省令で定める基準を遵守し 、 又は同条第

２ 項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準を遵守すべき こ と を勧告する こ とができ る 。  

   都道府県知事は 、 前項の規定による勧告を し た場合において 、 その勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が 、 同項

の期限内にこれに従わなかつた と きは 、 その旨を公表する こ とができ る 。  

   都道府県知事は 、 第 １ 項の規定による勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が 、 正当な理由がな く てその勧告に係

る措置を と ら なかつた と きは 、 当該指定知的障害児施設等の設置者に対し 、 期限を定めて 、 その勧告に係る措置を と るべき

こ と を命ずる こ とができ る 。  

   都道府県知事は 、 前項の規定による命令を し た と きは 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

第24条の17  都道府県知事は 、 次の各号のいずれかに該当する場合においては 、 当該指定知的障害児施設等に係る第24条の ２

第 １ 項の指定を取り消し 、 又は期間を定めてその指定の全部若し く は一部の効力を停止する こ とができ る 。  

一  指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等が 、 第24条の ９ 第 ２ 項第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第 ７ 号又は第 ９ 号のいずれかに

該当するに至つた と き 。  

二  指定知的障害児施設等の設置者が 、 第24条の11第 ３ 項の規定に違反し た と認められる と き 。  

三  指定知的障害児施設等の設置者が 、 当該指定に係る施設の従業者の知識若し く は技能又は人員について 、 第24条の12第

１ 項の厚生労働省令で定める基準を満たすこ とができな く なつた と き 。  

四  指定知的障害児施設等の設置者が 、 第24条の12第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に

関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をする こ とができな く なつた と き 。  
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五  障害児施設給付費 、 特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の請求に関し不正があつた と き 。  

六  指定施設設置者等が 、 第24条の15第 １ 項の規定によ り報告又は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示を命ぜられて

これに従わず 、 又は虚偽の報告を し た と き 。  

七  指定施設設置者等が 、 第24条の15第 １ 項の規定によ り出頭を求められて これに応ぜず 、 同項の規定による質問に対し て

答弁せず 、 若し く は虚偽の答弁を し 、 又は同項の規定による立入り若し く は検査を拒み 、 妨げ 、 若し く は忌避し た と き 。

ただ し 、 当該指定知的障害児施設等の従業者がその行為を し た場合において 、 その行為を防止するため 、 当該指定知的障

害児施設等の設置者又はその長が相当の注意及び監督を尽 く し た と き を除 く 。  

八  指定知的障害児施設等の設置者が 、 不正の手段によ り第24条の ２ 第 １ 項の指定を受けた と き 。  

九  前各号に掲げる場合のほか 、 指定知的障害児施設等の設置者が 、 この法律その他国民の保健医療若し く は福祉に関する

法律で政令で定める もの又はこれらの法律に基づ く 命令若し く は処分に違反し た と き 。  

十  前各号に掲げる場合のほか 、 指定知的障害児施設等の設置者が 、 障害児施設支援に関し不正又は著し く 不当な行為を し

た と き 。  

十一  指定知的障害児施設等の設置者又はその役員等の う ちに指定の取消し又は指定の全部若し く は一部の効力の停止を し

よ う とする と き前 ５ 年以内に障害児施設支援に関し不正又は著し く 不当な行為を し た者がある と き 。  

第24条の18  都道府県知事は 、 次に掲げる場合には 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

一  第24条の ２ 第 １ 項の指定知的障害児施設等の指定を し た と き 。  

二  第24条の14の規定による指定知的障害児施設等の指定の辞退があつた と き 。  

三  前条の規定によ り指定知的障害児施設等の指定を取り消し た と き 。  

第24条の19  都道府県は 、 指定知的障害児施設等に関し必要な情報の提供を行 う と と もに 、 その利用に関し相談に応じ 、 及び

助言を行わなければな ら ない 。  

   都道府県は 、 障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつた と きは 、 指定知的障害児施設等の利用についてあつせん又

は調整を行 う と と もに 、 必要に応じ て 、 指定知的障害児施設等の設置者に対し 、 当該障害児の利用についての要請を行 う も

のとする 。  

   指定知的障害児施設等の設置者は 、 前項のあつせん 、 調整及び要請に対し 、 でき る限り協力し なければな ら ない 。  

第 ３ 款  障害児施設医療費の支給 

第24条の20  都道府県は 、 施設給付決定に係る障害児が 、 給付決定期間内において 、 指定知的障害児施設等 （ 病院その他厚生

労働省令で定める施設に限る 。 以下この条 、 次条及び第24条の23において同じ 。） から障害児施設支援の う ち治療に係る も

の （ 以下 「 障害児施設医療 」 と い う 。） を受けた と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当該障害児に係る施設給付

決定保護者に対し 、 当該障害児施設医療に要し た費用について 、 障害児施設医療費を支給する 。  

   障害児施設医療費の額は 、 次に掲げる額の合算額とする 。  

一  当該障害児施設医療 （ 食事療養 （ 健康保険法 （ 大正11年法律第70号 ） 第63条第 ２ 項に規定する食事療養をい う 。 以下こ

の項において同じ 。） を除 く 。 以下この号において同じ 。） につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ

り算定し た額の 100 分の90に相当する額 。 ただ し 、 当該施設給付決定保護者が同一の月における障害児施設医療に要し た

費用の額の合計額の 100 分の10に相当する額が 、 当該施設給付決定保護者の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て

政令で定める額を超える と きは 、 当該障害児施設医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定

し た額の範囲内において政令で定める と こ ろによ り算定し た額 

二  当該障害児施設医療 （ 食事療養に限る 。） につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額か

ら 、 健康保険法第85条第 ２ 項に規定する標準負担額 、 施設給付決定保護者の所得の状況その他の事情を勘案し て厚生労働

大臣が定める額を控除し た額 

    前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例による こ とができない と き 、 及びこれによる こ と を適当と し ない

と きの障害児施設医療に要する費用の額の算定方法は 、 厚生労働大臣の定める と こ ろによる 。  

    施設給付決定に係る障害児が指定知的障害児施設等から障害児施設医療を受けた と きは 、 都道府県は 、 当該障害児に係

る施設給付決定保護者が当該指定知的障害児施設等に支払 う べき当該障害児施設医療に要し た費用について 、 障害児施設

医療費と し て当該施設給付決定保護者に支給すべき額の限度において 、 当該施設給付決定保護者に代わり 、 当該指定知的

障害児施設等に支払 う こ とができ る 。  

    前項の規定による支払があつた と きは 、 当該施設給付決定保護者に対し障害児施設医療費の支給があつた ものとみなす 。  

第24条の21  第21条の規定は指定知的障害児施設等について 、 第21条の ２ 及び第21条の ３ の規定は指定知的障害児施設等に対

する障害児施設医療費の支給について準用する 。 この場合において 、 第21条中 「 前条第 ２ 項の医療 」 と あるのは 「 第24条の

20第 １ 項に規定する障害児施設医療 」 と 、 第21条の ２ 中 「 診療方針及び診療報酬 」 と あるのは 「 診療方針 」 と 、 第21条の ３

（ 第 ２ 項を除 く 。） 中 「 診療報酬の 」 と あるのは 「 障害児施設医療費の 」 と読み替える ものとする 。  

第24条の22  障害児施設医療費の支給は 、 当該障害の状態につき 、 健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づ く

給付であつて政令で定める ものの う ち障害児施設医療費の支給に相当する ものを受ける こ とができ る と きは政令で定める限

度において 、 当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において障害児施設医療費の支給に相当

する ものが行われた と きはその限度において 、 行わない 。  

第24条の23  この款に定める もののほか 、 障害児施設医療費の支給及び指定知的障害児施設等の障害児施設医療費の請求に関

し必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

第34条の ３ 第 １ 項中 「 障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業 （ 以下 「 障害児相談支援事業等 」 と い う 。）」 を 「 児童

自立生活援助事業 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 障害児相談支援事業等 」 を 「 児童自立生活援助事業 」 に改める 。  

第34条の ３ の ２ を削る 。  

第34条の ４ 第 １ 項及び第34条の ５ 中 「 障害児相談支援事業等 」 を 「 児童自立生活援助事業 」 に改める 。  
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第34条の ６ 中 「 障害児相談支援事業等 」 を 「 相談支援事業又は児童自立生活援助事業 」 に改める 。  

第42条中 「 保護する 」 を 「 保護し 、 又は治療する 」 に改める 。  

第43条の ３ 中 「 肢体不自由児施設は 、 上肢 、 下肢又は体幹の機能の障害 （ 以下 「 肢体不自由 」 と い う 。）」 を 「 肢体不自由児

施設は 、 肢体不自由 」 に改める 。  

第49条中 「 障害児相談支援事業等 」 を 「 児童自立生活援助事業 」 に改める 。  

第50条第 ５ 号中 「 第21条の ９ 」 を 「 第20条 」 に改め 、 同条第 ５ 号の ２ 中 「 第21条の ９ の ６ 」 を 「 第21条の ５ 」 に改め 、 同条

第 ６ 号中 「 次条第 ３ 号 」 を 「 次条第 ２ 号 」 に改め 、 同条第 ６ 号の ２ 中 「 次条第 ４ 号及び第 ４ 号の ２ 」 を 「 次条第 ３ 号及び第 ４

号 」 に改め 、 同条第 ６ 号の ３ の次に次の １ 号を加える 。  

六の四  障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費若し く は特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費 （ 以下 「 障

害児施設給付費等 」 と い う 。） の支給に要する費用 

第51条中第 ２ 号を削り 、  

第 ３ 号を第 ２ 号と し 、 第 ４ 号を第 ３ 号と し 、 第 ４ 号の ２ を第 ４ 号とする 。  

第53条中 「 第 ２ 号 （ 第21条の25第 ２ 項の措置に係る費用に限る 。）、第 ４ 号 」 を 「 第 ３ 号 」 に改める 。  

第53条の ３ を削る 。  

第55条中 「 第51条第 ２ 号の費用 （ 第21条の25第 ２ 項の措置に係る費用を除 く 。） 並びに第51条第 ３ 号及び第 ４ 号の ２ 」 を 

「 第51条第 １ 号 、 第 ２ 号及び第 ４ 号 」 に改める 。  

第56条第 １ 項中 「 扶養義務者 」 の下に「（民法に定める扶養義務者をい う 。 以下同じ 。）」 を加え 、 同条第 ２ 項中 「 及び第 ６ 号

の ３ から第 ７ 号の ２ まで 」 を 「 、 第 ６ 号の ３ 、 第 ７ 号及び第 ７ 号の ２ 」 に 、 「 第51条第 １ 号に規定する費用 （ 業者に委託し な

いで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る 。） 並びに同条第 ２ 号及び第 ３ 号 」 を 「 第51

条第 １ 号及び第 ２ 号 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 第51条第 ４ 号若し く は第 ４ 号の ２ 」 を 「 第51条第 ３ 号若し く は第 ４ 号 」 に改め 、

同条第 ５ 項中 「 第21条の ９ の ６ 」 を 「 第21条の ５ 」 に 、 「 第 ７ 項 」 を 「 次項 」 に改め 、 同条第 ７ 項中 「 前 ２ 項 」 を 「 前項 」 に

改め 、 「 又は業者 」 及び 「 又は市町村 」 を削り 、 同条第 ８ 項中 「 又は第 ６ 項 」 を削り 、 「 都道府県又は市町村 」 を 「 都道府

県 」 に改め 、 「 又は市町村長 」 を削り 、 同条第 ９ 項中 「 若し く は第 ６ 項 」 を削り 、 同条第10項及び第11項中 「 第 ８ 項 」 を 「 第

７ 項 」 に改め 、 同条第 ６ 項を削る 。  

第56条の ２ 第 １ 項第 ２ 号中 「 基づ く 」 の下に 「 障害児施設給付費の支給 、」 を加え 、 同条第 ３ 項中 「 知的障害児施設 、 知的

障害児通園施設 、 盲ろ う あ児施設 、 肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設 （ 第72条第 １ 項において 「 知的障害児施設等 」

と い う 。）」 を 「 知的障害児施設等 」 に改める 。  

第56条の ６ 第 １ 項中 「 介護給付費等 」 の下に 「 、 障害児施設給付費 、 高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付

費 」 を加え 、 「 第21条の25 」 を 「 第21条の ６ 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 障害児相談支援事業等 」 を 「 児童自立生活援助事業 」

に改める 。  

第57条の ２ 第 ２ 項中 「 この法律 」 を 「 前項に規定する もののほか 、 この法律 」 に改め 、 同条第 １ 項の次に次の １ 項を加える 。  

障害児施設給付費等を受ける権利は 、 譲り渡し 、 担保に供し 、 又は差し押さ える こ とができない 。  

第57条の ２ を第57条の ５ と し 、 第57条の次に次の ３ 条を加える 。  

第57条の ２  都道府県は 、 偽り その他不正の手段によ り障害児施設給付費等の支給を受けた者がある と きは 、 その者から 、 そ

の障害児施設給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収する こ とができ る 。  

   都道府県は 、 指定知的障害児施設等が 、 偽り その他不正の行為によ り障害児施設給付費若し く は特定入所障害児食費等給

付費又は障害児施設医療費の支給を受けた と きは 、 当該指定知的障害児施設等に対し 、 その支払つた額につき返還させるほ

か 、 その返還させる額に 100 分の40を乗じ て得た額を支払わせる こ とができ る 。  

   前 ２ 項の規定による徴収金は 、 地方自治法第 231 条の ３ 第 ３ 項に規定する法律で定める歳入とする 。  

第57条の ３  都道府県は 、 障害児施設給付費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 障害児の保護者若し く は障害児の

属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し 、 報告若し く は文書その他の物件の提出若

し く は提示を命じ 、 又は当該職員に質問させる こ とができ る 。  

 第24条の15第 ２ 項の規定は前項の規定による質問について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用する 。  

第57条の ４  都道府県は 、 障害児施設給付費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 障害児の保護者又は障害児の属す

る世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき 、 官公署に対し必要な文書の閲覧若し く は資料の提

供を求め 、 又は銀行 、 信託会社その他の機関若し く は障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求める こ とができ る 。

第59条の ５ 第 １ 項中 「 第21条の ９ の ５ 第 １ 項 」 を 「 第21条の ４ 第 １ 項 」 に改める 。  

第59条の ７ 第 ２ 項ただ し書中 「 第21条の27各号 」 を 「 第21条の ９ 各号 」 に改める 。 第61条の ３ 中 「 第21条の30 」 を 「 第21条

の12 」 に改める 。  

第62条第 ３ 号中 「 第21条の32第 １ 項 」 を 「 第21条の14第 １ 項 」 に改め 、 同条中第 ６ 号を第 ７ 号と し 、 第 ５ 号を第 ６ 号と し 、  

第 ４ 号を第 ５ 号と し 、 第 ３ 号の次に次の １ 号を加える 。  

四  正当の理由がないのに 、 第24条の15第 １ 項の規定による報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の

報告若し く は虚偽の物件の提出若し く は提示を し 、 同項の規定による質問に対し て答弁をせず 、 若し く は虚偽の答弁を し 、 又

は同項の規定による立入り若し く は検査を拒み 、 妨げ 、 若し く は忌避し た者 

本則中第62条の ２ の次に次の １ 条を加える 。  

第62条の ３  都道府県は 、 条例で 、 次の各号のいずれかに該当する者に対し10万円以下の過料を科する規定を設ける こ とがで

き る 。  

一  第24条の ４ 第 ２ 項の規定による施設受給者証の返還を求められて これに応じ ない者 
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二  正当の理由がないのに 、 第57条の ３ 第 １ 項の規定による報告若し く は物件の提出若し く は提示をせず 、 若し く は虚偽の

報告若し く は虚偽の物件の提出若し く は提示を し 、 又は同項の規定による質問に対し て答弁をせず 、 若し く は虚偽の答弁

を し た者 

第63条の ３ の次に次の １ 条を加える 。  

第63条の ３ の ２  都道府県は 、 第24条の ２ 第 １ 項 、 第24条の ６ 第 １ 項 、 第24条の ７ 第 １ 項又は第24条の20第 １ 項の規定にかか

わらず 、 当分の間 、 厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等に入所等を し た障害児 （ 以下この項において 「 入所者 」 と

い う 。） について 、 引き続き指定施設支援を受けなければその福祉を損な う おそれがある と認める と きは 、 当該入所者が満

18歳に達し た後において も 、 当該入所者からの申請によ り 、 当該入所者が社会生活に順応する こ とができ るよ う になるまで 、

厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 引き続き障害児施設給付費等を支給する こ とができ る 。 ただ し 、 当該入所者が障害者

自立支援法第 ５ 条第 ５ 項に規定する療養介護 （ 以下 「 療養介護 」 と い う 。） その他の支援を受ける こ とができ る場合は 、 こ

の限り でない 。  

   都道府県は 、 第24条の ２ 第 １ 項 、 第24条の ６ 第 １ 項 、 第24条の ７ 第 １ 項又は第24条の20第 １ 項の規定にかかわらず 、 当分

の間 、 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し ている満18歳以上の者について 、 重症心身障害児施設支援に係る指定

施設支援を受けなければその福祉を損な う おそれがある と認める と きは 、 その者からの申請によ り 、 厚生労働省令で定める

と こ ろによ り 、 重症心身障害児施設支援に係る障害児施設給付費等を支給する こ とができ る 。 ただ し 、 その者が療養介護そ

の他の支援を受ける こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

   前 ２ 項の規定によ り障害児施設給付費等を支給する こ とができ る こ と と された者については 、 その者を障害児又は障害児

の保護者とみな し て 、 第24条の ２ から第24条の ７ まで及び第24条の19から第24条の22までの規定を適用する 。 この場合にお

いて 、 必要な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

   第 １ 項の場合においては 、 都道府県知事は 、 児童相談所長の意見を聴かなければな ら ない 。  

第63条の ４ 中 「 同法第 ５ 条第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第12項に規定する障害

者支援施設 （ 次条において 「 障害者支援施設 」 と い う 。）」 に 、 「 障害者自立支援法第 ４ 条第 １ 項 」 を 「 同法第 ４ 条第 １ 項 」

に改める 。  

第63条の ５ 中 「 知的障害者福祉法第21条の ６ に規定する知的障害者更生施設 、 同法第21条の ７ に規定する知的障害者授産

施設若し く は同法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮 」 を 「 障害者支援施設 」 に 、 「 同法第 ９ 条 」 を 「 知的障害者福祉

法第 ９ 条 」 に改める 。  

（ 児童福祉法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第27条  施行日前に行われた附則第25条の規定による改正前の児童福祉法 （ 次条及び附則第29条において 「 旧法 」 と い う 。） 第

20条第 １ 項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については 、 なお従前の例による 。  

第28条  施行日前に行われた旧法第21条の10第 １ 項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給につ

いては 、 なお従前の例による 。  

２  施行日前に行われた旧法第21条の12第 １ 項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給

については 、 なお従前の例によ る 。  

３  施行日前に行われた旧法第21条の25第 １ 項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶

養義務者 （ 民法 （ 明治29年法律第89号 ） に定める扶養義務者をい う 。 以下同じ 。） からの費用の徴収については 、 なお従前の

例による 。   

第29条  施行日において現に旧法第21条の25第 １ 項の規定によ る行政措置を受けて旧法第 ６ 条の ２ 第 １ 項に規定する児童居宅支

援が提供されている障害児及び障害児の保護者は 、 政令で定める と こ ろによ り 、 施行日に 、 附則第25条の規定による改正後の

児童福祉法 （ 以下この条において 「 新法 」 と い う 。） 第21条の25第 １ 項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提

供されている障害児及び障害児の保護者とみなす 。  

２  新法第53条及び第55条の規定は 、 施行日以後に行われる新法第21条の25第 １ 項の規定によ る行政措置に要する費用について

適用し 、 施行日前に行われた旧法第21条の25第 １ 項の規定によ る行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は 、

なお従前の例による 。   

第30条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第26条の規定による改正前の児童福祉法 （ 以下この条から

附則第33条までにおいて 「 旧法 」 と い う 。） 第21条の ６ 第 １ 項の規定による補装具の交付若し く は修理又は補装具の購入若し

く は修理に要する費用の支給については 、 なお従前の例による 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第21条の25の規定による行政措置に要する費用についての市町

村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については 、 な

お従前の例によ る 。   

第31条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第42条に規定する知的障害児施設 、 児童福祉法第43条に規

定する知的障害児通園施設 、 同法第43条の ２ に規定する盲ろ う あ児施設 、 旧法第43条の ３ に規定する肢体不自由児施設及び児

童福祉法第43条の ４ に規定する重症心身障害児施設については 、 同日に 、 附則第26条の規定による改正後の児童福祉法 （ 次条

において 「 新法 」 と い う 。） 第24条の ２ 第 １ 項の指定を受けた ものとみなす 。   

第32条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は 、 新法第24条の ２ 第 ２ 項中 「 の 100 分の90に

相当する額 」 と あるのは 、 「 から当該費用の額の 100 分の10に相当する額と し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た

額を控除し て得た額 」 とする 。   

第33条  旧法第 ６ 条の ２ 第 １ 項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第34条の ３ の ２ の規定による個人の身

上に関する秘密を守ら なければな ら ない義務については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後も 、 なお従前の例に

よる 。  
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（ 身体障害者福祉法の一部改正 ）  

第34条  身体障害者福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 居宅生活支援費及び 」 及び 「 指定居宅支援事業者及び 」 を削り 、 「 居宅介護 」 を 「 障害福祉サービス 」 に 、 「 第18

条の ４ 」 を 「 第19条 」 に改め 、 「 更生医療 、」 を削り 、 「 第19条 」 を 「 第20条 」 に改める 。  

第 １ 条中 「 この法律は 」 の下に 「 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） と相まつて 」 を加える 。  

第 ４ 条の ２ の見出し を「（事業）」に改め 、 同条第 １ 項から第 ８ 項までを削り 、 同条第 ９ 項中 「 、 身体障害者居宅生活支援事

業 」 を「（特別区を含む 。 以下同じ 。）、障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業 （ 同法附則第 ８ 条第 ２

項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。 以下 「 障害福祉サービス事業 」 と い う 。）」 に改め 、 同項を同

条第 １ 項と し 、 同条第10項から第12項までを ８ 項ずつ繰り上げる 。  

第 ９ 条第 ６ 項中 「 市町村長 」 の下に「（特別区の区長を含む 。 以下同じ 。）」 を加える 。  

第11条第 ２ 項中 「 第10条第 １ 項第 １ 号 」 を 「 前条第 １ 項第 １ 号 」 に改め 、 「 第18条第 ３ 項 」 の下に 「 及び第 ４ 項 」 を加え 、

「 第10条第 １ 項第 ２ 号ロ 」 を 「 前条第 １ 項第 ２ 号ロ 」 に 、 「 業務を 」 を 「 業務並びに障害者自立支援法第22条第 ２ 項及び第 ３

項 、 第26条第 １ 項並びに第74条に規定する業務を 」 に改める 。  

第14条の ２ 第 １ 項中 「 更生援護 」 の下に 「 、 障害者自立支援法の規定による自立支援給付 」 を加える 。  

第17条の ３ 第 １ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に 、 「 利用の 」 を 「 利用についての 」 に

改め 、 同条第 ２ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に改める 。  

「 第 ２ 節  居宅生活支援費及び施設訓練等支援費 」 を 「 第 ２ 節  施設訓練等支援費 」 に改める 。  

第17条の ４ から第17条の ９ までを次のよ う に改める 。  

第17条の ４ から第17条の ９ まで  削除 

第17条の10第 １ 項中 「 規定する施設支給決定身体障害者 」 の下に「（以下この条において 「 施設支給決定身体障害者 」 と い

う 。）」 を加え 、 「 同条第 ３ 項 」 を 「 次条第 ３ 項 」 に改め 、 「 要し た費用 （ 」 の下に 「 食事の提供に要する費用 、 居住又は滞在

に要する費用その他の 」 を加え 、 「 特定日常生活費 」 を 「 特定費用 」 に改め 、 同条第 ２ 項第 １ 号中 「 特定日常生活費 」 を 「 特

定費用 」 に改め 、 同項第 ２ 号を次のよ う に改める 。  

二  前号の厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た額の 100 分の10に相当する額と し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り

算定し た額 

第17条の10第 ３ 項中 「 前項第 １ 号 」 を 「 第 ２ 項第 １ 号 」 に改め 、 同項を同条第 ４ 項と し 、 同条第 ２ 項の次に次の １ 項を加える 。  

３  施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額の合計額から 、 前項の

規定によ り算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除し て得た額が 、 当該施設支給決定身体障害者

の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と きは 、 同項の規定にかかわらず 、 当該同一の月に

おける施設訓練等支援費の額は 、 同項第 １ 号に掲げる額から同項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定め

る と こ ろによ り算定し た額を控除し て得た額とする 。  

第17条の11第 ８ 項中 「 特定日常生活費 」 を 「 特定費用 」 に改め 、 同条第10項中 「 前条第 ２ 項各号 」 を 「 前条第 ２ 項第 １ 号 」  

に改め 、 同条第11項を次のよ う に改める 。  

11  市町村は 、 前項の規定によ る支払に関する事務を国民健康保険法 （ 昭和33年法律第 192 号 ） 第45条第 ５ 項に規定する国民

健康保険団体連合会その他営利を目的と し ない法人であつて厚生労働省令で定める ものに委託する こ とができ る 。  

第17条の13の次に次の ３ 条を加える 。  

（ 施設訓練等支援費の額の特例 ）   

第17条の13の ２  市町村が 、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある こ と によ り 、 身体障害者施設支援に要する費

用を負担する こ とが困難である と認めた施設支給決定身体障害者が受ける施設訓練等支援費の額は 、 第17条の10第 ２ 項の規定

にかかわらず 、 同項第 １ 号に掲げる額から同項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除し て

得た額とする 。  

（ 高額施設訓練等支援費の支給 ）   

第17条の13の ３  市町村は 、 施設支給決定身体障害者が受けた身体障害者施設支援 、 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ）

第 ５ 条第 ２ 項に規定する知的障害者施設支援及び介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） 第24条第 ２ 項に規定する介護給付等対

象サービスの う ち政令で定める ものに要し た費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費 、 知的障害者福祉

法第15条の11第 １ 項の施設訓練等支援費及び介護保険法第20条に規定する介護給付等の う ち政令で定める ものの合計額を控除

し て得た額が 、 著し く 高額である と きは 、 当該施設支給決定身体障害者に対し 、 高額施設訓練等支援費を支給する 。  

２  前項に定める もののほか 、 高額施設訓練等支援費の支給要件 、 支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項

は 、 身体障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮し て 、 政令で定める 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給 ）   

第17条の13の ４  市町村は 、 施設支給決定身体障害者 （ 指定身体障害者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働省令で定める者を

除 く 。） の う ち所得の状況その他の事情を しん酌し て厚生労働省令で定める もの （ 以下この項において 「 特定入所者 」 と い

う 。） が 、 施設支給決定期間内において 、 指定身体障害者更生施設等に入所し 、 当該指定身体障害者更生施設等から指定施設

支援を受けた と きは 、 当該特定入所者に対し 、 当該指定身体障害者更生施設等における食事の提供に要し た費用及び居住に要

し た費用について 、 政令で定める と こ ろによ り 、 特定入所者食費等給付費を支給する 。  

２  第17条の11第 ７ 項から第11項までの規定は 、 特定入所者食費等給付費の支給について準用する 。 この場合において 、 必要な

技術的読替えは 、 政令で定める 。  

第17条の15中 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費 、 高額施設訓練

等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 に改め 、 「 居宅支給決定身体障害者若し く は施設支給決定身体障害者又は身体障害者

居宅支援若し く は 」 を削る 。  
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第17条の16中 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費 、 高額施設訓練

等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 に改める 。  

「 第 ２ 款  指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等 」 を 「 第 ２ 款  指定身体障害者更生施設等 」 に改める 。  

第17条の17から第17条の23までを次のよ う に改める 。  

第17条の17から第17条の23まで  削除 

第17条の28第 １ 項中 「 施設訓練等支援費 」 の下に 「 、 高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 を加え 、 同条第

２ 項を次のよ う に改める 。  

２  前項の規定による質問又は検査を行 う 場合においては 、 当該職員は 、 その身分を示す証明書を携帯し 、 かつ 、 関係者の請

求がある と きは 、 これを提示し なければな ら ない 。  

第17条の28に次の １ 項を加える 。  

３  第 １ 項の規定による権限は 、 犯罪捜査のために認められた ものと解釈し てはな ら ない 。  

第17条の30第 １ 項第 ２ 号中 「 施設訓練等支援費 」 の下に 「 又は特定入所者食費等給付費 」 を加える 。  

第17条の32第 ５ 項中 「 厚生労働大臣が定める基準によ り 」 を 「 厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額を基準と し

て 」 に改める 。  

「 第 ４ 節  居宅介護 、 施設入所等の措置 」 を 「 第 ４ 節  障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 」 に改める 。  

第18条の見出し中 「 居宅介護 」 を 「 障害福祉サービス 」 に改め 、 同条第 １ 項中 「 身体障害者居宅支援を必要とする者 」 を 「 障

害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな され

た ものを含む 。 以下 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） を必要と する身体障害者 」 に 、 「 第17条の ４ 又は第17条の ６ の規定によ

り居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費 」 を 「 同法に規定する介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費又は特例訓練等

給付費 」 に 、 「 その者 」 を 「 その身体障害者 」 に 、 「 身体障害者居宅支援を提供し 」 を 「 障害福祉サービスを提供し 」 に 、

「 身体障害者居宅支援の 」 を 「 障害福祉サービスの 」 に改め 、 同条に次の １ 項を加える 。  

４  市町村は 、 身体障害者更生施設等への入所を必要とする者の う ち 、 療養上の管理 、 看護 、 医学的管理下における介護その

他の世話 （ 以下この項において 「 介護等 」 と い う 。） を必要と する ものと し て厚生労働省令で定める ものにつき 、 前項の規

定による措置に代えて 、 国立高度専門医療セン ター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大

臣の指定する もの （ 第28条の ２ において 「 指定医療機関 」 と い う 。） にその者を入院させ 、 必要な介護等の提供を委託する

こ とができ る 。  

第18条の ３ 中 「 第49条の ２ 」 を 「 第50条 」 に改める 。  

「 第 ５ 節  更生医療 、 補装具等 」 を 「 第 ５ 節  補装具等 」 に改める 。  

第19条から第19条の ８ までを削る 。  

第18条の ４ 中 「 第49条の ２ 」 を 「 第50条 」 に改め 、 第 ２ 章第 ４ 節中同条を第19条とする 。  

第21条の ２ ただ し書中 「 但し 」 を 「 ただ し 」 に改め 、 「 扶養義務者 」 の下に「（民法 （ 明治29年法律第89号 ） に定める扶養義 

務者をい う 。 以下同じ 。）」 を加える 。  

第26条第 １ 項中 「 、 身体障害者居宅生活支援事業 」 を削り 、 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体障害者相談支援事

業等 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体障害者相談支援事業等 」 に改める 。  

第28条の ２ 中 「 身体障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に改め 、 「 身体障害者更生援護施設 」 の下に

「 若し く は指定医療機関 」 を 、 「 第 ３ 項 」 の下に 「 若し く は第 ４ 項 」 を加える 。  

第35条第 ２ 号中 「 、 第19条 」 を削り 、 同条第 ２ 号の ２ 中 「 第17条の ４ 若し く は第17条の ６ 又は第17条の10 」 を 「 第17条の10 、

第17条の13の ３ 又は第17条の13の ４ 」 に改め 、 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は 」 を削り 、 「（第43条の ４ 及

び第45条において 「 居宅生活支援費等 」 と い う 。）」 を 「 、 高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費 （ 以下 「 施設訓

練等支援費等 」 と い う 。）」 に改め 、 同条第 ３ 号を削り 、 同条第 ２ 号の ３ を同条第 ３ 号とする 。  

第36条第 ３ 号中 「 、 第19条の ５ 、 第19条の ６ 」 を削る 。  

第37条の見出し中 「 及び補助 」 を削り 、 同条第 １ 項第 １ 号中 「 第18条第 ３ 項 、 第19条及び 」 を 「 第18条第 １ 項 、 第 ３ 項及び

第 ４ 項並びに 」 に改め 、 「 第17条の10の規定によ り市町村が行 う 施設訓練等支援費の支給に要する費用に限り 、」 を削り 、  

同項第 ２ 号中 「 第18条第 ３ 項 、 第19条及び 」 を 「 第18条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項並びに 」 に改め 、 「 第17条の10の規定によ

り 」 及び 「 について市町村が行 う 施設訓練等支援費の支給 」 を削り 、 同条第 ２ 項を削る 。  

第37条の ２ の見出し中 「 及び補助 」 を削り 、 同条第 １ 項第 ３ 号中 「 第18条第 １ 項及び第 ２ 項 」 を 「 第18条第 ２ 項 」 に改め 、  

「（第17条の10の規定によ り市町村が行 う 施設訓練等支援費の支給に要する費用に限る 。）」 及び 「 第19条の ５ 及び 」 を削り 、  

同条第 ２ 項を削る 。  

第38条第 １ 項中 「 更生医療の給付が行われ 、 又は 」 を削り 、 「 若し く は 」 を 「 又は 」 に改め 、 「 指定医療機関又は 」 を削り 、  

同条第 ２ 項中 「 指定医療機関又は 」 を削り 、 同条第 ４ 項中 「 身体障害者居宅支援 」 を 「 障害福祉サービス 」 に 、 「 場合又は 」  

「 場合 、 同条第 ４ 項の規定に基づき同項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は 」 に改める 。  

第39条第 １ 項及び第40条中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体障害者相談支援事業等 」 に改める 。  

第43条の ３ 第 １ 項中 「 第19条の ６ 第 １ 項 、」 を削る 。  

第43条の ４ 第 １ 項中 「 居宅生活支援費等 」 を 「 施設訓練等支援費等 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 指定居宅支援事業者及び 」 及び

「（以下この項において 「 指定居宅支援事業者等 」 と い う 。）」 を削り 、 「 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等

支援費又は特定入所者食費等給付費 」 に 、 「 当該指定居宅支援事業者等 」 を 「 当該指定身体障害者更生施設等 」 に改める 。  

第43条の ５ を第43条の ７ と し 、 第43条の ４ の次に次の ２ 条を加える 。  

（ 報告等 ）   
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第43条の ５  市町村は 、 施設訓練等支援費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 身体障害者 、 身体障害者の配偶者若

し く は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し 、 報告若し く は文書そ

の他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に質問させる こ とができ る 。  

２  第17条の28第 ２ 項の規定は前項の規定によ る質問について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用する 。  

（ 資料の提供等 ）   

第43条の ６  市町村は 、 施設訓練等支援費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 身体障害者 、 身体障害者の配偶者又

は身体障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき 、 官公署に対し必要な文書の閲

覧若し く は資料の提供を求め 、 又は銀行 、 信託会社その他の機関若し く は身体障害者の雇用主その他の関係人に報告を求め

る こ とができ る 。  

第45条第 １ 項中 「 居宅生活支援費等 」 を 「 施設訓練等支援費等 」 に改める 。  

第48条の ２ 中 「 第17条の ７ 第 ２ 項後段若し く は第17条の ８ 第 ２ 項の規定による居宅受給者証の提出若し く は返還又は第17条

の12第 ２ 項後段若し く は 」 を 「 第17条の12第 ２ 項後段又は 」 に 、 「 若し く は返還を 」 を 「 又は返還を 」 に改める 。  

第50条中 「 第18条 （ 」 の下に 「 第 １ 項及び 」 を加える 。  

第51条第 １ 項 、 第 ２ 項及び第 ５ 項中 「 第37条の ２ 第 １ 項 」 を 「 第37条の ２ 」 に改める 。  

第35条  身体障害者福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 第17条の ３ 」 を 「 第17条の ２ 」 に 、 「 第 ２ 節  施設訓練等支援費   第 １ 款  支援費等の支給 （ 第17条の ４ －第17

条の16 ）   第 ２ 款  指定身体障害者更生施設等 （ 第17条の17－第17条の31 ）  第 ３ 節  国立施設への入所 （ 第17条の32 ）  

 第 ４ 節  障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 （ 第18条－第19条 ）  第 ５ 節  補装具等 （ 第20条－第21条の ３ ）  

 第 ６ 節  社会参加の促進等 （ 第21条の ４ －第25条の ２ ）」を 「 第 ２ 節  障害福祉サービス 、 障害者支援施設等への入所等の措置

（ 第18条－第19条 ）  第 ３ 節  盲導犬等の貸与 （ 第20条 ）  第 ４ 節  社会参加の促進等 （ 第21条－第25条の ２ ）」に 、 「 第48条

の ２ 」 を 「 第48条 」 に 、 「 －第56条 」 を 「 ・ 第50条 」 に改める 。  

第 ４ 条の ２ 中第 １ 項を削り 、 第 ２ 項を第 １ 項と し 、 第 ３ 項を第 ２ 項と し 、 第 ４ 項を第 ３ 項とする 。  

第 ５ 条の見出し を「（施設）」に改め 、 同条第 １ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、  

「 、 身体障害者更生施設 、 身体障害者療護施設 、 身体障害者福祉ホーム 、 身体障害者授産施設 」 を削り 、 同条中第 ２ 項から第

５ 項までを削り 、 第 ６ 項を第 ２ 項とする 。  

第 ９ 条第 １ 項及び第 ２ 項を次のよ う に改める 。  

  この法律に定める身体障害者又はその介護を行 う 者に対する援護は 、 その身体障害者の居住地の市町村 （ 特別区を含む 。 以

下同じ 。） が行 う ものとする 。 ただ し 、 身体障害者が居住地を有し ないか 、 又は明らかでない者である と きは 、 その身体障害

者の現在地の市町村が行 う ものとする 。  

２  前項の規定にかかわらず 、 第18条第 ２ 項の規定によ り入所措置が採られて又は障害者自立支援法第29条第 １ 項若し く は第30

条第 １ 項の規定によ り同法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等 （ 第18条において 「 介護給付費等 」 と い う 。） の支給を受け

て同法第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設 （ 以下 「 障害者支

援施設 」 と い う 。） に入所し ている身体障害者及び生活保護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第30条第 １ 項ただ し書の規定によ り

入所し ている身体障害者 （ 以下この項において 「 特定施設入所身体障害者 」 と い う 。） については 、 その者が障害者自立支援

法第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 、 障害者支援施設又は生活保護法第30条第 １ 項ただ し書に規定す

る施設 （ 以下この項及び次項において 「 特定施設 」 と い う 。） への入所前に有し た居住地 （ 継続し て二以上の特定施設に入所

し ている特定施設入所身体障害者 （ 以下この項において 「 継続入所身体障害者 」 と い う 。） については 、 最初に入所し た特定

施設への入所前に有し た居住地 ） の市町村が 、 この法律に定める援護を行 う ものとする 。 ただ し 、 特定施設への入所前に居住

地を有し ないか 、 又は明らかでなかつた特定施設入所身体障害者については 、 入所前におけるその者の所在地 （ 継続入所身体

障害者については 、 最初に入所し た特定施設への入所前に有し た所在地 ） の市町村が 、 この法律に定める援護を行 う ものとす

る 。  

第 ９ 条第 ７ 項を同条第 ８ 項と し 、 同条第 ６ 項中 「 第 ３ 項第 ３ 号 」 を 「 第 ４ 項第 ３ 号 」 に改め 、 同項を同条第 ７ 項と し 、 同条

第 ５ 項中 「 第 ３ 項第 ３ 号 」 を 「 第 ４ 項第 ３ 号 」 に改め 、 同項を同条第 ６ 項と し 、 同条第 ４ 項中 「 身体障害者相談支援事業 」 を

「 障害者自立支援法第 ５ 条第17項に規定する相談支援事業 」 に改め 、 同項を同条第 ５ 項と し 、 同条第 ３ 項を同条第 ４ 項と し 、  

同条第 ２ 項の次に次の １ 項を加える 。  

３  前項の規定の適用を受ける身体障害者が入所し ている特定施設の設置者は 、 当該特定施設の所在する市町村及び当該身体

障害者に対し この法律に定める援護を行 う 市町村に必要な協力を し なければな ら ない 。  

第 ９ 条の ２ 第 １ 項中 「 前条第 ３ 項各号 」 を 「 前条第 ４ 項各号 」 に 、 「 同条第 ５ 項及び第 ６ 項 」 を 「 同条第 ６ 項及び第 ７ 項 」 に

改める 。  

第10条第 １ 項第 ２ 号ニ中 「 補装具 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第19項に規定する補装具 」 に改める 。  

第11条第 ２ 項中 「 第17条の ３ 第 １ 項の規定によ るあつせん 、 調整若し く は要請又は第18条第 ３ 項及び第 ４ 項 」 を 「 第18条第

２ 項 」 に 、 「 並びに第74条 」 を 「 、 第74条並びに第76条第 ３ 項 」 に改める 。  

第11条の ２ 第 ４ 項第 ２ 号中 「 第 ９ 条第 ３ 項第 ３ 号 」 を 「 第 ９ 条第 ４ 項第 ３ 号 」 に改める 。  

第14条の ２ 第 １ 項中 「 による自立支援給付 」 の下に 「 及び地域生活支援事業 」 を加える 。  

第17条の ３ を削る 。  

第 ２ 章第 ２ 節及び第 ３ 節を削る 。  

「 第 ４ 節  障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 」 を 「 第 ４ 節  障害福祉サービス 、 障害者支援施設等への入所等の措置 」

に改める 。  

第18条の見出し中 「 施設入所等 」 を 「 障害者支援施設等への入所等 」 に改め 、 同条第 １ 項中 「 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定

によ り障害福祉サービス とみな された ものを含む 」 を 「 同条第 ５ 項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支



35                                      

援 （ 以下この条において 「 療養介護等 」 と い う 。） を除 く 」 に 、 「 同法に規定する介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付

費又は特例訓練等給付費 」 を 「 介護給付費等 （ 療養介護等に係る ものを除 く 。）」 に改め 、 同条第 ２ 項を削り 、 同条第 ３ 項中 

「 身体障害者更生施設等への入所を必要とする者 」 を 「 障害者支援施設又は障害者自立支援法第 ５ 条第 ５ 項の厚生労働省令で定

める施設 （ 以下 「 障害者支援施設等 」 と い う 。） への入所を必要とする身体障害者 」 に 、 「 第17条の10の規定によ り施設訓練

等支援費の支給を受ける こ と又は第17条の32の規定によ り国立施設に入所する 」 を 「 介護給付費等 （ 療養介護等に係る ものに

限る 。） の支給を受ける 」 に 、 「 その者 」 を 「 その身体障害者 」 に 、 「 身体障害者更生施設等に入所させ 」 を 「 障害者支援施

設等に入所させ 」 に 、 「 身体障害者更生施設等にその者の入所 」 を 「 障害者支援施設等若し く は国立高度専門医療セン ター若

し く は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定する もの （ 以下 「 指定医療機関 」 と い

う 。） にその身体障害者の入所若し く は入院 」 に改め 、 同項を同条第 ２ 項と し 、 同条第 ４ 項を削る 。  

第18条の ２ を次のよ う に改める 。  

（ 措置の受託義務 ）   

第18条の ２  障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業を行 う 者又は障害者支援施設等若し く は指定医

療機関の設置者は 、 前条の規定による委託を受けた と きは 、 正当な理由がない限り 、 これを拒んではな ら ない 。  

第 ２ 章第 ４ 節を同章第 ２ 節とする 。  

「 第 ５ 節  補装具等 」 を 「 第 ５ 節  盲導犬等の貸与 」 に改める 。  

第20条から第21条の ２ までを削る 。  

第21条の ３ の見出し を削り 、 同条を第20条とする 。  

第 ２ 章第 ５ 節を同章第 ３ 節とする 。  

第 ２ 章第 ６ 節中第21条の ４ を第21条とする 。  

第 ２ 章第 ６ 節を同章第 ４ 節とする 。  

第26条第 １ 項中 「 、 身体障害者相談支援事業 」 を削り 、 「 身体障害者相談支援事業等 」 を 「 身体障害者生活訓練等事業等 」

に改め 、 同条第 ３ 項中 「 身体障害者相談支援事業等 」 を 「 身体障害者生活訓練等事業等 」 に改める 。  

第28条の ２ 及び第29条を削る 。  

第28条中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同条を第29条とする 。  

第27条第 １ 項を削り 、 同条第 ２ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同項を同条第

１ 項と し 、 同条第 ３ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同項を同条第 ２ 項と し 、 同

条第 ４ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同項を同条第 ３ 項と し 、 同条第 ５ 項中

「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に 、 「 の更生援護 」 を 「 の社会参加の支援 」 に改め 、 同項を

同条第 ４ 項と し 、 同条第 ６ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同項を同条第 ５ 項と

し 、 同条を第28条と し 、 第26条の ３ を削り 、 第26条の ２ を第27条とする 。  

第30条を次のよ う に改める 。  

第30条  削除 

第30条の ２ 及び第31条を削り 、 第31条の ２ を第31条とする 。  

第35条第 ２ 号中 「 、 第18条及び第20条 」 を 「 及び第18条 」 に 、 「 国立施設に対し第18条第 ３ 項 」 を 「 国の設置する障害者支

援施設等に対し第18条第 ２ 項 」 に改め 、 同条第 ２ 号の ２ 及び第 ３ 号を削り 、 同条第 ４ 号中 「 第27条第 ３ 項及び第 ５ 項 」 を 「 第

28条第 ２ 項及び第 ４ 項 」 に 、 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同号を同条第 ３ 号とす

る 。  

第36条第 ３ 号中 「 第21条の ３ 」 を 「 第20条 」 に改め 、 同条第 ４ 号中 「 第27条第 ２ 項及び第 ５ 項 」 を 「 第28条第 １ 項及び第 ４

項 」 に 、 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改める 。  

第36条の ２ 中 「 第17条の32又は第18条第 ３ 項 」 を 「 第18条第 ２ 項 」 に 、 「 国立施設 」 を 「 国の設置する障害者支援施設等 」

に改める 。  

第37条第 １ 号中 「 第18条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項並びに第20条 」 を 「 第18条 」 に改め 、 「 及び第35条第 ２ 号の ２ の費用

（ 次号に掲げる費用を除 く 。） の う ち 、 福祉事務所を設置し ない町村が支弁する もの 」 を削り 、 同条第 ２ 号中「（以下この条に

おいて 「 居住地不明身体障害者 」 と い う 。）」 を削り 、 「 第18条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項並びに第20条 」 を 「 第18条 」 に改め 、  

「 及び第35条第 ２ 号の ２ の費用 （ 居住地不明身体障害者に要する費用に限る 。）」 を削る 。  

第37条の ２ 第 １ 号中 「 第35条第 ４ 号 」 を 「 第35条第 ３ 号 」 に 、 「 の う ち 、 その運営に要する費用 （ 身体障害者福祉ホーム 、

身体障害者福祉セン ター 、 補装具製作施設 、 盲導犬訓練施設その他の政令で定める施設の運営に要する費用を除 く 」 を「（視聴

覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る 」 に改め 、 同条第 ２ 号中 「 及び第18条第 ２ 項 」 及び 「 、 第35条第 ２ 号の ２ の

費用 」 を削り 、 「 第21条の ３ 」 を 「 第20条 」 に改める 。  

第38条の見出し を「（費用の徴収）」に改め 、 同条第 １ 項から第 ３ 項までを削り 、 同条第 ４ 項中 「 、 同条第 ２ 項の規定によ り日

常生活用具の給付若し く は貸与若し く はその委託が行われた場合 、 同条第 ３ 項の規定に基づき身体障害者更生施設等への入所

若し く は入所の委託 （ 国立施設 」 を 「 又は同条第 ２ 項の規定によ り障害者支援施設等への入所若し く は障害者支援施設等若し

く は指定医療機関への入所若し く は入院の委託 （ 国の設置する障害者支援施設等 」 に改め 、 「 、 同条第 ４ 項の規定に基づき同

項に規定する介護等の提供の委託が行われた場合又は補装具の交付若し く は修理が行われた場合 （ 業者に委託し て行われた場

合を除 く 。）」 を削り 、 「 扶養義務者 」 の下に「（民法 （ 明治29年法律第89号 ） に定める扶養義務者をい う 。 以下同じ 。）」 を加え 、  

同項を同条第 １ 項と し 、 同条第 ５ 項中 「 国立施設 」 を 「 国の設置する障害者支援施設等 」 に改め 、 同項を同条第 ２ 項とする 。  

第39条第 １ 項中 「 身体障害者相談支援事業等 」 を 「 身体障害者生活訓練等事業等 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 第27条第 ３ 項 」

を 「 第28条第 ２ 項 」 に 、 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に改める 。  

第40条中 「 身体障害者相談支援事業等 」 を 「 身体障害者生活訓練等事業等 」 に改める 。  
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第41条第 １ 項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支援施設 」 に 、 「 第28条第 １ 項 」 を 「 第29条第 １ 項 」

に改める 。  

第43条の ３ から第43条の ６ まで及び第44条を削り 、 第43条の ７ を第44条と し 、 第45条を削り 、 第45条の ２ を第45条と し 、 第

48条の ２ を削る 。  

第50条中 「 、 第17条の ３ 、 第17条の10から第17条の15まで 、 第17条の32 」 及び「（第 １ 項及び第 ３ 項に限る 。）、第18条の ２ 」

を削る 。  

第51条を削る 。  

（ 身体障害者福祉法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第36条  施行日前に行われた附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 以下この条から附則第38条までにおいて 「 旧

法 」 と い う 。） 第17条の ４ 第 １ 項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については 、 なお従

前の例による 。  

２  施行日前に行われた旧法第17条の ６ 第 １ 項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給

については 、 なお従前の例によ る 。  

３  施行日前に行われた旧法第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給につい

ては 、 なお従前の例による 。  

４  施行日前に行われた旧法第17条の32第 ４ 項の規定による同条第 １ 項に規定する国立施設への入所後に要する費用についての

国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については 、 なお従前の例による 。  

５  施行日前に行われた旧法第18条第 １ 項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び身体障害者又はその

扶養義務者からの費用の徴収については 、 なお従前の例による 。  

第37条  施行日において現に旧法第18条第 １ 項の規定による行政措置を受けて旧法第 ４ 条の ２ 第 １ 項に規定する身体障害者居宅

支援が提供されている身体障害者は 、 政令で定める と こ ろによ り 、 施行日に 、 附則第34条の規定による改正後の身体障害者福

祉法 （ 以下この条において 「 新法 」 と い う 。） 第18条第 １ 項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されてい

る身体障害者とみなす 。  

２  新法第37条及び第37条の ２ の規定は 、 施行日以後に行われる新法第18条第 １ 項の規定によ る行政措置に要する費用について

適用し 、 施行日前に行われた旧法第18条第 １ 項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は 、 なお

従前の例による 。  

第38条  施行日前に行われた旧法第19条第 １ 項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については 、 なお

従前の例による 。  

第39条  附則第35条の規定による改正後の身体障害者福祉法 （ 附則第41条において 「 新法 」 と い う 。） 第 ９ 条第 ２ 項の規定は 、

同項に規定する特定施設 （ 以下この条において 「 特定施設 」 と い う 。） に入所する こ と によ り 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規

定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更し た と認められる同項に規定する特定施設入所身体障害者で

あっ て 、 当該特定施設に入所し た際 、 当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有し ていた と認められ

る ものについて 、 適用する 。  

第40条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 以下この

条から附則第43条までにおいて 「 旧法 」 と い う 。） 第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同項 、 旧法第17条の13の

３ 第 １ 項及び第17条の13の ４ 第 １ 項の規定による施設訓練等支援費 、 高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支

給については 、 なお従前の例による 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第17条の14 （ 旧法第18条の ２ 第 １ 項において準用する場合を含

む 。） 及び第17条の32第 ６ 項の規定による更生訓練費又は物品の支給については 、 なお従前の例による 。  

３  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第17条の32第 ４ 項の規定によ る同条第 １ 項に規定する国立施設

への入所後に要する費用についての国の支弁及び当該入所に係る利用料の支払については 、 なお従前の例によ る 。  

４  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第18条の規定による行政措置に要する費用についての市町村及

び国の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての身体障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収について

は 、 なお従前の例による 。  

５  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第20条第 １ 項の規定による補装具の交付若し く は修理又は補装

具の購入若し く は修理に要する費用の支給については 、 なお従前の例による 。  

第41条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第 ５ 条第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設

（ 旧法第29条に規定する身体障害者更生施設 、 旧法第30条に規定する身体障害者療護施設及び旧法第31条に規定する身体障害

者授産施設に限る 。 以下この項及び次項において 「 身体障害者更生援護施設 」 と い う 。） の設置者は 、 附則第 １ 条第 ３ 号に掲

げる規定の施行の日の前日までの間は 、 当該身体障害者更生援護施設につき 、 なお従前の例によ り運営をする こ とができ る 。  

２  前項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された身体障害者更生援護施設については 、 当該身体

障害者更生援護施設を障害者支援施設とみな し て 、 新法の規定を適用する 。  

３  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の際現に旧法第18条第 ３ 項又は第 ４ 項の規定による行政措置を受けて旧法第17条の24

第 １ 項に規定する身体障害者更生施設等又は旧法第18条第 ４ 項に規定する指定医療機関に入所又は入院を し ている身体障害者

は 、 同号に掲げる規定の施行の日に 、 新法第18条第 ２ 項の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又は同項に規定する指

定医療機関に入所又は入院を し ている身体障害者とみなす 。  

第42条  旧法第 ４ 条の ２ 第 １ 項に規定する身体障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第26条の ３ の規定による個人の身

上に関する秘密を守ら なければな ら ない義務については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後も 、 なお従前の例に

よる 。  
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第43条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第51条第 １ 項の規定によ る国の貸付けについては 、 同条第

２ 項から第 ５ 項までの規定は 、 同日以後も 、 なおその効力を有する 。 この場合において 、 同条第 ２ 項中 「 前項 」 と あるのは

「 障害者自立支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 以下 「 旧法 」 と い う 。） 第51条第 １ 項 」 と 、 同条第

３ 項から第 ５ 項までの規定中 「 第 １ 項 」 と あるのは 「 旧法第51条第 １ 項 」 とする 。  

（ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 ）  

第44条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ５ 条中 「 精神分裂病 」 を 「 統合失調症 」 に改める 。   

第45条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 第 ３ 節  指定医の診察及び措置入院 （ 第23条－第31条 ）  第 ４ 節  通院医療 （ 第32条－第32条の ４ ）」を第 ３ 節  指

定医の診察及び措置入院 （ 第23条－第32条）」に 、 「 第 ５ 節 」 を 「 第 ４ 節 」 に 、 「 第 ６ 節 」 を 「 第 ５ 節 」 に 、 「 第 ７ 節 」 を 「 第

６ 節 」 に改める 。  

第 １ 条中 「 保護を行い 、」 の下に 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） と相まつて 」 を加える 。  

第 ２ 条中 「 地方公共団体は 」 の下に 「 、 障害者自立支援法の規定による自立支援給付と相まつて 」 を加え 、 「 並びに居宅生

活支援事業 」 を削る 。  

第 ４ 条第 １ 項中 「 居宅生活支援事業若し く は 」 を削り 、 同条第 ２ 項中 「 居宅生活支援事業又は 」 を削る 。  

第 ６ 条第 ２ 項第 ４ 号中 「 第32条第 ３ 項及び 」 を削り 、 「 決定 」 の下に 「 及び障害者自立支援法第52条第 １ 項に規定する支給

認定 （ 精神障害者に係る ものに限る 。）」 を加え 、 同項に次の ２ 号を加える 。  

五  障害者自立支援法第22条第 ２ 項の規定によ り 、 市町村が同条第 １ 項に規定する支給要否決定を行 う に当た り意見を述べ

る こ と 。  

六  障害者自立支援法第26条第 １ 項の規定によ り 、 市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行 う こ と 。  

第 ９ 条第 １ 項中 「 都道府県に 」 を 「 都道府県は 、 条例で 、」 に改め 、 「 置 く 」 の下に 「 こ とができ る 」 を加え 、 同条に次の

１ 項を加える 。  

３  前 ２ 項に定める もののほか 、 地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は 、 都道府県の条例で定める 。  

第10条及び第11条を次のよ う に改める 。  

第10条及び第11条  削除 

第19条の ６ の ３ 第 １ 号中 「 又はこの法律 」 を 「 若し く はこの法律に基づ く 命令又は障害者自立支援法若し く は同法 」 に改め

る 。  

第19条の ９ 第 ２ 項中 「 地方精神保健福祉審議会 」 の下に「（地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては 、

医療法 （ 昭和23年法律第 205 号 ） 第71条の ２ 第 １ 項に規定する都道府県医療審議会）」を加える 。  

第22条の ２ 中 「 の長 」 の下に 「 若し く は障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービスに係る事業 （ 同法附則

第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。 以下 「 障害福祉サービス事業 」 と い う 。） を行 う

者 」 を加える 。  

「 第 ４ 節  通院医療 」 を削る 。  

第32条を次のよ う に改める 。  

第32条  削除 

第32条の ２ から第32条の ４ までを削る 。  

第 ５ 章中第 ５ 節を第 ４ 節と し 、 第 ６ 節を第 ５ 節と し 、 第 ７ 節を第 ６ 節とする 。  

第47条第 ４ 項中 「 除 く 」 の下に 「 。 次項において同じ 」 を加え 、 「 精神保健及び 」 を削り 、 「 指導するよ う に努めなければ

な ら ない 」 を 「 指導し なければな ら ない 」 に改め 、 同条に次の １ 項を加える 。  

５  市町村は 、 前項に定める もののほか 、 必要に応じ て 、 精神保健に関し 、 精神障害者及びその家族等からの相談に応じ 、 及

びこれらの者を指導するよ う に努めなければな ら ない 。  

第48条第 １ 項中 「 都道府県等 」 を 「 都道府県及び市町村 」 に改め 、 「 保健所 」 の下に 「 その他これらに準ずる施設 」 を加え 、  

同条第 ２ 項中 「 都道府県知事等 」 を 「 都道府県知事又は市町村長 」 に改める 。  

第49条第 １ 項中 「 又は精神障害者居宅生活支援事業 」 を 「 又は障害福祉サービス事業 」 に 、 「 この条において 「 精神障害者

居宅生活支援事業等 」 を「「障害福祉サービス事業等 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 精神障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 障害福祉

サービス事業等 」 に 、 「 利用の 」 を 「 利用についての 」 に改め 、 同条第 ４ 項中 「 精神障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 障害福

祉サービス事業等 」 に改める 。  

第50条の ２ の ５ 第 ２ 項を削る 。  

第50条の ３ から第50条の ３ の ４ までを削り 、 第50条の ４ を第50条の ３ とする 。  

第51条中第 １ 項及び第 ２ 項を削り 、 第 ３ 項を第 １ 項と し 、 同条第 ４ 項第 ３ 号中 「 前 ２ 項 」 を 「 前項 」 に改め 、 同項を同条第

２ 項とする 。  

第51条の ４ 中 「 精神障害者居宅生活支援事業又は精神障害者社会適応訓練事業 」 を 「 障害福祉サービス事業等 」 に改める 。  

第51条の14第 １ 項中 「 、 第 ５ 章第 ４ 節 」 を削る 。  

第53条第 １ 項中 「 若し く は臨時委員 」 を削り 、 「 50万円 」 を 「 100 万円 」 に改める 。  

第53条の ２ 中 「 50万円 」 を 「 100 万円 」 に改める 。  

第54条中 「 30万円 」 を 「 50万円 」 に改め 、 同条第 ３ 号中 「 第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 を 「 第50条の ２ の ５ 」 に改め 、 同条第 ４

号を削り 、 同条第 ５ 号中 「 第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 を 「 第50条の ２ の ５ 」 に改め 、 同号を同条第 ４ 号とする 。  

第56条中 「 、 第 ３ 号若し く は第 ４ 号 」 を 「 若し く は第 ３ 号 」 に改める 。  

附則第 ５ 項中 「 第51条第 ３ 項 」 を 「 第51条第 １ 項 」 に 、 「 第51条第 ４ 項 」 を 「 第51条第 ２ 項 」 に改める 。  
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別表中 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福

祉行政概論 

この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者で

ある こ と 。  

」 を 「  

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立

支援法並びに精神保健福祉行政概論 

この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関

し学識経験を有する者である こ と 。  

」 に改める 。  

第46条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 第 ２ 節  相談指導等 （ 第46条－第49条 ）  第 ３ 節  施設及び事業 （ 第50条－第51条）」を 「 第 ２ 節  相談指導等 （ 第

46条－第51条）」に改め 、 「 第51条の16 」 を 「 第51条の15 」 に改める 。  

第 ２ 条中 「 によ る自立支援給付 」 の下に 「 及び地域生活支援事業 」 を加え 、 「 、 社会復帰施設その他の福祉施設 」 を削る 。  

第 ４ 条第 １ 項中 「 若し く は社会復帰施設 」 を削り 、 同条第 ２ 項中 「 又は社会復帰施設 」 を削る 。  

第12条中 「 第38条の ３ 第 ２ 項 」 の下に「（同条第 ６ 項において準用する場合を含む 。）」 を加える 。  

第14条を次のよ う に改める 。  

（ 審査の案件の取扱い ）   

第14条  精神医療審査会は 、 その指名する委員 ５ 人を もつて構成する合議体で 、 審査の案件を取り扱 う 。  

２  合議体を構成する委員は 、 次の各号に掲げる者と し 、 その員数は 、 当該各号に定める員数以上とする 。  

一  精神障害者の医療に関し学識経験を有する者  ２  

二  法律に関し学識経験を有する者  １  

三  その他の学識経験を有する者  １  

第19条の ４ 第 ２ 項第 ５ 号中 「 第38条の ３ 第 ３ 項 」 の下に「（同条第 ６ 項において準用する場合を含む 。）」 を加える 。  

第19条の ５ 中 「 若し く は第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項若し く は第 ４ 項 」 に改め 、 「 第33条の ４ 第 １ 項 」 の下に 「 若し く は第 ２ 項 」

を加える 。  

第19条の ６ 中 「 の申請 」 を削る 。  

第22条の ２ 中 「 精神障害者社会復帰施設の長若し く は 」 及び 「 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業と

みな された事業を含む 。」 を削る 。  

第22条の ４ 第 ２ 項中 「 この条において 」 を削り 、 同条第 ４ 項中 「 前項 」 を 「 第 ３ 項又は第 ４ 項後段 」 に改め 、 同項を同条第

７ 項と し 、 同条第 ３ 項の次に次の ３ 項を加える 。  

４  前項に規定する場合において 、 精神病院 （ 厚生労働省令で定める基準に適合する と都道府県知事が認める ものに限る 。）

の管理者は 、 緊急その他やむを得ない理由がある と きは 、 指定医に代えて指定医以外の医師 （ 医師法 （ 昭和23年法律第 201

号 ） 第16条の ４ 第 １ 項の規定による登録を受けている こ と その他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る 。 以下 「 特

定医師 」 と い う 。） に任意入院者の診察を行わせる こ とができ る 。 この場合において 、 診察の結果 、 当該任意入院者の医療

及び保護のため入院を継続する必要がある と認めた と きは 、 前 ２ 項の規定にかかわらず 、 12時間を限り 、 その者を退院させ

ないこ とができ る 。  

５  第19条の ４ の ２ の規定は 、 前項の規定によ り診察を行つた場合について準用する 。 この場合において 、 同条中 「 指定医は 、

前条第 １ 項 」 と あるのは 「 第22条の ４ 第 ４ 項に規定する特定医師は 、 同項 」 と 、 「 当該指定医 」 と あるのは 「 当該特定医

師 」 と読み替える ものとする 。  

６  精神病院の管理者は 、 第 ４ 項後段の規定による措置を採つた と きは 、 遅滞な く 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当

該措置に関する記録を作成し 、 これを保存し なければな ら ない 。  

第33条第 ４ 項中 「 又は第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項又は第 ４ 項後段 」 に改め 、 同項を同条第 ７ 項と し 、 同条第 ３ 項の次に次の ３

項を加える 。  

４  第 １ 項又は第 ２ 項に規定する場合において 、 精神病院 （ 厚生労働省令で定める基準に適合する と都道府県知事が認める も

のに限る 。） の管理者は 、 緊急その他やむを得ない理由がある と きは 、 指定医に代えて特定医師に診察を行わせる こ とがで

き る 。 この場合において 、 診察の結果 、 精神障害者であ り 、 かつ 、 医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精

神障害のために第22条の ３ の規定による入院が行われる状態にない と判定された と きは 、 第 １ 項又は第 ２ 項の規定にかかわ

らず 、 本人の同意がな く て も 、 12時間を限り 、 その者を入院させる こ とができ る 。  

５  第19条の ４ の ２ の規定は 、 前項の規定によ り診察を行つた場合について準用する 。 この場合において 、 同条中 「 指定医は 、

前条第 １ 項 」 と あるのは 「 第22条の ４ 第 ４ 項に規定する特定医師は 、 第33条第 ４ 項 」 と 、 「 当該指定医 」 と あるのは 「 当該

特  定医師 」 と読み替える ものとする 。  

６  精神病院の管理者は 、 第 ４ 項後段の規定による措置を採つた と きは 、 遅滞な く 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 当

該措置に関する記録を作成し 、 これを保存し なければな ら ない 。  

第33条の ３ 中 「 又は第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項又は第 ４ 項後段 」 に改める 。  

第33条の ４ 中第 ４ 項を第 ７ 項と し 、 第 ３ 項を第 ６ 項と し 、 同条第 ２ 項中 「 前項 」 を 「 第 １ 項 」 に改め 、 「 同項 」 の下に 「 又

は第 ２ 項後段 」 を加え 、 同項を同条第 ５ 項と し 、 同条第 １ 項の次に次の ３ 項を加える 。  

２  前項に規定する場合において 、 同項に規定する精神病院の管理者は 、 緊急その他やむを得ない理由がある と きは 、 指定医

に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせる こ とができ る 。 この場合において 、 診察の結果 、

その者が 、 精神障害者であ り 、 かつ 、 直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著し く 支障がある者であつ

て当該精神障害のために第22条の ３ の規定によ る入院が行われる状態にない と判定された と きは 、 同項の規定にかかわらず 、

本人の同意がな く て も 、 12時間を限り 、 その者を入院させる こ とができ る 。  
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３  第19条の ４ の ２ の規定は 、 前項の規定によ り診察を行つた場合について準用する 。 この場合において 、 同条中 「 指定医は 、

前条第 １ 項 」 と あるのは 「 第22条の ４ 第 ４ 項に規定する特定医師は 、 第33条の ４ 第 ２ 項 」 と 、 「 当該指定医 」 と あるのは

「 当該特定医師 」 と読み替える ものとする 。  

４  第 １ 項に規定する精神病院の管理者は 、 第 ２ 項後段の規定による措置を採つた と きは 、 遅滞な く 、 厚生労働省令で定める

と こ ろによ り 、 当該措置に関する記録を作成し 、 これを保存し なければな ら ない 。  

第33条の ５ 中 「 前条第 ３ 項 」 を 「 前条第 ６ 項 」 に改め 、 「 前条第 １ 項 」 の下に 「 又は第 ２ 項後段 」 を加える 。  

第38条の ２ の見出し を「（定期の報告等）」に改め 、 同条に次の １ 項を加える 。  

３  都道府県知事は 、 条例で定める と こ ろによ り 、 精神病院の管理者 （ 第38条の ７ 第 １ 項 、 第 ２ 項又は第 ４ 項の規定による命

令を受けた者であつて 、 当該命令を受けた日から起算し て厚生労働省令で定める期間を経過し ないものその他これに準ずる

者と し て厚生労働省令で定める ものに限る 。） に対し 、 当該精神病院に入院中の任意入院者 （ 厚生労働省令で定める基準に

該当する者に限る 。） の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求める こ とができ る 。  

第38条の ３ 第 １ 項中 「 前条 」 を 「 前条第 １ 項若し く は第 ２ 項 」 に 、 「 第33条第 ４ 項 」 を 「 第33条第 ７ 項 」 に改め 、 同条に次

の ２ 項を加える 。  

５  都道府県知事は 、 第 １ 項に定める もののほか 、 前条第 ３ 項の規定による報告を受けた と きは 、 当該報告に係る入院中の者

の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し 、 当該入院中の者についてその入院の必要があるかど う

かに関し審査を求める こ とができ る 。  

６  第 ２ 項及び第 ３ 項の規定は 、 前項の規定によ り都道府県知事が審査を求めた場合について準用する 。  

第38条の ６ 第 ２ 項中 「 若し く は第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項若し く は第 ４ 項 」 に改める 。  

第38条の ７ 第 ２ 項中 「 若し く は第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項若し く は第 ４ 項 」 に改め 、 「 第33条の ４ 第 １ 項 」 の下に 「 若し く は第

２ 項 」 を加え 、 同条第 ３ 項中 「 前 ２ 項 」 を 「 第 １ 項又は第 ２ 項 」 に 、 「 及び第 ２ 項 」 を 「 、 第 ２ 項及び第 ４ 項 」 に改め 、 「 第

33条の ４ 第 １ 項 」 の下に 「 及び第 ２ 項 」 を加え 、 同項を同条第 ４ 項と し 、 同条第 ２ 項の次に次の １ 項を加える 。  

３  都道府県知事は 、 前 ２ 項の規定による命令を し た場合において 、 その命令を受けた精神病院の管理者がこれに従わなかつ

た と きは 、 その旨を公表する こ とができ る 。  

第38条の ７ に次の １ 項を加える 。  

５  都道府県知事は 、 前項の規定による命令を し た場合においては 、 その旨を公示し なければな ら ない 。  

第47条第 ３ 項中 「 。 第50条の ２ 第 ６ 項において同じ 」 を削る 。  

第49条の見出し中 「 施設及び 」 を削り 、 同条第 １ 項中 「 精神障害者社会復帰施設又は 」 を削り 、 「 若し く は 」 を 「 又は 」 に 、  

「 精神障害者地域生活支援セン ター 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第17項に規定する相談支援事業を行 う 者 」 に改め 、 同条第

２ 項中 「 精神障害者社会復帰施設の利用又は 」 及び 「 精神障害者社会復帰施設の設置者又は 」 を削り 、 同条第 ４ 項中 「 精神障

害者社会復帰施設の設置者又は 」 を削る 。  

「 第 ３ 節  施設及び事業 」 を削る 。  

第50条から第50条の ２ の ５ までを削り 、 第50条の ３ を第50条とする 。  

第51条を次のよ う に改める 。  

（ 国の補助 ）   

第51条  国は 、 予算の範囲内において 、 都道府県に対し 、 都道府県が行 う 精神障害者社会適応訓練事業に要する費用の一部を

補助する こ とができ る 。  

第51条の ４ 中 「 、 精神障害者社会復帰施設の設置者 」 を削る 。  

第51条の13を削る 。  

第51条の14第 １ 項中 「 第33条の ４ 第 １ 項及び第 ３ 項 」 を 「 第33条の ４ 第 １ 項及び第 ６ 項 」 に改め 、 同条を第51条の13と し 、

第51条の15を第51条の14と し 、 第51条の16を第51条の15とする 。  

第52条第 ４ 号中 「 第38条の ７ 第 ３ 項 」 を 「 第38条の ７ 第 ４ 項 」 に改める 。  

第53条第 １ 項中 「 精神医療審査会の委員 」 の下に 「 、 第22条の ４ 第 ４ 項 、 第33条第 ４ 項若し く は第33条の ４ 第 ２ 項の規定に

よ り診察を行つた特定医師 」 を加える 。  

第54条第 ３ 号及び第 ４ 号を削る 。  

第55条第 ４ 号中 「 第38条の ３ 第 ３ 項 」 の下に「（同条第 ６ 項において準用する場合を含む 。 以下この号において同じ 。）」 を加

え 、 「 、 同項 」 を 「 、 同条第 ３ 項 」 に改める 。  

第56条中 「 若し く は第 ３ 号 」 を削る 。  

第57条第 １ 号中 「 第19条の ４ の ２ 」 の下に「（第22条の ４ 第 ５ 項 、 第33条第 ５ 項及び第33条の ４ 第 ３ 項において準用する場合

を含む 。）」 を加え 、 同条第 ５ 号中 「 第22条の ４ 第 ４ 項 」 を 「 第22条の ４ 第 ７ 項 」 に改め 、 同条第 ６ 号中 

「 第33条第 ４ 項 」 を 「 第33条第 ７ 項 」 に改め 、 同条第 ７ 号中 「 第33条の ４ 第 ２ 項 」 を 「 第33条の ４ 第 ５ 項 」 に改める 。  

附則第 ３ 項から第13項までを削る 。  

（ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第47条  施行日前に行われた附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第 １ 項の規定に

よる医療に必要な費用の負担については 、 なお従前の例による 。  

第48条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律 （ 次条及び附則第50条において 「 旧法 」 と い う 。） 第50条の ２ 第 １ 項に規定する精神障害者社会復帰施設

（ 政令で定める ものを除 く 。 以下この条において 「 精神障害者社会復帰施設 」 と い う 。） の設置者は 、 附則第 １ 条第 ３ 号に掲

げる規定の施行の日の前日までの間は 、 当該精神障害者社会復帰施設につき 、 なお従前の例によ り運営をする こ とができ る 。  



40                                      

第49条  旧法第50条の ２ 第 ６ 項に規定する精神障害者地域生活支援セン ターの職員に係る旧法第50条の ２ の ２ の規定による個人

の身上に関する秘密を守ら なければな ら ない義務については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後も 、 なお従前の

例による 。  

第50条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第 ３ 項から第 ７ 項までの規定による国の貸付けについ

ては 、 旧法附則第 ８ 項から第13項までの規定は 、 同日以後も 、 なおその効力を有する 。 この場合において 、 旧法附則第 ８ 項中

「 附則第 ３ 項から前項まで 」 と あるのは 「 障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律 （ 以下 「 旧法 」 と い う 。） 附則第 ３ 項から第 ７ 項まで 」 と 、 旧法附則第 ９ 項中 「 附則第 ３ 項から第 ７ 項まで 」 と あ

るのは 「 旧法附則第 ３ 項から第 ７ 項まで 」 と 、 旧法附則第10項中 「 附則第 ３ 項 」 と あるのは 「 旧法附則第 ３ 項 」 と 、 旧法附則

第11項中 「 附則第 ４ 項 」 と あるのは 「 旧法附則第 ４ 項 」 と 、 旧法附則第12項中 「 附則第 ５ 項から第 ７ 項まで 」 と あるのは 「 旧

法附則第 ５ 項から第 ７ 項まで 」 と 、 旧法附則第13項中 「 附則第 ３ 項から第 ７ 項まで 」 と あるのは 「 旧法附則第 ３ 項から第 ７ 項

まで 」 とする 。  

（ 知的障害者福祉法の一部改正 ）  

第51条  知的障害者福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次中 「 居宅生活支援費及び 」 及び 「 指定居宅支援事業者及び 」 を削り 、 「 居宅介護 」 を 「 障害福祉サービス 」 に改める 。  

第 １ 条中 「 この法律は 」 の下に 「 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） と相まつて 」 を加える 。  

第 ４ 条第 １ 項から第10項までを削り 、 同条第11項中 「 、 知的障害者居宅生活支援事業 」 を「（特別区を含む 。 以下同じ 。）、障

害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業 （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業と

みな された事業を含む 。 以下 「 障害福祉サービス事業 」 と い う 。）」 に改め 、 同項を同条とする 。  

第 ９ 条第 １ 項及び第 ２ 項を次のよ う に改める 。  

  この法律に定める知的障害者又はその介護を行 う 者に対する市町村による更生援護は 、 その知的障害者の居住地の市町村が

行 う ものとする 。 ただ し 、 知的障害者が居住地を有し ないか 、 又は明らかでない者である と きは 、 その知的障害者の現在地の

市町村が行 う ものとする 。  

２  前項の規定にかかわらず 、 第15条の32第 １ 項の規定によ り措置が採られて又は障害者自立支援法第29条第 １ 項若し く は第30

条第 １ 項の規定によ り同法に規定する訓練等給付費若し く は特例訓練等給付費の支給を受けて同法第 ５ 条第16項に規定する共

同生活援助を行 う 住居 （ 以下この項において 「 共同生活住居 」 と い う 。） に入居し ている知的障害者及び生活保護法 （ 昭和25

年法律第 144 号 ） 第30条第 １ 項ただ し書の規定によ り入所し ている知的障害者 （ 以下この項において 「 特定施設入所知的障害

者 」 と い う 。） については 、 その者が共同生活住居又は同条第 １ 項ただ し書に規定する施設 （ 以下 「 特定施設 」 と い う 。） へ

の入居又は入所の前に有し た居住地 （ 継続し て二以上の特定施設に入居又は入所を し ている特定施設入所知的障害者 （ 以下こ

の項において 「 継続入所知的障害者 」 と い う 。） については 、 最初に入居又は入所を し た特定施設への入居又は入所の前に有

し た居住地 ） の市町村が 、 この法律に定める更生援護を行 う ものとする 。 ただ し 、 特定施設への入居又は入所の前に居住地を

有し ないか 、 又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については 、 入居又は入所の前におけるその者の所在地 （ 継続入

所知的障害者については 、 最初に入居又は入所を し た特定施設への入居又は入所の前に有し た所在地 ） の市町村が 、 この法律

に定める更生援護を行 う ものとする 。  

第 ９ 条第 ５ 項中 「 市町村長 」 の下に「（特別区の区長を含む 。 以下同じ 。）」 を加える 。  

第12条第 ２ 項中 「 ハに掲げる業務 」 の下に 「 並びに障害者自立支援法第22条第 ２ 項及び第 ３ 項並びに第26条第 １ 項に規定す

る業務 」 を加える 。  

第15条の ３ 第 １ 項中 「 更生援護 」 の下に 「 、 障害者自立支援法の規定による自立支援給付 」 を加える 。  

第15条の ４ 第 １ 項中 「 知的障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に 、 「 利用の 」 を 「 利用についての 」 に

改め 、 同条第 ２ 項中 「 知的障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に改める 。  

「 第 ２ 節  居宅生活支援費及び施設訓練等支援費 」 を 「 第 ２ 節  施設訓練等支援費 」 に改める 。  

第15条の ５ から第15条の10までを次のよ う に改める 。  

第15条の ５ から第15条の10まで  削除 

第15条の11第 １ 項中 「 規定する施設支給決定知的障害者 」 の下に「（以下この条において 「 施設支給決定知的障害者 」 と い

う 。）」 を加え 、 「 同条第 ３ 項 」 を 「 次条第 ３ 項 」 に 、 「 期間内 」 を 「 期間 （ 第15条の14の ４ 第 １ 項において 「 施設支給決定期

間 」 と い う 。） 内 」 に 、 「 知的障害者通勤寮支援に要する費用における 」 を 「 食事の提供に要する費用 、 居住又は滞在に要す

る費用その他の 」 に 、 「 通勤寮支援日常生活費 」 を 「 特定費用 」 に改め 、 同条第 ２ 項第 １ 号中 「 通勤寮支援日常生活費 」 を

「 特定費用 」 に改め 、 同項第 ２ 号を次のよ う に改める 。  

二  前号の厚生労働大臣が定める基準によ り算定し た額の 100 分の10に相当する額と し て厚生労働省令で定める と こ ろによ

り算定し た額 

第15条の11第 ３ 項中 「 前項第 １ 号 」 を 「 第 ２ 項第 １ 号 」 に改め 、 同項を同条第 ４ 項と し 、 同条第 ２ 項の次に次の １ 項を加え

る 。  

３  施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額の合計額から 、 前項の

規定によ り算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除し て得た額が 、 当該施設支給決定知的障害者

の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額を超える と きは 、 同項の規定にかかわらず 、 当該同一の月に

おける施設訓練等支援費の額は 、 同項第 １ 号に掲げる額から同項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において政令で定め

る と こ ろによ り算定し た額を控除し て得た額とする 。  

第15条の12第 ８ 項中 「 通勤寮支援日常生活費 」 を 「 特定費用 」 に改め 、 同条第10項中 「 前条第 ２ 項各号 」 を 「 前条第 ２ 項第

１ 号 」 に改め 、 同条第11項を次のよ う に改める 。  

11  市町村は 、 前項の規定によ る支払に関する事務を国民健康保険法 （ 昭和33年法律第 192 号 ） 第45条第 ５ 項に規定する国民

健康保険団体連合会その他営利を目的と し ない法人であつて厚生労働省令で定める ものに委託する こ とができ る 。  
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第15条の14の次に次の ３ 条を加える 。  

（ 施設訓練等支援費の額の特例 ）   

第15条の14の ２  市町村が 、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある こ と によ り 、 知的障害者施設支援に要する

費用を負担する こ とが困難である と認めた施設支給決定知的障害者が受ける施設訓練等支援費の額は 、 第15条の11第 ２ 項の

規定にかかわらず 、 同項第 １ 号に掲げる額から同項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控

除し て得た額とする 。  

（ 高額施設訓練等支援費の支給 ）   

第15条の14の ３  市町村は 、 施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援 、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283

号 ） 第 ５ 条第 ２ 項に規定する身体障害者施設支援及び介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） 第24条第 ２ 項に規定する介護給

付等対象サービスの う ち政令で定める ものに要し た費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費 、 身体障

害者福祉法第17条の10第 １ 項の施設訓練等支援費及び介護保険法第20条に規定する介護給付等の う ち政令で定める ものの合

計額を控除し て得た額が 、 著し く 高額である と きは 、 当該施設支給決定知的障害者に対し 、 高額施設訓練等支援費を支給す

る 。  

２  前項に定める もののほか 、 高額施設訓練等支援費の支給要件 、 支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事

項は 、 知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮し て 、 政令で定める 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給 ）   

第15条の14の ４  市町村は 、 施設支給決定知的障害者 （ 知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除

く 。） の う ち所得の状況その他の事情を しん酌し て厚生労働省令で定める もの （ 以下この項において 「 特定入所者 」 と い

う 。） が 、 施設支給決定期間内において 、 指定知的障害者更生施設等に入所し 、 当該指定知的障害者更生施設等から指定施

設支援を受けた と きは 、 当該特定入所者に対し 、 当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要し た費用及び居住

に要し た費用について 、 政令で定める と こ ろによ り 、 特定入所者食費等給付費を支給する 。  

２  第15条の12第 ７ 項から第11項までの規定は 、 特定入所者食費等給付費の支給について準用する 。 この場合において 、 必要

な技術的読替えは 、 政令で定める 。  

第15条の15中 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費 、 高額施設訓練

等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 に改め 、 「 居宅支給決定知的障害者若し く は施設支給決定知的障害者又は知的障害者

居宅支援若し く は 」 を削る 。  

第15条の16中 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費 、 高額施設訓練

等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 に改める 。  

「 第 ２ 款  指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等 」 を 「 第 ２ 款  指定知的障害者更生施設等 」 に改める 。  

第15条の17から第15条の23までを次のよ う に改める 。  

第15条の17から第15条の23まで  削除 

第15条の28第 １ 項中 「 施設訓練等支援費 」 の下に 「 、 高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費 」 を加え 、  

同条第 ２ 項を次のよ う に改める 。  

２  前項の規定による質問又は検査を行 う 場合においては 、 当該職員は 、 その身分を示す証明書を携帯し 、 かつ 、 関係者の請

求がある と きは 、 これを提示し なければな ら ない 。  

第15条の28に次の １ 項を加える 。  

３  第 １ 項の規定による権限は 、 犯罪捜査のために認められた ものと解釈し てはな ら ない 。  

第15条の30第 １ 項第 ２ 号中 「 施設訓練等支援費 」 の下に 「 又は特定入所者食費等給付費 」 を加える 。  

「 第 ３ 節  居宅介護 、 施設入所等の措置 」 を 「 第 ３ 節  障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 」 に改める 。  

第15条の32の見出し を「（障害福祉サービス等）」に改め 、 同条第 １ 項中 「 知的障害者居宅支援を必要とする者 」 を 「 障害者自

立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された もの

を含む 。 以下 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） を必要とする知的障害者 」 に 、 「 第15条の ５ 又は第15条の ７ の規定によ り居宅

生活支援費又は特例居宅生活支援費 」 を 「 同法に規定する介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費又は特例訓練等給付

費 」 に 、 「 その者 」 を 「 その知的障害者 」 に 、 「 知的障害者居宅支援を提供し 」 を 「 障害福祉サービスを提供し 」 に 、  

「 知的障害者居宅支援の 」 を 「 障害福祉サービスの 」 に改める 。  

第18条の見出し を「（知的障害者相談支援事業の開始）」に改め 、 同条中 「 知的障害者居宅生活支援事業又は 」 及び「（以下 「 知

的障害者居宅生活支援事業等 」 と い う 。）」 を削る 。  

第20条第 ２ 項 、 第21条の ２ 第 １ 項及び第21条の ３ 中 「 知的障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 知的障害者相談支援事業 」 に改

める 。  

第21条の ４ 中 「 知的障害者居宅生活支援事業 」 を 「 障害福祉サービス事業 」 に改める 。  

第21条の ５ 中 「 知的障害者デイサービスを提供する 」 を 「 18歳以上の知的障害者又はその介護を行 う 者を通わせて 、 創作的

活動の機会の提供 、 社会生活への適応のために必要な訓練 、 介護方法の指導その他の便宜を供与する 」 に改める 。  

第22条第 １ 号の ２ を削り 、 同条第 １ 号の ３ 中 「 第15条の11 」 の下に 「 、 第15条の14の ３ 又は第15条の14の ４ 」 を 、 「 施設訓

練等支援費 」 の下に 「 、 高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費 （ 以下 「 施設訓練等支援費等 」 と い う 。）」 を加え 、  

同号を同条第 １ 号の ２ と し 、 同条第 １ 号の ４ を同条第 １ 号の ３ とする 。  

第25条の見出し中 「 及び補助 」 を削り 、 同条第 １ 項第 １ 号及び第 ２ 号中 「 第22条第 １ 号の ３ 」 を 「 第22条第 １ 号の ２ 」 に 、  

「 施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費等 」 に改め 、 同項第 ３ 号を同項第 ５ 号と し 、 同項第 ２ 号の次に次の ２ 号を加える 。  

三  第22条第 １ 号の ３ の費用 （ 第15条の32第 ２ 項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除 く 。） については 、 そ

の ４ 分の １  
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四  第22条第 １ 号の ３ の費用 （ 居住地不明知的障害者についての第15条の32第 １ 項の行政措置に要する費用に限る 。） につ

いては 、 その10分の ５  

第25条第 ２ 項を削る 。  

第26条の見出し中 「 及び補助 」 を削り 、 同条第 １ 項第 １ 号中 「 第22条第 １ 号の ３ 」 を 「 第22条第 １ 号の ２ 」 に改め 、 同項中 

第 ４ 号を第 ５ 号と し 、 第 ３ 号を第 ４ 号と し 、 第 ２ 号を第 ３ 号と し 、 第 １ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二  第22条第 １ 号の ３ の費用 （ 第15条の32第 ２ 項の行政措置に要する費用を除 く 。）  

第26条第 ２ 項を削る 。  

第27条中 「 扶養義務者 」 の下に「（民法 （ 明治29年法律第89号 ） に定める扶養義務者をい う 。）」 を加える 。  

第27条の ４ 第 １ 項中 「 居宅生活支援費若し く は特例居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 （ 第28条において 「 居宅生活支援

費等 」 と い う 。）」 を 「 施設訓練等支援費等 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 指定居宅支援事業者及び 」 及び「（以下この項において

「 指定居宅支援事業者等 」 と い う 。）」 を削り 、 「 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費 」 を 「 施設訓練等支援費又は特定入所

者食費等給付費 」 に 、 「 当該指定居宅支援事業者等 」 を 「 当該指定知的障害者更生施設等 」 に改める 。  

第27条の ５ を第27条の ７ と し 、 第27条の ４ の次に次の ２ 条を加える 。  

（ 報告等 ）   

第27条の ５  市町村は 、 施設訓練等支援費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 知的障害者 、 知的障害者の配偶者若

し く は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し 、 報告若し く は文書そ

の他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に質問させる こ とができ る 。  

２  第15条の28第 ２ 項の規定は前項の規定によ る質問について 、 同条第 ３ 項の規定は前項の規定による権限について準用する 。  

（ 資料の提供等 ）   

第27条の ６  市町村は 、 施設訓練等支援費等の支給に関し て必要がある と認める と きは 、 知的障害者 、 知的障害者の配偶者又

は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき 、 官公署に対し必要な文書の閲

覧若し く は資料の提供を求め 、 又は銀行 、 信託会社その他の機関若し く は知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求め

る こ とができ る 。  

第28条中 「 居宅生活支援費等 」 を 「 施設訓練等支援費等 」 に改める 。  

第32条中 「 第15条の ８ 第 ２ 項後段若し く は第15条の ９ 第 ２ 項の規定による居宅受給者証の提出若し く は返還又は第15条の13

第 ２ 項後段若し く は 」 を 「 第15条の13第 ２ 項後段又は 」 に 、 「 若し く は返還を 」 を 「 又は返還を 」 に改める 。  

附則第 ３ 項中 「 第15条の15まで 」 の下に 「 、 第15条の32 （ 第 １ 項に限る 。）」 を加える 。  

附則第 ４ 項 、 第 ５ 項及び第 ８ 項中 「 第26条第 １ 項 」 を 「 第26条 」 に改める 。   

第52条  知的障害者福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

目次を次のよ う に改める 。  

目次 

第 １ 章  総則 （ 第 １ 条－第 ８ 条 ）  

第 ２ 章  実施機関及び更生援護 

 第 １ 節  実施機関等 （ 第 ９ 条－第15条の ３ ）  

  第 ２ 節  障害福祉サービス 、 障害者支援施設等への入所等の措置 （ 第15条の ４ －第21条 ）  

第 ３ 章  費用 （ 第22条－第27条の ２ ）  

第 ４ 章  雑則 （ 第28条－第32条 ）  

附則 

第 ４ 条の前の見出し を削り 、 第 ２ 章の章名を削り 、 同条から第 ８ 条までを次のよ う に改める 。  

第 ４ 条から第 ８ 条まで  削除 

第 ９ 条第 １ 項中 「 対する市町村 」 の下に「（特別区を含む 。 以下同じ 。）」 を加え 、 同条第 ２ 項を次のよ う に改める 。  

２  前項の規定にかかわらず 、 第16条第 １ 項第 ２ 号の規定によ り入所措置が採られて又は障害者自立支援法第29条第 １ 項若し

く は第30条第 １ 項の規定によ り同法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等 （ 第15条の ４ 及び第16条第 １ 項第 ２ 号において

「 介護給付費等 」 と い う 。） の支給を受けて同法第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 、 同条第12項に

規定する障害者支援施設 （ 以下 「 障害者支援施設 」 と い う 。） 又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

（ 平成14年法律第 167 号 ） 第11条第 １ 号の規定によ り独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

（ 以下 「 のぞみの園 」 と い う 。） に入所し ている知的障害者及び生活保護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第30条第 １ 項ただ し

書の規定によ り入所し ている知的障害者 （ 以下この項において 「 特定施設入所知的障害者 」 と い う 。） については 、 その者

が障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項若し く は第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 、 障害者支援施設 、 のぞみの園又は生活保護

法第30条第 １ 項ただ し書に規定する施設 （ 以下この項及び次項において 「 特定施設 」 と い う 。） への入所前に有し た居住地

（ 継続し て二以上の特定施設に入所し ている特定施設入所知的障害者 （ 以下この項において 「 継続入所知的障害者 」 と い

う 。） については 、 最初に入所し た特定施設への入所前に有し た居住地 ） の市町村が 、 この法律に定める更生援護を行 う も

のとする 。 ただ し 、 特定施設への入所前に居住地を有し ないか 、 又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については 、

入所前におけるその者の所在地 （ 継続入所知的障害者については 、 最初に入所し た特定施設への入所前に有し た所在地 ） の

市町村が 、 この法律に定める更生援護を行 う ものとする 。  

第 ９ 条第 ５ 項中 「 第 ３ 項第 ３ 号 」 を 「 第 ４ 項第 ３ 号 」 に改め 、 同項を同条第 ６ 項と し 、 同条中第 ４ 項を第 ５ 項と し 、 第 ３ 項

を第 ４ 項と し 、 第 ２ 項の次に次の １ 項を加える 。  

３  前項の規定の適用を受ける知的障害者が入所し ている特定施設の設置者は 、 当該特定施設の所在する市町村及び当該知的

障害者に対し この法律に定める更生援護を行 う 市町村に必要な協力を し なければな ら ない 。  
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第10条第 １ 項中 「 前条第 ３ 項各号 」 を 「 前条第 ４ 項各号 」 に 、 「 同条第 ４ 項及び第 ５ 項 」 を 「 同条第 ５ 項及び第 ６ 項 」 に改

める 。  

第11条第 ２ 項中 「 知的障害者相談支援事業 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第17項に規定する相談支援事業 」 に改める 。  

第13条第 ４ 項第 ２ 号中 「 第 ９ 条第 ３ 項第 ３ 号 」 を 「 第 ９ 条第 ４ 項第 ３ 号 」 に改める 。  

第15条の ３ 第 １ 項中 「 による自立支援給付 」 の下に 「 及び地域生活支援事業 」 を加える 。  

第15条の ４ を削る 。  

第 ３ 章第 ２ 節を削る 。  

「 第 ３ 節  障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 」 を 「 第 ３ 節  障害福祉サービス 、 障害者支援施設等への入所等の措置 」

に改める 。  

第15条の32の見出し を「（障害福祉サービス）」に改め 、 同条第 １ 項中 「 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス

とみな された ものを含む 」 を 「 同条第 ５ 項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援 （ 以下この条及び次条

第 １ 項第 ２ 号において 「 療養介護等 」 と い う 。） を除 く 」 に 、 「 同法に規定する介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費

又は特例訓練等給付費 」 を 「 介護給付費等 （ 療養介護等に係る ものを除 く 。）」 に改め 、 同条第 ２ 項を削り 、 第 ３ 章第 ３ 節中同

条を第15条の ４ とする 。  

第16条の見出し中 「 施設入所等 」 を 「 障害者支援施設等への入所等 」 に改め 、 同条第 １ 項第 ２ 号中 「 第15条の11の規定によ

り施設訓練等支援費 」 を 「 介護給付費等 （ 療養介護等に係る ものに限る 。）」 に 、 「 知的障害者更生施設等に入所させて 」 を

「 障害者支援施設若し く は障害者自立支援法第 ５ 条第 ５ 項の厚生労働省令で定める施設 （ 以下 「 障害者支援施設等 」 と い

う 。） に入所させて 」 に 、 「 知的障害者更生施設等若し く は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する

施設 」 を 「 障害者支援施設等若し く はのぞみの園 」 に改める 。  

第17条中 「 第15条の32 」 を 「 第15条の ４ 」 に改める 。  

第 ４ 章の章名を削る 。  

第18条及び第18条の ２ を削る 。  

第17条の ２ 中 「 第15条の32 」 を 「 第15条の ４ 」 に改め 、 同条を第18条とする 。  

第19条及び第20条を次のよ う に改める 。  

第19条及び第20条  削除 

第21条から第21条の ３ までを削る 。  

第21条の ４ 中 「 障害福祉サービス事業 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業 」 に 、 「 知的

障害者援護施設 」 を 「 障害者支援施設等若し く はのぞみの園 」 に 、 「 第15条の32第 １ 項 」 を 「 第15条の ４ 」 に改め 、 同条を第

21条とする 。  

第21条の ５ から第21条の ９ までを削る 。  

第 ３ 章第 ３ 節を同章第 ２ 節とする 。  

第 ３ 章を第 ２ 章とする 。  

第22条第 ３ 号を削り 、 同条第 ２ 号を同条第 ３ 号と し 、 同条第 １ 号の ３ 中 「 第15条の32 」 を 「 第15条の ４ 」 に改め 、 同号を同

条第 ２ 号と し 、 同条第 １ 号の ２ を削る 。  

第23条第 ３ 号を削る 。  

第25条第 ３ 号及び第 ４ 号を削り 、 同条第 ２ 号中 「 第22条第 １ 号の ２ 」 を 「 第22条第 ３ 号 」 に 、 「 第 ９ 条第 １ 項に規定する居

住地を有せず 、 又は居住地が明らかでない知的障害者 （ 以下この条において 「 居住地不明知的障害者 」 と い う 。）」 を 「 居住地

不明知的障害者 」 に改め 、 「 の施設訓練等支援費等の支給 （ 知的障害者通勤寮支援に係る ものを除 く 。） に要する費用に限

る 。） 及び第22条第 ２ 号の費用 （ 」、 「 居住地不明知的障害者について 」 及び「（知的障害者通勤寮に係る ものを除 く 。）」 を削

り 、 同号を同条第 ４ 号と し 、 同条第 １ 号中 「 第22条第 １ 号の ２ の費用 （ 知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支

給に要する費用及び次号に掲げる費用を除 く 。） 及び同条第 ２ 号 」 を 「 第22条第 ３ 号 」 に改め 、 「（知的障害者通勤寮に係る も

のを除 く 。）」 及び 「 の う ち 、 福祉事務所を設置し ない町村が行 う もの 」 を削り 、 同号を同条第 ３ 号と し 、 同号の前に次の ２ 号

を加える 。  

一  第22条第 ２ 号の費用 （ 次号に掲げる費用を除 く 。） については 、 その ４ 分の １  

二  第22条第 ２ 号の費用 （ 第 ９ 条第 １ 項に規定する居住地を有し ないか 、 又は居住地が明らかでない知的障害者 （ 第 ４ 号に

おいて 「 居住地不明知的障害者 」 と い う 。） についての行政措置に要する費用に限る 。） については 、 その10分の ５  

第26条中 「 又は第23条 」 及び 「 又は都道府県 」 を削り 、 同条第 １ 号を削り 、 同条第 ２ 号中 「 第22条第 １ 号の ３ 」 を 「 第22条

第 ２ 号 」 に改め 、 「（第15条の32第 ２ 項の行政措置に要する費用を除 く 。）」 を削り 、 同号を同条第 １ 号と し 、 同条第 ３ 号中 

「 第22条第 ２ 号 」 を 「 第22条第 ３ 号 」 に改め 、 「（知的障害者通勤寮に係る ものを除 く 。）」 を削り 、 同号を同条第 ２ 号とする 。  

第27条中 「 第15条の32 」 を 「 第15条の ４ 」 に改める 。  

第27条の ２ 中 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ４ 号 」 を 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号 」 に改める 。  

第 ５ 章を第 ３ 章とする 。  

第27条の ４ から第28条までを削り 、 第27条の ３ を第28条とする 。  

第30条中 「 地方自治法 」 の下に「（昭和22年法律第67号）」を加える 。  

第30条の ２ を削る 。  

第32条を削り 、 第31条を第32条と し 、 第30条の ３ を第31条とする 。  

第 ６ 章を第 ４ 章とする 。  

附則第 ３ 項中 「 、 第15条の11から第15条の15まで 、 第15条の32 （ 第 １ 項に限る 。）」 を削る 。  

附則第 ４ 項から第 ８ 項までを削る 。  

（ 知的障害者福祉法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  
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第53条  附則第51条の規定による改正後の知的障害者福祉法 （ 附則第55条において 「 新法 」 と い う 。） 第 ９ 条第 ２ 項の規定は 、

同項に規定する特定施設 （ 以下この条において 「 特定施設 」 と い う 。） に入居又は入所をする こ と によ り 、 施行日以後に当該

特定施設の所在する場所に居住地を変更し た と認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であっ て 、 当該特定施設に

入居又は入所を し た際 、 当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有し ていた と認められる ものについ

て 、 適用する 。  

第54条  施行日前に行われた附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法 （ 以下この条及び次条において 「 旧法 」 と い

う 。） 第15条の ５ 第 １ 項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については 、 なお従前の例に

よる 。  

２  施行日前に行われた旧法第15条の ７ 第 １ 項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給

については 、 なお従前の例によ る 。  

３  施行日前に行われた旧法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給につい

ては 、 なお従前の例による 。  

４  施行日前に行われた旧法第15条の32第 １ 項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又は

その扶養義務者からの費用の徴収については 、 なお従前の例による 。  

第55条  施行日において現に旧法第15条の32第 １ 項の規定によ る行政措置を受けて旧法第 ４ 条第 １ 項に規定する知的障害者居宅

支援が提供されている知的障害者は 、 政令で定める と こ ろによ り 、 施行日に 、 新法第15条の32第 １ 項の規定による行政措置を

受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす 。  

２  新法第25条及び第26条の規定は 、 施行日以後に行われる新法第15条の32第 １ 項の規定によ る行政措置に要する費用について

適用し 、 施行日前に行われた旧法第15条の32第 １ 項の規定によ る行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は 、

なお従前の例による 。  

第56条  当分の間 、 附則第52条の規定による改正後の知的障害者福祉法 （ 以下この条及び附則第58条において 「 新法 」 と い

う 。） 第 ９ 条第 ２ 項中 「 第16条第 １ 項第 ２ 号の規定によ り入所措置 」 と あるのは 「 第15条の ４ 若し く は第16条第 １ 項第 ２ 号の

規定によ り入所若し く は入居の措置 」 と 、 「 又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 」 と あるのは 「 若し

く は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 」 と 、 「 ） に入所し て 」 と あるのは 「 ） に入所し 、 又は障害者自

立支援法第 ５ 条第10項に規定する共同生活介護若し く は同条第16項に規定する共同生活援助を行 う 住居 （ 以下この項において

「 共同生活住居 」 と い う 。） に入居し て 」 と 、 「 又は生活保護法 」 と あるのは 「 、 共同生活住居又は生活保護法 」 と 、 「 入所

前 」 と あるのは 「 入所又は入居の前 」 と 、 「 特定施設に入所し て 」 と あるのは 「 特定施設に入所又は入居を し て 」 と 、 「 入所

し た 」 と あるのは 「 入所又は入居を し た 」 と 、 同条第 ３ 項中 「 入所し て 」 と あるのは 「 入所し 、 又は入居し て 」 とする 。  

２  前項の規定によ り読み替え られた新法第 ９ 条第 ２ 項の規定は 、 同項に規定する特定施設 （ 以下この項において 「 特定施設 」

と い う 。） に入所又は入居をする こ と によ り 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所

に居住地を変更し た と認められる新法第 ９ 条第 ２ 項に規定する特定施設入所知的障害者であっ て 、 当該特定施設に入所又は入

居を し た際 、 当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有し ていた と認められる ものについて 、 適用す

る 。  

第57条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法 （ 以下この

条から附則第60条までにおいて 「 旧法 」 と い う 。） 第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同項 、 旧法第15条の14の

３ 第 １ 項及び第15条の14の ４ 第 １ 項の規定による施設訓練等支援費 、 高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支

給については 、 なお従前の例による 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第15条の32又は第16条第 １ 項第 ２ 号の規定による行政措置に要

する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者から

の費用の徴収については 、 なお従前の例による 。  

第58条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第 ５ 条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 旧法

第21条の ５ に規定する知的障害者デイサービスセン ター及び旧法第21条の ９ に規定する知的障害者福祉ホームを除 く 。 以下こ

の項及び次項において 「 知的障害者援護施設 」 と い う 。） の設置者は 、 附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日まで

の間は 、 当該知的障害者援護施設につき 、 なお従前の例によ り運営をする こ とができ る 。  

２  前項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された知的障害者援護施設については 、 当該知的障害

者援護施設を障害者支援施設とみな し て 、 新法の規定を適用する 。 ただ し 、 旧法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮につ

いては 、 新法第 ９ 条第 ２ 項及び第 ３ 項の規定は適用し ない 。  

３  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の際現に旧法第16条第 １ 項第 ２ 号の規定による行政措置を受けて旧法第15条の24第 １

項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所し ている知的障害者は 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日

に 、 新法第16条第 １ 項第 ２ 号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所し ている知的障害者とみな

す 。   

第59条  旧法第 ４ 条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第18条の ２ の規定による個人の身上に関する

秘密を守ら なければな ら ない義務については 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後も 、 なお従前の例による 。  

第60条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第 ４ 項の規定による国の貸付けについては 、 旧法附則

第 ５ 項から第 ８ 項までの規定は 、 同日以後も 、 なおその効力を有する 。 この場合において 、 旧法附則第 ５ 項中 「 前項 」 と ある

のは 「 障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法 （ 以下 「 旧法 」 と い う 。） 附則第 ４ 項 」 と 、 旧法

附則第 ６ 項から第 ８ 項までの規定中 「 附則第 ４ 項 」 と あるのは 「 旧法附則第 ４ 項 」 とする 。  

（ 社会福祉法の一部改正 ）  

第61条  社会福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  
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第 ２ 条第 ３ 項第 ２ 号中 「 児童居宅介護等事業 、 児童デイサービス事業 、 児童短期入所事業 、」 を削り 、 同項第 ４ 号の次に次

の １ 号を加える 。  

四の二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） に規定する障害福祉サービス事業 （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ

り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。）  

第 ２ 条第 ３ 項第 ５ 号中 「 身体障害者居宅介護等事業 、 身体障害者デイサービス事業 、 身体障害者短期入所事業 、」 を削り 、  

同項第 ６ 号中 「 知的障害者居宅介護等事業 、 知的障害者デイサービス事業 、 知的障害者短期入所事業 、 知的障害者地域生活援

助事業又は 」 を削り 、 同項第 ７ 号中 「 及び同法に規定する精神障害者居宅生活支援事業 」 を削る 。  

第62条  社会福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号の次に次の １ 号を加える 。  

三の二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） に規定する障害者支援施設を経営する事業 

第 ２ 条第 ２ 項第 ４ 号及び第 ５ 号を次のよ う に改める 。  

四  障害者自立支援法附則第41条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定

する身体障害者更生援護施設を経営する事業 

五  障害者自立支援法附則第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定

する知的障害者援護施設を経営する事業 

第 ２ 条第 ３ 項第 ２ 号中 「 障害児相談支援事業 、」 を削り 、 同項第 ４ 号の ２ 中「（平成17年法律第 123 号）」を削り 、 「（同法附則

第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。）」 を 「 、 相談支援事業又は移動支援事業及び同法

に規定する地域活動支援セン ター又は福祉ホームを経営する事業 」 に改め 、 同項第 ５ 号中 「 に規定する身体障害者相談支援事

業 、」 を「（昭和24年法律第 283 号 ） に規定する 」 に改め 、 同項第 ６ 号中 「 に規定する知的障害者相談支援事業 、 同法に規定す

る知的障害者デイサービスセン ターを経営する事業及び 」 を「（昭和35年法律第37号 ） に規定する 」 に改め 、 同項第 ７ 号中 「 精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） に規定する 」 を 「 障害者自立支援法附則第48条の規定によ

り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同条に規定する 」 に改める 。   

第63条  社会福祉法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 ２ 項第 ４ 号を削り 、 同項第 ３ 号の ２ を同項第 ４ 号と し 、 同項第 ５ 号を次のよ う に改める 。  

五  削除 

第 ２ 条第 ３ 項第 ７ 号を次のよ う に改める 。  

七  削除 

（ 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正 ）  

第64条  社会福祉施設職員等退職手当共済法 （ 昭和36年法律第 155 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 ２ 項第 １ 号中 「 児童居宅生活支援事業の う ち児童居宅介護等事業及び 」 を削り 、 同項第 ２ 号を次のよ う に改める 。  

二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業 （ 同法附

則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。） の う ち居宅介護 、 行動援護 、 外出介護又

は共同生活援助を行 う 事業 

第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号を削り 、 同項第 ４ 号を同項第 ３ 号とする 。   

第65条  社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 １ 項第 ３ 号の次に次の １ 号を加える 。  

三の二  社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） 第62条第 １ 項の規定による届出がな された障害者自立支援法 （ 平成17年法律第

123 号 ） に規定する障害者支援施設 

第 ２ 条第 １ 項第 ４ 号中「（昭和26年法律第45号）」を削り 、 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） に規定する身体障害

者更生援護施設の う ち身体障害者更生施設 、 身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設 」 を 「 障害者自立支援法附則第

41条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する身体障害者更生援護施

設 」 に改め 、 同項第 ５ 号中 「 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） に規定する知的障害者援護施設の う ち知的障害者

更生施設 、 知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮 」 を 「 障害者自立支援法附則第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の

例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する知的障害者援護施設 」 に改め 、 同条第 ２ 項第 ２ 号中「（平成

17年法律第 123 号）」を削り 、 「（同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。） の

う ち居宅介護 、 行動援護 、 外出介護又は共同生活援助を行 う 事業 」 を 「 の う ち居宅介護 、 重度訪問介護 、 行動援護 、 療養

介護 、 生活介護 、 共同生活介護 、 自立訓練 、 就労移行支援 、 就労継続支援又は共同生活援助を行 う 事業及び移動支援事

業 」 に改める 。   

第66条  社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 １ 項第 ４ 号を削り 、 同項第 ３ 号の ２ を同項第 ４ 号と し 、 同項第 ５ 号を次のよ う に改める 。  

五  削除 

（ 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第67条  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し ている退職手当共済契約 （ 附

則第25条の規定による改正前の児童福祉法第34条の ３ 第 １ 項の規定による届出がな された児童居宅生活支援事業の う ち児童居

宅介護等事業 、 附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第26条第 １ 項の規定による届出がな された身体障害者居宅

生活支援事業の う ち身体障害者居宅介護等事業又は附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第18条の規定による届

出がな された知的障害者居宅生活支援事業の う ち知的障害者居宅介護等事業若し く は知的障害者地域生活援助事業に係る もの

に限る 。） は 、 第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業 （ 附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉 

サービス事業とみな された事業を含む 。） の う ち居宅介護 、 行動援護 、 外出介護又は共同生活援助を行 う 事業に係る退職手当

共済契約とみなす 。  



46                                      

２  施行日前に附則第64条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によ っ て し た退職手当共済契約の申

込みその他の手続は 、 同条の規定による改正後の同法の相当の規定によ っ て し た ものとみなす 。  

第68条  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り

成立し ている退職手当共済契約 （ 社会福祉法第62条第 １ 項の規定による届出がな された附則第35条の規定による改正前の身体

障害者福祉法に規定する身体障害者更生援護施設の う ち身体障害者更生施設 、 身体障害者療護施設若し く は身体障害者授産施

設又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者援護施設の う ち知的障害者更生施設 、 知的障

害者授産施設若し く は知的障害者通勤寮に係る ものに限る 。） は 、 社会福祉法第62条第 １ 項の規定による届出がな された附則

第41条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する身体障害者更生援護施設

又は附則第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する知的障害者援護

施設に係る退職手当共済契約とみなす 。  

２  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立

し ている退職手当共済契約 （ 第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業 （ 附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ

り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。） の う ち居宅介護 、 行動援護 、 外出介護又は共同生活援助を行 う 事業に係

る ものに限る 。） は 、 第79条第 ２ 項の規定によ る届出がな された障害福祉サービス事業の う ち居宅介護 、 重度訪問介護 、 行動

援護 、 共同生活介護若し く は共同生活援助を行 う 事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす 。  

３  附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日前に附則第65条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定

によ っ て し た退職手当共済契約の申込みその他の手続は 、 同条の規定による改正後の同法の相当の規定によ っ て し た ものとみ

なす 。  

（ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正 ）  

第69条  独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部を次のよ う に改正する 。  

第11条第 ３ 号中 「 知的障害者援護施設 （ 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第 ５ 条第 １ 項に規定する知的障害者援護

施設 」 を 「 障害者支援施設 （ 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 」 に改め 、  

同条第 ４ 号中 「 知的障害者援護施設 」 を 「 障害者支援施設 」 に改める 。  

（ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第70条  附則第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する知的障害者援

護施設は 、 障害者支援施設とみな し て 、 前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の

規定を適用する 。  

（ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正 ）  

第71条  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を次のよ う に改正する 。  

第 101 条第 １ 項中 「 、 第49条 」 を 「 又は第49条 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第29条 」 に改める 。  

第 104 条第 ２ 項及び第 108 条第 １ 項中 「 、 第49条 」 を 「 又は第49条 、 障害者自立支援法第29条 」 に改める 。  

（ 船員保険法の一部改正 ）  

第72条  船員保険法 （ 昭和14年法律第73号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第46条第 １ 項第 １ 号を次のよ う に改める 。  

一  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項ニ規定スル障害者支援施設 （ 次号ニ於テ障害者支援施設 ト 称

ス ） ヘ ノ 入所 ノ 期間 （ 同条第 ６ 項ニ規定スル生活介護 （ 次号ニ於テ生活介護 ト 称ス ） ヲ受ケ タル場合ニ限ル ）  

第46条第 １ 項第 ２ 号を同項第 ３ 号と し 、 同項第 １ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二  障害者支援施設 （ 生活介護ヲ行フ モ ノ ニ限ル ） ニ準スル施設 ト シテ厚生労働大臣 ノ 定ムルモ ノ ヘ ノ 入所 ノ 期間 

（ 労働者災害補償保険法の一部改正 ）  

第73条  労働者災害補償保険法 （ 昭和22年法律第50号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第12条の ８ 第 ４ 項第 １ 号を次のよ う に改める 。  

一  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 以下 「 障害者支援施設 」 と い

う 。） に入所し ている間 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介護 （ 以下 「 生活介護 」 と い う 。） を受けている場合に限る 。）  

第12条の ８ 第 ４ 項第 ２ 号を同項第 ３ 号と し 、 同項第 １ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二  障害者支援施設 （ 生活介護を行 う ものに限る 。） に準ずる施設と し て厚生労働大臣が定める ものに入所し ている間 

第24条第 １ 項第 １ 号を次のよ う に改める 。  

一  障害者支援施設に入所し ている間 （ 生活介護を受けている場合に限る 。）  

第24条第 １ 項第 ２ 号を同項第 ３ 号と し 、 同項第 １ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二  第12条の ８ 第 ４ 項第 ２ 号の厚生労働大臣が定める施設に入所し ている間 

（ 国家公務員災害補償法の一部改正 ）  

第74条  国家公務員災害補償法 （ 昭和26年法律第 191 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第14条の ２ 第 １ 項第 ２ 号を次のよ う に改める 。  

二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 次号において 「 障害者支援施

設 」 と い う 。） に入所し ている場合 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介護 （ 次号において 「 生活介護 」 と い う 。） を受けてい

る場合に限る 。）  

第14条の ２ 第 １ 項に次の １ 号を加える 。  

三  障害者支援施設 （ 生活介護を行 う ものに限る 。） に準ずる施設と し て人事院が定める ものに入所し ている場合 

（ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正 ）  

第75条  特別児童扶養手当等の支給に関する法律 （ 昭和39年法律第 134 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第26条の ２ 第 １ 号を次のよ う に改める 。  
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一  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） に規定する障害者支援施設 （ 次号において 「 障害者支援施設 」 と い う 。）

に入所し ている と き （ 同法に規定する生活介護 （ 次号において 「 生活介護 」 と い う 。） を受けている場合に限る 。）。 

第26条の ２ 第 ２ 号中 「 収容される 」 を 「 入院する 」 に改め 、 同号を同条第 ３ 号と し 、 同条第 １ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二  障害者支援施設 （ 生活介護を行 う ものに限る 。） に類する施設で厚生労働省令で定める ものに入所し ている と き 。  

（ 地方公務員災害補償法の一部改正 ）  

第76条  地方公務員災害補償法 （ 昭和42年法律第 121 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第30条の ２ 第 １ 項第 ２ 号を次のよ う に改める 。  

二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 次号において 「 障害者支援施

設 」 と い う 。） に入所し ている場合 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介護 （ 次号において 「 生活介護 」 と い う 。） を受けてい

る場合に限る 。）  

第30条の ２ 第 １ 項に次の １ 号を加える 。  

三  障害者支援施設 （ 生活介護を行 う ものに限る 。） に準ずる施設と し て総務大臣が定める ものに入所し ている場合 

（ 介護保険法施行法の一部改正 ）  

第77条  介護保険法施行法 （ 平成 ９ 年法律第 124 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第11条第 １ 項中 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第17条の11第 ２ 項の規定による支給の決定 （ 同法第 ５ 条第 ４

項に規定する身体障害者療護施設支援に係る ものに限る 。） を受けて同法第17条の24第 １ 項の規定によ り都道府県知事が指定

する身体障害者療護施設に入所し ている もの若し く は同法第18条第 ３ 項の規定によ り身体障害者療護施設に入所し ている も

の 」 を 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第19条第 １ 項の規定によ る支給決定 （ 同法第 ５ 条第 ６ 項に規定する生活

介護 （ 以下この項において 「 生活介護 」 と い う 。） 及び同条第11項に規定する施設入所支援に係る ものに限る 。） を受けて同

法第29条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設に入所し ている もの又は身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第18条第

２ 項の規定によ り障害者自立支援法第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 生活介護を行 う ものに限る 。） に入所し ている

ものの う ち厚生労働省令で定める もの 」 に改める 。  

（ 生活保護法の一部改正 ）  

第78条  生活保護法の一部を次のよ う に改正する 。  

第84条の ３ 中 「 第18条 」 を 「 第18条第 ３ 項 」 に 、 「 又は老人福祉法第11条 」 を 「 、 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37

号 ） 第15条の32第 １ 項の規定によ り障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助 （ 以下

この条において 「 共同生活援助 」 と い う 。） を行 う 住居に入居し ている者 、 老人福祉法第11条第 １ 項第 １ 号 」 に 、 「 若し く は

特別養護老人ホーム 」 を 「 に入所し 、 若し く は同項第 ２ 号の規定によ り特別養護老人ホーム 」 に 、 「 に対する 」 を 「 又は障害

者自立支援法第29条第 １ 項若し く は第30条第 １ 項の規定によ り訓練等給付費若し く は特例訓練等給付費の支給を受けて共同生

活援助を行 う 住居に入居し ている者に対する 」 に 、 「 施設に引き続き入所し て 」 を 「 施設又は住居に引き続き入所し 、 又は入

居し て 」 に改める 。   

第79条  生活保護法の一部を次のよ う に改正する 。  

第84条の ３ 中 「 第17条の10第 １ 項の規定によ り施設訓練等支援費の支給を受けて若し く は同法第18条第 ３ 項の規定によ り入

所措置がと られて身体障害者療護施設 」 を 「 第18条第 ２ 項の規定によ り障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第

12項に規定する障害者支援施設 （ 以下この条において 「 障害者支援施設 」 と い う 。）」 に 、 「 第15条の32第 １ 項 」 を 「 第16条第

１ 項第 ２ 号 」 に 、 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助 （ 以下この条において

「 共同生活援助 」 と い う 。） を行 う 住居に入居し て 」 を 「 障害者支援施設若し く は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園法 （ 平成14年法律第 167 号 ） 第11条第 １ 号の規定によ り独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設

置する施設 （ 以下この条において 「 のぞみの園 」 と い う 。） に入所し て 」 に 、 「 訓練等給付費若し く は特例訓練等給付費 」 を

「 同法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等 」 に 、 「 共同生活援助を行 う 住居に入居し て 」 を 「 障害者支援施設 、 のぞみの園

若し く は同法第 ５ 条第 １ 項の厚生労働省令で定める施設に入所し て 」 に改め 、 「 又は住居 」 を削り 、 「 入所し 、 又は入居し

て 」 を 「 入所し て 」 に改める 。  

（ 生活保護法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第80条  附則第78条の規定による改正後の生活保護法第84条の ３ の規定は 、 施行日以後に 、 同条に規定する施設又は住居に入所

し 、 又は入居し た者について 、 適用する 。   

第81条  当分の間 、 附則第79条の規定による改正後の生活保護法 （ 以下この条において 「 新法 」 と い う 。） 第84条の ３ 中 「 第16

条第 １ 項第 ２ 号 」 と あるのは 「 第15条の ４ の規定によ り障害者自立支援法第 ５ 条第10項に規定する共同生活介護 （ 以下この条

において 「 共同生活介護 」 と い う 。） 若し く は同法第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助 （ 以下この条において 「 共同生活援

助 」 と い う 。） を行 う 住居に入居し ている者若し く は知的障害者福祉法第16条第 １ 項第 ２ 号 」 と 、 「 に対する 」 と あるのは

「 若し く は共同生活介護若し く は共同生活援助を行 う 住居に入居し ている者に対する 」 と 、 「 施設に引き続き入所し て 」 と あ

るのは 「 施設又は住居に引き続き入所し 、 又は入居し て 」 とする 。  

２  前項の規定によ り読み替え られた新法第84条の ３ の規定は 、 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後に 、 同項の規定

によ り読み替え られた新法第84条の ３ に規定する施設又は住居に入所し 、 又は入居し た者について 、 適用する 。  

３  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条第 １

項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改正前

の知的障害者福祉法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮を除 く 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 新法第84条の ３ の規

定を適用する 。  

（ 国民健康保険法の一部改正 ）  

第82条  国民健康保険法の一部を次のよ う に改正する 。  
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第 116 条の ２ の見出し中 「 又は入所中 」 を 「 、 入所又は入居中 」 に改め 、 同条第 １ 項中 「 又は入所 」 を 「 、 入所又は入居 」

に 、 「 又は施設 」 を 「 、 施設又は住居 」 に改め 、 同項第 ２ 号の次に次の １ 号を加える 。  

二の二  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助を行 う 住居への入居  

第83条  国民健康保険法の一部を次のよ う に改正する 。  

 

第 116 条の ２ 第 １ 項中 「 、 施設又は住居 」 を 「 又は施設 」 に改め 、 同項第 ２ 号中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 同

項第 ３ 号を削り 、 同項第 ２ 号の ２ 中 「 第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助を行 う 住居への入居 」 を 「 第 ５ 条第12項に規定す

る障害者支援施設又は同条第 １ 項の厚生労働省令で定める施設への入所 」 に改め 、 同号を同項第 ３ 号と し 、 同項第 ４ 号中 「 知

的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第15条の24第 １ 項に規定する知的障害者更生施設等 （ 同法第21条の ８ に規定する知的

障害者通勤寮を除 く 。） 又は 」 を削る 。  

（ 国民健康保険法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第84条  附則第82条の規定による改正後の国民健康保険法第 116 条の ２ の規定は 、 同条第 １ 項第 ２ 号の ２ に掲げる入居をする こ

と によ り 、 施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更し た と認められる国民健康保険の被保険者であっ て 、 当該住居

に入居を し た際 、 当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有し ていた と認められる ものについて 、 適用する 。  

第85条  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条

第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改

正前の知的障害者福祉法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮を除 く 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 附則第83条の規

定による改正後の国民健康保険法 （ 以下この条において 「 新法 」 と い う 。） 第 116 条の ２ の規定を適用する 。  

２  当分の間 、 新法第 116 条の ２ 第 １ 項中 「 又は施設 」 と あるのは 「 、 施設又は住居 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 又は 」 と あるのは

「 若し く は 」 と 、 「 入所 」 と あるのは 「 入所又は同条第10項に規定する共同生活介護若し く は同条第16項に規定する共同生活

援助を行 う 住居への入居 」 とする 。  

３  前項の規定によ り読み替え られた新法第 116 条の ２ の規定は 、 同条第 １ 項第 ３ 号に掲げる入所又は入居をする こ と によ り 、

附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更し た と認められる国民健康保

険の被保険者であっ て 、 当該施設又は住居に入所又は入居を し た際 、 当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域

内に住所を有し ていた と認められる ものについて 、 適用する 。  

（ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正 ）  

第86条  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 （ 昭和37年法律第 150 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ３ 条第 １ 項第 ７ 号中 「 第27条第 ２ 項又は第 ３ 項 」 を 「 第28条第 １ 項又は第 ２ 項 」 に 、 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身

体障害者社会参加支援施設 」 に改め 、 同項第 ８ 号を次のよ う に改める 。  

八  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第79条第 １ 項若し く は第 ２ 項又は第83条第 ２ 項若し く は第 ３ 項の規定によ

り都道府県又は市町村が設置し た障害者支援施設 、 地域活動支援セン ター 、 福祉ホーム又は障害福祉サービス （ 同法第 ５

条第 ６ 項に規定する生活介護 、 同条第13項に規定する自立訓練 、 同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規

定する就労継続支援に限る 。） の事業の用に供する施設の災害復旧事業 

（ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第87条  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条

第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改

正前の知的障害者福祉法第21条の ８ に規定する知的障害者通勤寮を除 く 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 前条の規定によ

る改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 ３ 条第 １ 項の規定を適用する 。  

（ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 ）  

第87条の ２  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 （ 昭和55年法律第

63号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

別表第 １ 中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 「 、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第 ５ 条第 １ 項に規定す

る身体障害者更生施設で 、 重度の肢体不自由者を入所させる もの若し く は身体障害者療護施設 」 及び 「 知的障害者福祉法 （ 昭

和35年法律第37号 ） 第21条の ６ に規定する知的障害者更生施設 （ 通所施設を除 く 。） 又は 」 を削り 、 「 特別養護老人ホーム 」

の下に 「 又は障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 同条第 ６ 項に規定する生

活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行 う ものに限る 。）」 を加える 。  

別表第 ２ 中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 「 、 身体障害者福祉法第 ５ 条第 １ 項に規定する身体障害者更生施設で 、

重度の肢体不自由者を入所させる もの若し く は身体障害者療護施設 」 及び 「 知的障害者福祉法第21条の ６ に規定する知的障害

者更生施設 （ 通所施設を除 く 。） 又は 」 を削り 、 「 特別養護老人ホーム 」 の下に 「 又は障害者自立支援法第 ５ 条第12項に規定

する障害者支援施設 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行 う ものに限る 。）」 を加える 。  

（ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第87条の ３  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第

41条第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設 （ 附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障

害者更生施設で 、 重度の肢体不自由者を入所させる もの又は同法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る 。） 又は附則第

58条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の ６ に規定する知的障

害者更生施設 （ 通所施設を除 く 。） に限る 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 前条の規定による改正後の地震防災対策強化

地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第 ４ 条の規定を適用する 。  

（ 地震防災対策特別措置法の一部改正 ）  

第88条  地震防災対策特別措置法 （ 平成 ７ 年法律第 111 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  
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別表第 １ 中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 「 、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第 ５ 条第 １ 項に規定す

る身体障害者更生施設で 、 重度の肢体不自由者を入所させる もの若し く は身体障害者療護施設 」 及び 「 知的障害者福祉法 （ 昭

和35年法律第37号 ） 第 ５ 条に規定する知的障害者更生施設 （ 通所施設を除 く 。） 又は 」 を削り 、 「 特別養護老人ホーム 」 の下

に 「 又は障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介

護又は同条第13項に規定する自立訓練を行 う ものに限る 。）」 を加える 。  

別表第 ２ 中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 「 、 身体障害者福祉法第 ５ 条第 １ 項に規定する身体障害者更生施設で 、

重度の肢体不自由者を入所させる もの若し く は身体障害者療護施設 」 及び 「 知的障害者福祉法第 ５ 条に規定する知的障害者更

生施設 （ 通所施設を除 く 。） 又は 」 を削り 、 「 特別養護老人ホーム 」 の下に 「 又は障害者自立支援法第 ５ 条第12項に規定する

障害者支援施設 （ 同条第 ６ 項に規定する生活介護又は同条第13項に規定する自立訓練を行 う ものに限る 。）」 を加える 。  

（ 地震防災対策特別措置法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第89条  附則第41条第 １ 項又は第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された附則第41条

第 １ 項に規定する身体障害者更生援護施設 （ 附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者

更生施設で 、 重度の肢体不自由者を入所させる もの又は同法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る 。） 又は附則第58条

第 １ 項に規定する知的障害者援護施設 （ 附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の ６ に規定する知的障害者

更生施設 （ 通所施設を除 く 。） に限る 。） は 、 障害者支援施設とみな し て 、 前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置

法第 ４ 条の規定を適用する 。  

（ 沖縄振興特別措置法の一部改正 ）  

第90条  沖縄振興特別措置法 （ 平成14年法律第14号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

別表18の項中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 同表19の項中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 身体障害者社会参加支

援施設 」 に改め 、 同表中21の項を削り 、 22の項を21の項と し 、 23の項から28の項までを １ 項ずつ繰り上げる 。  

（ 地方自治法の一部改正 ）  

第91条  地方自治法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 252 条の19第 １ 項第 ８ 号を次のよ う に改める 。  

八  障害者の自立支援に関する事務 

別表第 １ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） の項第 １ 号中 「 、 第 ５ 章第 ４ 節 」 を削る 。   

第92条  地方自治法の一部を次のよ う に改正する 。  

別表第 １ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） の項第 １ 号中 「 第 ３ 項 」 を 「 第 ６ 項 」 に改め

る 。  

（ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正 ）  

第93条  次に掲げる法律の規定中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改める 。  

一  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 （ 昭和23年法律第 122 号 ） 第28条第 １ 項 

二  旅館業法 （ 昭和23年法律第 138 号 ） 第 ３ 条第 ３ 項第 ２ 号 

三  地価税法 （ 平成 ３ 年法律第69号 ） 別表第 １ 第 ６ 号 

四  過疎地域自立促進特別措置法 （ 平成12年法律第15号 ） 別表 

（ 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正 ）  

第94条  社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のよ う に改正する 。  

第15条第 ２ 項中 「 、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第19条の ５ 第 ３ 項 」 を削り 、 「 第21条の ３ 第 ３ 項 （ 同法第

21条の ９ 第 ９ 項及び 」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 ３ 項 （ 」 に 、 「 第20条第 ６ 項 」 を 「 第20条第 ７ 項 」 に 、 「 又は石綿による健康被

害の救済に関する法律 （ 平成18年法律第 ４ 号 ） 第14条第 １ 項 」 を 「 、 石綿によ る健康被害の救済に関する法律 （ 平成18年法律

第 ４ 号 ） 第14条第 １ 項又は障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第73条第 ３ 項 」 に改め 、 「 、 身体障害者福祉法第19条

の ５ 第 ４ 項 」 を削り 、 「 第21条の ３ 第 ４ 項 （ 同法第21条の ９ 第 ９ 項及び 」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 ４ 項 （ 」 に 、 「 又は石綿によ

る健康被害の救済に関する法律第14条第 ２ 項 」 を 「 、 石綿によ る健康被害の救済に関する法律第14条第 ２ 項又は障害者自立支

援法第73条第 ４ 項 」 に改め 、 「 若し く は第32条の ２ 第 ３ 項 」 を削る 。  

第95条  社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のよ う に改正する 。  

第15条第 ２ 項中 「 第21条の ９ の ４ 第 ３ 項 （ 」 を 「 第21条の ３ 第 ３ 項 （ 同法第24条の21及び 」 に 、 「 第21条の ９ の ４ 第 ４ 項

（ 」 を 「 第21条の ３ 第 ４ 項 （ 同法第24条の21及び 」 に改める 。  

（ 少年法の一部改正 ）  

第96条  少年法 （ 昭和23年法律第 168 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第37条第 １ 項第 ４ 号中 「 第62条第 ５ 号 」 を 「 第62条第 ６ 号 」 に改める 。  

第97条  削除 

（ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 ）  

第98条  一般職の職員の給与に関する法律 （ 昭和25年法律第95号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

別表第 ９ の備考中 「 身体障害者更生援護施設 」 を 「 障害者支援施設 」 に改める 。  

（ 国有財産特別措置法の一部改正 ）  

第99条  国有財産特別措置法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 ２ 項第 ２ 号中 「 第 ７ 条 」 を 「 第 ７ 条第 １ 項 」 に改め 、 同号に次のよ う に加える 。  

ニ  児童福祉法の規定による障害児施設給付費の支給に係る者に対する障害児施設支援の用 

第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号を次のよ う に改める 。  

三  地方公共団体において 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第12項に規定する障害者支援施設の う ち政

令で定める ものの用に供する と き 、 又は社会福祉法人において 、 次に掲げる用の う ち一若し く は二以上の用に主と し て供
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する施設の用に供する と き （ ハに掲げる用に供する場合には 、 ハに掲げる用に併せて イ又はロに掲げる用に供する と きに

限る 。）。 

イ  身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） の規定に基づき市町村の委託を受けて行 う 当該委託に係る措置の用 

ロ  知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） の規定に基づき市町村の委託を受けて行 う 当該委託に係る措置の用 

ハ  障害者自立支援法の規定による介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に

対する障害福祉サービス （ 同法第 ５ 条第 ６ 項に規定する生活介護 、 同条第13項に規定する自立訓練 、 同条第14項に規定

する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る 。） の用 

第 ２ 条第 ２ 項中第 ４ 号を削り 、 第 ５ 号を第 ４ 号と し 、 第 ６ 号を第 ５ 号と し 、 第 ７ 号を第 ６ 号とする 。  

（ 国有財産特別措置法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第 100 条  附則第41条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する身体障害者

更生援護施設又は附則第58条第 １ 項の規定によ り なお従前の例によ り運営をする こ とができ る こ と と された同項に規定する知

的障害者援護施設は 、 障害者支援施設とみな し て 、 前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号の規定

を適用する 。  

（ 租税特別措置法の一部改正 ）  

第 101 条  租税特別措置法 （ 昭和32年法律第26号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第26条第 ２ 項第 １ 号中「（昭和38年法律第 168 号）」の下に 「 、 身体障害者福祉法 」 を 、 「 養育医療の給付 」 の下に 「 、 育成医

療の給付 」 を加え 、 同項第 ６ 号を削る 。  

第 102 条  租税特別措置法の一部を次のよ う に改正する 。  

第26条第 ２ 項第 １ 号中 「 、 身体障害者福祉法 」 及び 「 、 育成医療の給付 」 を削り 、 同項に次の １ 号を加える 。  

六  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） の規定によつて自立支援医療費を支給する こ と と される支給認定に係る障

害者等に係る指定自立支援医療の う ち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額と し

て同法の規定によ り定める金額に相当する部分 

（ 租税特別措置法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第 103 条  附則第 101 条の規定による改正後の租税特別措置法第26条の規定は 、 平成17年10月 １ 日以後に行われる同条第 ２ 項に

規定する社会保険診療について適用する 。  

第 104 条  附則第 102 条の規定による改正後の租税特別措置法第26条の規定は 、 施行日以後に行われる同条第 ２ 項に規定する社

会保険診療について適用し 、 施行日前に行われた附則第 102 条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第 ２ 項に規定する

社会保険診療については 、 なお従前の例による 。  

（ 老人福祉法の一部改正 ）  

第 105 条  老人福祉法 （ 昭和38年法律第 133 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第25条中 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ５ 号 」 を 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ４ 号 」 に改める 

（ 戦傷病者特別援護法の一部改正 ）  

第 106 条  戦傷病者特別援護法の一部を次のよ う に改正する 。  

第20条第 ２ 項中 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第19条第 ４ 項に規定する指定医療機関 」 を 「 障害者自立支援

法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第54条第 ２ 項に規定する指定自立支援医療機関 」 に 、 「 行な う 」 を 「 行 う 」 に改める 。  

（ 母子保健法の一部改正 ）  

第 107 条  母子保健法 （ 昭和40年法律第 141 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第20条第 ６ 項中 「 第21条並びに第21条の ９ 第 ６ 項及び第 ７ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ７ 項及び第 ８ 項並びに第21条の ９ の ２ 」 に 、  

「 第21条の ２ から第21条の ４ まで 」 を 「 第21条の ９ の ３ から第21条の ９ の ５ まで 」 に改め 、 「 、 同法第21条の ５ の規定は 、 養

育医療に要する費用について 」 を削り 、 「 第21条の ３ 第 ４ 項及び第21条の ４ 第 ２ 項 」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 ４ 項及び第21条の

９ の ５ 第 ２ 項 」 に改め 、 同項を同条第 ７ 項と し 、 同条第 ５ 項の次に次の １ 項を加える 。  

６  第 １ 項の規定によ り支給する費用の額は 、 次項の規定によ り準用する児童福祉法第21条の ９ の ３ の規定によ り指定養育医

療機関が請求する こ とができ る診療報酬の例によ り算定し た額の う ち 、 本人及びその扶養義務者 （ 民法 （ 明治29年法律第89

号 ） に定める扶養義務者をい う 。 第21条の ４ 第 １ 項において同じ 。） が負担する こ とができない と認められる額とする 。  

第21条の ４ 第 １ 項中「（民法 （ 明治29年法律第89号 ） に定める扶養義務者をい う 。）」 を削る 。  

第27条第 １ 項中 「 第20条第 ６ 項 」 を 「 第20条第 ７ 項 」 に 、 「 第21条の ４ 第 １ 項 」 を 「 第21条の ９ の ５ 第 １ 項 」 に改める 。   

第 108 条  母子保健法の一部を次のよ う に改正する 。  

第20条第 ６ 項中 「 第21条の ９ の ３ 」 を 「 第21条の ２ 」 に改め 、 同条第 ７ 項中 「 第21条の ９ 第 ７ 項及び第 ８ 項並びに第21条の

９ の ２ 」 を 「 第20条第 ７ 項及び第 ８ 項並びに第21条 」 に 、 「 第21条の ９ の ３ から第21条の ９ の ５ まで 」 を 「 第21条の ２ から第

21条の ４ まで 」 に 、 「 第21条の ９ の ４ 第 ４ 項及び第21条の ９ の ５ 第 ２ 項 」 を 「 第21条の ３ 第 ４ 項及び第21条の ４ 第 ２ 項 」 に改

める 。  

第27条第 １ 項中 「 第21条の ９ の ５ 第 １ 項 」 を 「 第21条の ４ 第 １ 項 」 に改める 。  

（ 消費税法の一部改正 ）  

第 109 条  消費税法 （ 昭和63年法律第 108 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

別表第 １ 第 ６ 号ハ中 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） の規定に基づ く 更生医療の給付及び更生医療に要する費

用の支給に係る医療 、」 を削り 、 「 並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 」 を 「 、 原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律 」 に改め 、 「 一般疾病医療費の支給に係る医療 」 の下に 「 並びに障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） の規

定に基づ く 自立支援医療費の支給に係る医療 」 を加える 。  

第 110 条  消費税法の一部を次のよ う に改正する 。  
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別表第 １ 第 ６ 号ハ中 「 自立支援医療費 」 の下に 「 、 療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費 」 を加え 、 同表第 ７ 号ロを

次のよ う に改める 。  

ロ  社会福祉法第 ２ 条 （ 定義 ） に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法 （ 平成 ７ 年法律第86号 ） 第 ２ 条第 １ 項 （ 定

義 ） に規定する更生保護事業と し て行われる資産の譲渡等 （ 社会福祉法第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号の ２ 若し く は第 ７ 号に規定

する障害者支援施設若し く は授産施設若し く は同条第 ３ 項第 ４ 号の ２ に規定する地域活動支援セン ターを経営する事業

又は同号に規定する障害福祉サービス事業 （ 障害者自立支援法第 ５ 条第 ６ 項 、 第14項又は第15項 （ 定義 ） に規定する生

活介護 、 就労移行支援又は就労継続支援を行 う 事業に限る 。） において生産活動と し ての作業に基づき行われる もの及

び政令で定める ものを除 く 。）  

第 111 条  消費税法の一部を次のよ う に改正する 。  

別表第 １ 第 ７ 号ロ中 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号の ２ 」 を 「 第 ２ 条第 ２ 項第 ４ 号 」 に改める 。  

（ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正 ）  

第 112 条  福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 （ 平成 ５ 年法律第38号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ５ 条第 ３ 項中 「 身体障害者更生施設 」 を 「 障害者支援施設 」 に改める 。  

（ 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正 ）  

第 113 条  児童虐待の防止等に関する法律 （ 平成12年法律第82号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ９ 条第 ２ 項中 「 第62条第 ４ 号 」 を 「 第62条第 ５ 号 」 に改める 。  

（ 身体障害者補助犬法の一部改正 ）  

第 114 条  身体障害者補助犬法 （ 平成14年法律第49号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ３ 条第 １ 項中 「 第 ４ 条の ２ 第12項 」 を 「 第 ４ 条の ２ 第 ４ 項 」 に改める 。   

第 115 条  身体障害者補助犬法の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ３ 条第 １ 項中 「 第 ４ 条の ２ 第 ４ 項 」 を 「 第 ４ 条の ２ 第 ３ 項 」 に改める 。  

（ 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正 ）  

第 116 条  地方税法等の一部を改正する法律 （ 平成17年法律第 ５ 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条の う ち地方税法第72条の23第 １ 項の改正規定中 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第    号）」を 「 障害者自立支援

法 （ 平成17年法律第 123 号）」に改める 。  

附則第 １ 条第10号中 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第    号 ） 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定 」 を 「 障害者自立支援

法 （ 平成17年法律第 123 号）」に改める 。  

附則第 ３ 条第 １ 項中 「 附則第 １ 条第 ２ 号に掲げる規定 」 を削る 。  

（ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部

改正 ）  

第 117 条  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法

律 （ 平成17年法律第15号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

附則第 １ 条第 ３ 号中 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第    号）」を 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号）」に改

める 。  

附則第 ５ 条の う ち障害者自立支援法附則第90条の次に ２ 条を加える改正規定中 「 附則第90条 」 を 「 附則第87条 」 に 、  

「 第90条の ２ 」 を 「 第87条の ２ 」 に 、 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第    号）」を 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律

第 123 号）」に 、 「 第90条の ３ 」 を 「 第87条の ３ 」 に 、 「 附則第43条第 １ 項 」 を 「 附則第41条第 １ 項 」 に 、 「 第61条第 １ 項 」 を

「 第58条第 １ 項 」 に 、 「 附則第37条 」 を 「 附則第35条 」 に 、 「 附則第55条 」 を 「 附則第52条 」 に改める 。  

（ 介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正 ）  

第 118 条  介護保険法等の一部を改正する法律 （ 平成17年法律第77号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第16条の う ち社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ２ 条第 ２ 項の改正規定中 「 第 ３ 号と し 」 の下に 「 、 第 ５ 号を第 ４ 号と

し 」 を加える 。  

（ 地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正 ）   

第 119 条  地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 （ 平成17年法律第79号 ） の一部を次の

よ う に改正する 。  

第 ６ 条第 ６ 項中 「 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第 ４ 条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業 」 を 「 障

害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第16項に規定する共同生活援助を行 う 事業 」 に改める 。  

（ 地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第 120 条  施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法

第 ６ 条第 ６ 項の規定によ り地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であっ て当該公営住宅建替事業が施行される土地の区

域において新たに附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第 ４ 条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業の

用に供する施設を整備する ものについては 、 施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じ た公的

賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第 ６ 条第 ６ 項の規定によ り地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であっ て当該

公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行 う 事業の用に供する施設を整備する ものとみなす 。  

（ 罰則の適用に関する経過措置 ）  

第 121 条  この法律の施行前に し た行為及びこの附則の規定によ り なお従前の例による こ と と される場合における この法律の施

行後にし た行為に対する罰則の適用については 、 なお従前の例による 。  

（ その他の経過措置の政令への委任 ）  

第 122 条  この附則に規定する もののほか 、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は 、 政令で定める 。  


